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メ
ロ
ヴ
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グ
時
代
の
国
王Placita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

岩　
　

野　
　

英　
　

夫

�　

は
じ
め
に

二　

試
訳
と
解
説

　
（
�
）
残
存
数

　
（
二
）
地
名

　
　
（
１
）
こ
と
わ
り

　
　
（
２
）
地
図
Ⅰ―

地
名
と
地
名
番
号―

　
　
（
３
）
地
図
Ⅱ
～
Ⅳ―

地
名
と
地
名
番
号―

　
　
（
４
）
地
図
Ⅴ―

残
存Placita

の
地
域
的
分
布
の
特
徴―

　
　
（
５
）
地
図
Ⅵ―

�A
ustrien,�N

eustrien,�A
quitanien,�

Burgund―

　
（
三
）
国
王
名

　
（
四
）
試
訳
と
解
説�

三　

裁
判
の
か
た
ち

　
（
�
）
二
者
択
�
判
決
の
位
置
づ
け

　
　
（
１
）
二
者
択
�
判
決
は
中
間
判
決

　
　
（
２
）notitia�paricola

　
　
（
３
）
二
者
択
�
判
決
の
表
現
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て

　
（
二
）
裁
判
の
か
た
ち

　
　
（
１
）
分
類

　
　
（
２
）
不
出
廷
裁
判

　
　
（
３
）
仮
装
裁
判

　
　
（
４
）
明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
裁
判

三
〇
〇
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六
三
巻
七
号�

二

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

四　

裁
判
の
流
れ

　
（
�
）
裁
判
の
開
始

　
　
（
１
）
訴
え

　
　
（
２
）
陪
席
判
決
人

　
　
（
３
）
宮
中
伯
が
統
括
者

　
（
二
）
審
理

　
　
（
１
）
審
理
の
核
心―

証
拠
調
べ―

　
　
（
２
）
証
拠
の
周
辺

　
　
（
３
）
証
拠
調
べ
の
仕
方
に
傾
向
性
は
あ
る
か

　
　
（
４
）
再
び
・
仮
装
裁
判
の
事
例
に
共
通
点
は
あ
る
か

　
　
（
５
）
ま
と
め

　
（
三
）�

審
理
の
終
結
と
国
王
（
裁
判
長
）
へ
の
宮
中
伯
に
よ
る

証
言

　
　
（
１
）
審
理
の
終
結
と
は

　
　
（
２
）
国
王
（
裁
判
長
）
に
よ
る
判
決
の
宣
告
と
命
令

　
　
（
３
）
宮
中
伯
の
役
割

　
　
（
４
）
国
王
の
役
割

　
（
四
）Placitum

の
作
成
と
作
成
地

　
　
（
１
）
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
（Referendar

）
の
役
割

　
　
（
２
）Placita

の
作
成
地

　
　
（
３
）Placita

の
授
与

五　

宮
宰
の
も
と
で
の
裁
判

六　

お
わ
り
に

図
１
～
図
４

三
〇
〇
六
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三

�　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

を
通
し
て
見
え
る
裁
判
の
か
た
ち
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
の
前

提
と
し
て
、
ま
ず
最
初
に
、
残
存
し
て
い
る
二
〇
通
（
う
ち
�
六
通
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
の
国
王P

lacita

の
全
て
を
古
い
時
代
の
も
の
か
ら

順
番
に
試
訳
し
、
解
説
を
試
み
た
い
。

　

二
〇
通
のP

lacita
の
出
典
は
以
下
で
あ
る
。M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. D
iplom

ata R
egum

 F
rancorum

 e stirpe 

M
erovingica

（D
ie U

rkunden der M
erow

inger

）, E
rster Teil,  N

ach V
orbearbeiten von C

arlrichard B
rühl, hrsg. von T

heo 

K
ölzer unter M

itw
irkung von M

artina H
artm

ann und A
ndrea Stieldorf, H

annover 2001. 

本
文
あ
る
い
は
注
でK

ölzer

本

D
iplom

ata

あ
る
い
はK

ölzer

と
略
記
す
る
。

　

K
ölzer

本D
iplom

ata

は
、
収
録
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
要
旨
を
ラ
テ
ン
語
テ
キ
ス
ト
の
前
に
ド
イ
ツ
語
で
記
載
し
て

い
る
。
二
〇
通
のP

lacita

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
各P

lacitum

（P
lacita

はP
lacitum

の
複
数
形
）
に
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
の
要
旨
の
大
体
を
テ
キ
ス
ト
の
試
訳
に
先
立
ち
紹
介
す
る
。
そ
の
際
、W

erner B
ergm

ann, U
ntersuchungen zu 

d
en

 G
erich

tsu
rku

n
d

en
 d

er M
erow

in
gerzeit, in

 A
rch

iv fü
r D

ip
lom

atik, S
ch

riftgesch
ich

te, S
iegel- u

n
d

 W
ap

p
en

ku
n

d
e, 

B
d.22, 1976, S. 1-186.

︹
以
下
、B

ergm
ann

と
略
記
︺, R

udolf H
übner, G

erichtsurkunden der fränkischen Z
eit, N

eudruck 

der A
usgabe W

eim
ar 1891-93, Scientia V

erlag, A
alen 1971

︹
以
下
、H

übner 

と
略
記
︺
が
本
稿
で
試
訳
す
るP

lacita

つ
い
て
行

っ
て
い
る
要
約
も
参
考
に
す
る
。

　

試
訳
に
続
く
解
説
で
は
、
以
上
の
文
献
の
中
の
説
明
の
ほ
か
に
、
私
が
調
べ
た
こ
と
も
加
え
て
い
る
。K

ölzer, B
ergm

ann, H
übner

の
説
明
な
の
か
私
の
説
明
な
の
か
が
あ
い
ま
い
な
個
所
も
あ
る
が
、
断
り
を
す
る
こ
と
に
伴
う
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
解
説
文
中

三
〇
〇
七
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メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

に
、・
・
km
ほ
ど
の
所
と
書
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
図
上
の
直
線
距
離
で
こ
れ
ぐ
ら
い
の
距
離
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の

数
字
は
、
あ
く
ま
で
も
、
地
理
的
な
位
置
関
係
に
つ
い
て
大
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
し
か
な
く
、
正
確
で
は
な
い
。

　

試
訳
す
る
各P

lacitum

の
番
号
は
、K

ölzer

本D
iplom

ata

の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
番
号
の
あ
と
の
︹　

︺
はH

übner

の
目
録
番
号
、

そ
の
あ
と
の
（　

）
内
で
は
、
当
該P

lacitum

がK
opie

（
写
し
）
な
の
かO

riginal

（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
な
の
か
の
別
、
当
該P

lacitum

の
作
成
年
月
日
、
作
成
地
をK

ölzer

本D
iplom

ata

に
従
い
示
し
て
い
る
。K

opie

か
否
か
の
あ
と
にunechte

が
あ
れ
ば
、
そ
の

P
lacitum

が
偽
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

私
は
、
前
作
﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
つ
い
て
﹂）

1
（

︹
以
下
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
と
略
記
す
る
︺
で
﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン

グ
時
代
の
国
王P

lacita

﹂
と
は
何
か
を
問
題
に
し
た
。
こ
の
前
作
と
の
関
係
で
必
要
な
断
り
を
し
た
い
。

　

①
国
王
裁
判
所
に
お
け
る
﹁
訴
訟
の
全
過
程
を
書
き
記
す
方
式
で
の
判
決
書
﹂
がP

lacita

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
学
界
で
の
�
般
的
な

考
え
で
あ
る
が
、
実
際
の
史
料
の
中
で
は
、P

lacita

は
そ
の
意
味
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
に
お
い
て
確

認
し
た
。
そ
の
上
で
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
は
、
学
界
で
の
�
般
的
な
用
語
法
に
倣
い
、P

lacita

を
﹁
判
決
書
﹂、
あ
る
い
は
﹁
国
王

裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
の
意
味
で
使
用
す
る
と
い
う
断
り
を
述
べ
て
い
る）

2
（

。
こ
の
断
り
は
本
稿
で
も
前
提
に
さ
れ
る
。

　

②P
lacita

と
い
う
用
語
を
、
国
王
で
は
な
く
宮
宰
が
指
揮
す
る
裁
判
に
つ
い
て
も
使
用
し
て
い
る
文
献
が
あ
る
。
こ
の
﹁
宮
宰

P
lacita

﹂
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
紹
介
す
る
。

　

③
本
稿
に
お
け
る
試
訳
の
中
のv. inl.; S. R

.

な
ど
略
記
号
の
意
味
は
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
五
〇
頁
以
下
、
三
五
八
頁
以
下
を
参

照
し
て
ほ
し
い
。

　

先
の
文
献
に
加
え
次
の
文
献
に
つ
い
て
も
本
文
や
注
で
は
略
記
し
て
引
用
す
る
。
拙
稿
﹁
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち
﹂﹃
同
志
社

法
学
﹄
三
三
七
号
、
二
〇
〇
九
年
︹
拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
と
略
記
︺。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
﹃
ド
イ
ツ

三
〇
〇
八
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五

法
制
史
概
説 

改
訂
版
﹄
創
文
社
、
�
九
七
�
年
︹
ミ
ッ
タ
イ
ス
と
略
記
︺。
兼
岩
正
夫
、
臺 

幸
夫
﹃
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス　

歴
史
十

巻 
Ⅰ
﹄
東
海
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
〇
年
、
同
﹃
歴
史
十
巻 

Ⅱ
﹄
昭
和
五
二
年
︹﹃
歴
史
十
巻 

Ⅰ
﹄﹃
歴
史
十
巻 

Ⅱ
﹄
と
略
記
す
る
︺。

H
orst E

bling, P
rosopographie der A

m
tsträger des M

erow
ingerreiches von C

hlothal II. 

（613

） bis K
arl M

artell

（741

）, 

B
eihefte der F

rancia, hrsg. von D
eutschen H

istorischen Institut P
aris, 1974

︹E
bling

と
略
記
︺、 J. F. N

ierm
eyer &

 C
. V

an 

de K
ieft, M

ediae L
atinitatis L

exicon M
inus, 2002

︹N
ierm

eyer 

と
略
記
︺。

　

判
決
内
容
を
決
め
る
の
は
陪
席
裁
判
官
た
ち
の
任
務
で
、
そ
の
判
決
を
宣
告
し
命
令
す
る
の
は
裁
判
官
（
裁
判
長
）
の
任
務
で
あ
る
、
と

い
う
こ
の
時
代
の
裁
判
で
の
役
割
分
担
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
、
陪
席
裁
判
官
で
は
な
く
陪
席
判
決
人
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
で
は
、
陪
席
裁
判
官
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
し
た
い
。
な
お
、
裁
判
官
と
い
う

訳
語
を
用
い
る
際
に
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
投
稿
中
の
﹁
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄
に
お
け
る
紛
争
と
紛
争
解
決
の
仕
方
﹂
を

参
照
し
て
ほ
し
い
。

　

本
文
や
注
の
中
の
︹　

︺
内
や
四　

角
で
の
囲
み
は
断
り
の
な
い
限
り
私
の
手
に
よ
る
。
後
者
は
�
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
工

夫
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、か
つ
て
取
得
し
た
科
学
研
究
費
平
成
�
四
年
度―
平
成
�
六
年
度
︿
�
四
五
二
〇
〇
�
五
﹀
に
よ
る
研
究
成
果
の
�
部
で
あ
る
。

　

本
稿
は
拙
い
も
の
で
あ
る
が
、
日
米
間
の
学
術
を
つ
な
ぐ
堅
固
な
架
け
橋
で
あ
る
藤
倉
皓
�
郎
先
生
に
捧
げ
た
い
。
先
生
の
益
々
の
ご
活

躍
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
し
て
や
ま
な
い
。

三
〇
〇
九
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二　

試
訳
と
解
説

　
（
�
）　

残
存
数

　

残
存
し
て
い
るP

lacitum
 

二
〇
通
は
そ
れ
ぞ
れ
文
書
番
号
を
付
け
ら
れK

ölzer

本D
iplom

ata

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。N

r. 79

（642 / 

43

）, 88

（657－
678 / 79

）, 93

（659－
660

）, 94

（660－
673

）, 95

（660－
673

）, 103

（664 / 65

）, 126

（682

）, 135

（692

）, 136

（692 / 

93

）, 137

（693

）, 141
（694
）, 143

（694

）, 149

（697

）, 153

（702

）, 155

（709

）, 156

（709

）, 157

（709

）, 158

（710

）, 167

（716

）, 187

（726

）.  

そ
の
う
ち
写
し
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
四
通
で
、N

r. 79, 103, 158, 187

で
あ
る
。

　
（
二
）　

地
名

（
１
）　

こ
と
わ
り

　

M
o

n
u

m
en

ta G
erm

an
iae H

isto
rica. D

ip
lo

m
ata R

egu
m

 F
ran

co
ru

m
 e stirp

e M
ero

vin
gica

（D
ie U

rk
u

n
d

en
 d

er 

M
erow

inger

）, Z
w

eiter Teil,  N
ach V

orbearbeiten von C
arlrichard B

rühl, hrsg. von T
heo K

ölzer unter M
itw

irkung von 

M
artina H

artm
ann und A

ndrea Stieldorf, H
annover 2001, S. 721

以
下
で
、P

lacita

に
出
て
く
る
地
名
が
現
在
の
何
処
で
あ
る
か

が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
しC

hildriciaecas, C
hildulfouilla, T

axm
edas

は
未
確
認
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
地
名
と
同

定
が
完
全
に
で
き
ず
、
可
能
性
の
あ
る
現
在
地
名
が
複
数
あ
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

本
稿
末
に
、
地
図
Ⅰ
～
地
図
Ⅳ
を
掲
載
し
て
い
る
。
地
図
Ⅰ
は
後
掲
のP

lacita

試
訳
番
号
（
１
）
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
地
図
Ⅱ
～

Ⅳ
は
試
訳
番
号
（
２
）
～
（
20
）
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
地
図
Ⅰ
と
地
図
Ⅱ
～
Ⅳ
と
を
分
け
た
の
は
、
前
者
が
現
在
の
ド
イ
ツ
に
係
る
地

名
、
後
者
が
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
係
る
地
名
で
、
こ
の
両
国
の
地
名
を
�
枚
の
地
図
に
収
め
る
こ
と
が
技
術
的
に
難
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三
〇
�
〇



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

七

　

本
稿
で
は
、
試
訳
の
あ
と
に
解
説
を
付
け
て
い
る
が
、
地
名
に
つ
い
て
は
、﹁
開
廷
地
﹂﹁︹P

lacitum

の
︺
作
成
地
﹂﹁
係
争
対
象
所
在
地
﹂

に
分
類
し
て
い
る
。
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
係
る
地
名
の
う
ち
地
図
Ⅱ
は
﹁
開
廷
地
﹂、
地
図
Ⅲ
は
﹁
作
成
地
﹂、
地
図
Ⅳ
は
﹁
係
争
対
象
所
在

地
﹂
で
あ
る
。
現
在
の
ド
イ
ツ
に
係
る
地
名
に
つ
い
て
は
、
試
訳
対
象P

lacitum

が
�
通
だ
け
な
の
で
、﹁
開
廷
地
﹂
な
ど
の
区
別
を
せ
ず
、

地
図
Ⅰ
に
必
要
な
地
名
を
収
め
た
。

　

解
説
の
中
の
﹁
地
名
﹂
の
項
目
に
出
て
く
る
地
名
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
番
号
を
付
け
、
そ
し
て
そ
の
番
号
を
地
図
に
書
き
入

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
大
体
こ
の
辺
り
で
は
な
い
か
と
い
う
程
度
の
大
雑
把
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
断
っ
て

お
き
た
い
。
同
定
さ
れ
て
い
る
現
在
地
名
に
つ
い
て
地
図
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
解
説
の
中
の
該
当
箇
所
で
そ

の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

　

地
名
に
番
号
を
付
け
る
際
、
地
図
Ⅰ
と
地
図
Ⅱ
～
Ⅳ
と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
地
図
Ⅰ
に
は
50
番
台
の
数
字
を
、
地
図
Ⅱ
～
Ⅳ
に
は

１
か
ら
順
の
数
字
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
以
下
の
（
２
）（
３
）
は
、P

lacita

に
出
て
く
る
ラ
テ
ン
語
表
記
地
名
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に

並
べ
た
も
の
で
、︹　

︺
の
中
は
現
在
の
地
名
で
あ
る
。
同
定
が
難
し
い
た
め
に
、
可
能
性
の
あ
る
現
在
地
名
が
複
数
指
摘
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
さ
せ
て
並
べ
た
。

（
２
）　

地
図
Ⅰ―

地
名
と
地
名
番
号―

　

50. B
od

ofricen
se

︹B
op

p
ard

︺; 51. B
od

ou
illa

︹B
en

d
orf

︺; 52. B
od

ou
illa

︹B
od

en
d

orf

︺; 53. B
od

ou
illa

︹B
an

d
orf

︺; 

54. B
odouilla

︹B
uisdorf

︺.

三
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（
３
）　

地
図
Ⅱ
～
Ⅳ―

地
名
と
地
名
番
号―

1. B
acio su

p
eriore

︹B
ezu

-la-F
orêt

︺; 2. B
acio su

p
teriore

︹B
ezu

-la-L
on

g

︺; 3. B
actilion

eu
alle

︹B
ailleval

︺; 4. 

B
ad

d
an

ecrt
（e

）︹B
ayen

cou
rt

︺; 5. B
au

d
rin

o 

︹B
oran

-su
r-O

ise

︺; 6. B
eau

vaisis

︹H
od

en
ec-l’É

vêqu
e

︺; 7. B
eau

vaisis

︹H
od

en
g-H

od
en

ger

︺; 8. B
eau

vaisis

︹S
ein

e-M
aritim

e

︺; 9. B
u

xsito 

︹B
oissey-le-C

h
âtel

︺; 10. C
ad

olacio

︹C
h

aalis : 

F
on

tain
e-C

h
aalis

︺; 11. C
ad

olacio

︹C
h

aalis : T
h

orign
y-su

r-M
arn

e

︺; 12. C
ap

tu
n

n
aco

︹C
h

atou

︺; 13. C
ap

tu
n

n
aco

︹C
hâtenay-M

alabry
︺; 14. C

arraciao

︹Q
uierzy

︺; 15. C
om

pendio

︹C
om

piègne

︺; 16. C
risciaeco

︹C
récy-en-P

onthieu

︺; 

17. E
lariacum

︹Larrey-sur-O
uche?

︺; 18. Lem
ausus

︹Lim
eux

︺; 19. Lusarca

︹Luzarches

︺; 20. M
am

accas ︹M
ontm

acq

︺; 

21. M
asolago ︹M

âlay-le -P
etit

︺; 22. M
aurcurte

︹M
aurecourt

︺; 23. N
ialcha

︹N
eaufles-St-M

artin

︺; 24. N
ocitum

︹N
oisy-

sur-O
ise

︺; 25. N
ouiento

︹N
ogent-sur-M

arne

︺; 26. P
aris; 27. P

ontegune

︹P
onthion

︺; 28. R
odonucinsis

︹R
ennais

︺; 

29. T
au

ricciacu
m

（T
h

orign
é-en

-C
h

arn
ie

）; 30. T
ellao

︹L
e T

alou

︺; 31. U
alen

cian
is

︹V
alen

cien
n

es

︺; 32. U
im

en

︹U
im

acen
sis - L

e V
im

eu

︺.

（
４
）　

地
図
Ⅴ―

残
存P

lacita

の
地
域
的
分
布
の
特
徴―

　

K
ölzer

本D
iplom

ata

は
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
い
て
そ
の
伝
承
の
仕
方
な
ど
総
合
的
な

解
説
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、P

lacita

を
含
む
真
正
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
地
域
的
分
布
の
特
徴
の
�
つ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁L

oire

―
M

otier-la-C
elle

（C
ham

pagne

）―
M

ünster im
 G

regoriental
（E

lsaß

）
を
結
ぶ
線
の
南
側
、
す
な
わ
ちG

allia

の
南
部
全
域

（B
urgund, A

quitanien, P
rovence

）
に
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
真
正
な
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ

と
が
ラ
イ
ン
川
右
岸
地
域
に
も
あ
て
は
ま
る
﹂（S. X

III

）。

三
〇
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九

　

こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た
の
が
地
図
Ⅴ
で
あ
る
。
地
図
上
の
番
号
90
はL

ロ
ア
ー
ル

oire

、
番
号
91
はM

モ
テ
ィ
エ

otier-l

ラa-C

セ

ル

elle

、
番
号
92
は

M

ミ
ュ
ン
ス
タ
ー

ünster

で
あ
る
。
そ
の
他
の
地
名
番
号
と
差
別
化
す
る
た
め
90
番
台
の
数
字
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
上
の
地
図
Ⅰ
～
Ⅳ
はK

ölzer

の
こ

こ
で
の
指
摘
に
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
地
図
Ⅰ
～
Ⅳ
は
試
み
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
厳
密
さ
に
欠
け
る
点
を
重
ね
て
断
っ

て
お
き
た
い
。

（
５
）　

地
図
Ⅵ―

A
ustrien, N

eustrien, A
quitanien, B

urgund
―

　

 

地
図
Ⅵ
は
�
四
頁
等
の
記
述
に
関
係
し
て
作
成
し
た
。
借
用
し
た
地
図
は
以
下
で
あ
る
。E

rich Z
öllner, G

eschichte der F
ranken 

bis zur M
itte des sechsten Jahrhuderts, 1970

の
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
るK

arte 1“D
as F

rankenreich 511－
524. D

ie 

Teilungen nach dem
 Tode C

hlodow
echs bezw

. C
hlodm

ers”; G
roß

er A
tlas zur W

eltgeschichte, W
esterm

ann, 1976, S. 50.

　
（
三
）
国
王
名

　

本
文
中
に
出
て
く
る
国
王
名
に
つ
い
て
は
、
図
３
の
系
図
の
中
で
確
認
で
き
る
。

　
（
四
）
試
訳
と
解
説

　

N
r.88, 93, 94, 95

の
四
通
は
欠
落
箇
所
が
多
い
の
で
試
訳
を
せ
ず
、K

ölzer

本D
iplom

ata

が
各P

lacitum

本
文
の
前
に
記
載
し
て
い

る
当
該P
lacitum

の
要
旨
を
紹
介
す
る
だ
け
に
し
た
い
。

三
〇
�
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（
１
）　N

r. 79

〔23

〕（K
opie, 642 / 43  S

eptem
ber 3, B

odouilla

）

　

要
旨
：
国
王Sigibert III. 

のP
lacitum

. 

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、
ケ
ル
ン
の
司
教K

unibert

は
、E

vergisel

が
自
分
の
も
の
だ
、

と
主
張
す
るB

odofricense

地
区
に
あ
る
（infra term

ino B
odofricense

）
ブ
ド
ウ
畑
の
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

 

六
四
二
：
四
三
年
九
月
三
日　

B
odouilla

　

試
訳

　

フ
ラ
ン
ク
人
の
王Sigibert v. inl.　

余
と
余
の
偉
大
な
紳
士
（procers

）
た
ち
が
い
る
時
、
主
の
尊
き
使
徒
の
後
継
者
（vir 

apostolicus

）
で
あ
るK

unibert
司
教
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
は
、E

vergisel 

︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
（interpellasset

）
際
、

E
vergisel 

︹
＝
被
告
︺
はB

odofricense
地
区
に
あ
る
ブ
ド
ウ
畑
を
不
法
に
略
奪
し
た
（m

alo ordine.... post se retenirit

）、
と
い
う

理
由
で
返
還
請
求
を
し
た
（repetebat

）。
そ
れ
故
、E

vergisel

︹
＝
被
告
︺
は
、
同
ブ
ド
ウ
畑
は
お
金
（precio

）
を
支
払
い
買
い
入
れ

た
も
の
で
あ
る
し
ま
た
そ
の
こ
と
に
関
係
し
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
（vinditiones

：
正
確
に
は
諸
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
か
複
数
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
）

を
持
っ
て
い
る
、
と
答
え
た
（dedit in responses
）。
そ
の
あ
と
（tunc

）、
余
と
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
は
、E

vergisel 

︹
＝
被
告
︺

は
十
四
夜
の
の
ち
余
等
の
い
る
所
に
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
（vinditiones

）
を
差
し
出
す
（praesentari

）
義
務
を
負
う
、
と
判
決
す
る
こ
と

を
（iudicasse

）
決
定
し
た
（constetit

）。
同
司
教
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
は
、︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務
（placitum

）
を

負
う
た
が
故
に
、
余
の
い
る
所
で
三
日
間
と
そ
れ
以
上
同E

vergisel 
︹
＝
被
告
︺
が
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務
に
従
い
来
る

の
を
待
っ
た
こ
と
（abiecisse

）、そ
し
てE

vergisel ︹
＝
被
告
︺
は
︹
出
廷
で
き
な
い
︺
止
む
を
得
ざ
る
事
情
を
届
出
る
こ
と
（sunniare 

se fecisse

）
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
（testari

）
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
、余
は
、余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、

E
vergisel 

︹
＝
被
告
︺
は
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
す
る
と
い
う
義
務
を
負
う
た
が
、
そ
の
こ
と
を
実
行
し
な
か
っ
た
、
と
、︹
被
告
の
出

三
〇
�
四
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�

廷
義
務
履
行
に
つ
い
て
︺
保
証
人
︹
と
な
っ
た
者
︺
た
ち
（fideiussores

）
が
明
白
に
認
め
た
が
故
に
、
上
記
の
ブ
ド
ウ
畑
に
つ
き
、
追

加
の
賠
償
金
（cum

 legis beneficiiis

）︹
を
受
け
取
る
こ
と
︺
に
加
え
先
の
司
教
︹
＝
原
告
︺
の
側
で
︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
所
有
（sit 

evindecatum

）
す
る
よ
う
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）。　　
　
　

　

E
rpo

が
確
認
し
た
（S. R

.

）。

　

余
の
治
世
の
十
年
目
、
九
月
三
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、B

odouilla

に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
�
五
七
九
年
に
死
亡
し
た
、
ケ
ル
ン
の
古
代
史
研
究
者Johann H

elm
an

の
諸
記
録
の
中
か
ら
、
八
世
紀
末
に
ボ
ン
に
建

立
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
るC

assius-Stift

の
、
�
二
世
紀
の
、
今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
るC

hartular

か
ら
の
写
し
をP

erlbach

が
発
見
し
、
�
八
八
八
年
に
公
表
し
た
の
が
本P

lacitum

で
あ
る
。C

hartular

（cartulare

）
と
は
、
修
道
院
な
ど
特
定
の
機
関
の
文
書

庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
様
々
な
ウ
ワ
ク
ン
デ
や
時
に
は
そ
れ
以
外
の
文
書
類
が
そ
こ
に
書
き
写
さ
れ
て
い
る
手
写
本
（
稀
に
は
巻
物
）
の
こ

と
で
あ
る
（R

. C
. van C

aenegem
, K

urze Q
uellenkunde des W

esteuropäischen M
ittelalters, 1962, S. 71

）。

　

試
訳
の
終
わ
り
近
く
の
﹁E

rpo

が
確
認
し
た
（S. R

.
）﹂
の
あ
と
に
続
い
てet subscripsit

（
そ
し
て
署
名
し
た
）
と
い
う
文
言
が
あ

っ
た
、
とW

ilhelm
 L

evison

は
考
え
て
い
る
（B

ergm
ann, S. 202

）。

　

Sigillum

（
印
章
）
に
つ
い
て
は
写
し
の
た
め
不
明
。

　
︻
国
王
︼
国
王Sigibert III.

（
在
位
六
三
三
／
三
四
年－

六
五
六
年
）
は
、
王
国
が
分
裂
し
統
�
を
欠
い
た
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
フ
ラ
ン
ク

王
国
の
北
東
方
面
の
分
国（Teilreich

）ア
ウ
ス
ト
リ
ア（A

ustrien. 

地
図
Ⅵ
。
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
、ム
ー
ズ
・
モ
ー
ゼ
ル
地
方︹C

ham
pagne, 

M
aas- und M

oselland

︺
で
、
首
都
は
ラ
ン
スR

eim
s

）
3
（

）
を
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
�
人
と
し
て
分
割
統
治
し
た
。

三
〇
�
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B

ergm
ann 

は
、
こ
のP

lacitum

が
交
付
さ
れ
た
時
、Sigibert III.

は
せ
い
ぜ
い
�
〇
歳
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
、
し
た
が
っ
て

Sigibert III.

に
は
何
事
か
を
決
定
す
る
力
は
な
く
、
裁
判
を
指
揮
す
る
な
ど
こ
の
分
国
を
実
際
に
支
配
し
て
い
た
の
は
、Sigibert III.

の

後
見
人
の
、
ケ
ル
ン
の
司
教K

unibert

で
あ
り
、
そ
の
司
教K

unibert

が
こ
のP

lacitum

で
は
原
告
と
し
て
登
場
し
て
い
る
、
と
推
測

し
て
い
る
。
後
見
人
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
、B

ergm
ann

は
、
最
古
の
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
�
二
歳
が
成
年
に
な
る
年
齢
だ
っ
た
か
ら
だ
、

と
し
て
い
る
（S. 153
）。

　

L
exikon des M

ittelalters, B
d. V

II, 2003, S. 1883

に
よ
れ
ば
、Sigibert III.

は
三
歳
で
即
位
し
た
と
い
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本

P
lacitum

の
作
成
時
は
、Sigibert III.

は
�
�
歳
～
�
三
歳
の
頃
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
司
教

K
unibert

がSigibert III.

に
代
わ
っ
て
分
国
を
動
か
す
中
心
人
物
で
あ
っ
た
、
と
い
うB

ergm
ann 

の
見
解
は
変
え
る
必
要
は
な
い
よ
う

に
思
う
。

　

な
お
、
試
訳
中
の
﹁
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
（vinditiones

）﹂
はvinditio

の
複
数
形
な
の
で
、﹁
諸
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
か
﹁
複
数
の
売
却

ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
と
訳
す
の
が
正
確
で
あ
る
。

　
︻
人
名
︼
本P

lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
（R

eferendar

）
のE

rpo

は
ほ
か
に
は
出
て
こ
な
い
。

　
︻
開
廷
地
︼
不
明
。

　
︻
作
成
地
︼
作
成
地
のB

odouilla

に
つ
い
て
、
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
、
�
二
世
紀
の
写
し
の
欄
外
の
注
に
はB

edendorp

と
あ
り
、

そ
れ
は
現
在
のM

ayen
－

K
oblenz

郡
に
あ
るB

endorf

︹
地
図
Ⅰ－
51
︺だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。B

endorf

は
現
在
の
ド
イ
ツ
に
あ
り
、

ケ
ル
ン
（K

öln

）
か
ら
ラ
イ
ン
川
沿
い
に
南
へ
六
八
km
ほ
ど
、
ボ
ン
（B

onn
）
か
ら
同
じ
く
四
五
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
作
成
地
と
し
て
推
測
さ
れ
て
い
る
の
は
、B

odendorf

︹
地
図
Ⅰ－
52  A

hrw
eiler

郡
のSinzig

市
。
ボ
ン
か
ら
ラ
イ
ン

川
沿
い
に
南
へ
二
�
km
ほ
ど
、
ケ
ル
ン
か
ら
同
様
に
四
五
km
ほ
ど
の
所
︺、B

andorf
︹
地
図
Ⅰ－

53  A
hrw

eiler

郡
のR

em
agen

市
。
ボ

三
〇
�
六
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�
三

ン
か
ら
ラ
イ
ン
川
沿
い
に
南
へ
�
八
km
ほ
ど
、
ケ
ル
ン
か
ら
同
様
に
四
�
km
ほ
ど
の
所
︺、B

uisdorf

︹
地
図
Ⅰ－

54  R
hein-Sieg 

郡
の

St. A
ugustin

市
。
ボ
ン
の
北
東
七
km
ほ
ど
、
ケ
ル
ン
の
南
東
二
〇
km
ほ
ど
の
所
︺
で
あ
る
。B

andorf, B
uisdorf

の
可
能
性
は
低
い
、
と

B
ergm

ann
は
考
え
て
い
る
（S.201

）。H
übner 

は
、B

andorf

だ
と
考
え
て
い
る
（S. 4

）。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼
係
争
対
象
が
あ
るB

odofricense

は
現
在
のB

oppard

︹
地
図
Ⅰ－

50
︺
で
、
ケ
ル
ン
か
ら
ほ
ぼ
南
東
へ
八
二
km

ほ
ど
、
ボ
ン
か
ら
ほ
ぼ
南
東
へ
五
九
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

（
２
）　N

r. 88

〔30

〕 （O
riginal , 657－

678 / 79

（?

））

　

要
旨
：
（C

hlothar III.

？
の
）
国
王P

lacitum
. 

こ
のP

lacitum

に
よ
れ
ば
、
死
亡
し
た
宮
宰E

rchinoald

と
そ
の
息
子L

eudesius

に
よ
っ
て
贈
与
さ
れ
た
ヴ
ィ
ラ
（villa
）
はR
otom

inse

︹R

ル
ー
ア
ン

ouen

︺
の
教
会
と
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
と
の
間
で
分
割
さ
れ
て
い
る
。

 

六
五
七－

六
七
八
：
七
九
年
（
？
）

解
説

　
︻
要
旨
補
足
︼R

otom
inse

︹R

ル
ー
ア
ン

ouen

︺︹
地
図
Ⅳ
参
照
︺
の
教
会
︹
＝
原
告
︺
と
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
︹
＝
被
告
︺
と
の
間
で
、
も
と
も
と
は

宮
宰E

rchinoald

と
そ
の
息
子L

eudesius

の
所
有
物
で
あ
っ
た
あ
る
ヴ
ィ
ラ
を
め
ぐ
り
争
い
が
起
き
、
教
会
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
た

ち
が
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
︹
＝
被
告
︺
を
国
王
裁
判
所
に
訴
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
原
告
は
複
数
のepsitola

︹
＝
証
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
ウ

ワ
ク
ン
デ
︺
を
証
拠
と
し
て
提
出
し
て
い
る
。
被
告
も
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
よ
う
で
、﹁
彼
ら
の
︹
提
出
し
た
︺
あ
れ
こ

れ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
調
べ
ら
れ
（inquirentes eorum

 instrum
enta

）﹂
た
あ
と
で
、
原
告
で
あ
るR

otom
inse

︹R

ル
ー
ア
ン

ouen

︺
の
教
会
の

司
教A

udoinus

や
そ
の
後
継
者
た
ち
か
ら
返
還
請
求
を
さ
れ
る
こ
と
無
く
係
争
地
の
半
分
を
所
有
す
る
こ
と
を
被
告
に
認
め
る
判
決
が
出

三
〇
�
七
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メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
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代
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国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

さ
れ
て
い
る
。

　
︻
形
式
な
ど
︼　

本P
lacitum

は
、
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
五
二
〇
×
三
〇
〇
mm
の
パ
ピ
ル
ス
に
、
二
〇－

二
六
mm
の
字
間
で
、
�
人
の
人
物

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ピ
ル
ス
は
三
枚
の
紙
葉
（drei plagulae. 

�
五
〇
／
�
六
〇
＋
�
九
〇
＋
�
七
〇
mm
）
か
ら
作
ら
れ

て
い
る
。
裏
面
に
は
、Stephan II. 

の
名
前
の
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
た
め
の
偽
文
書
の
�
部
が
�
�
世
紀
に
な
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
本

P
lacitum

は
宮
宰E

rchinoald

の
死
（
六
五
八
／
五
九
年
）
後
、
そ
の
息
子L

eudesius

の
生
存
中
に
（
六
七
八
／
七
九
年
死
亡
）、
お

そ
ら
く
はC

hlothar III.
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
の
押
印
跡
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
箇
所
が
あ
る
。

　

宮
宰
に
よ
る
六
五
〇
年
の
贈
与
を
伝
え
て
い
る
、
九
世
紀
のG

esta ss partum
 F

ontanellensis coenobii

は
、
宮
宰E

rchinoald

の

所
有
財
産
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
（E

bling, S. 137

）。

　

K
ölzer

は
、
尾
部
の
定
式
文
で
、［ben
（e
） val（iat

）
］（
さ
よ
う
な
ら
）
と
翻
刻
し
て
い
る）

4
（

。

　
︻
国
王
︼
国
王C

hlothar III.

も
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
�
人
で
、
六
四
九
年
頃
に
生
ま
れ
て
い
る
（L

exikon des M
ittelalters, B

d. II, 

2003, S. 1871

）。K
ölzer 

に
よ
る
と
、
分
国
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
（N

eustrien

）
と
ブ
ル
グ
ン
ト
（B

urgund

）︹
以
上
、
地
図
Ⅵ
︺
を
分
割

統
治
し
た
。
国
王
に
即
位
し
た
の
は
お
よ
そ
八
歳
の
時
の
六
五
七
年
で
、
六
七
三
年
ま
で
在
位
し
て
い
る
。　

　
︻
人
名
︼
宮
中
伯
はU

uaningus

で
、
陪
席
判
決
人
た
ち
の
�
人
と
し
て
そ
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

F
redegar

（
仮
名
）
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
宮
宰E

rchinoald
は
、
国
王T

agobert I.

（
在
位
六
二
三
年－

六
三
九
年
）
の
母

H
aldetrud

の
血
筋
の
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
人
物
で
、
六
四
�
年
にA

ega

の
後
任
と
し
て
宮
宰
に
な
っ
て
い
る
。

E
rchinoald

は
、
そ
れ
以
前
に
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
西
方
の
分
国
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
の
上
層
階
層
に
属
し
て
い
る
。
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
と
は
、
ロ

ワ
ー
ル
川
と
ス
ヘ
ル
デ
（Schelde

）
川
と
で
お
お
よ
そ
囲
ま
れ
た
ロ
マ
ン
系
西
部
︹der rom

an. W
esten zw

ischen Schelde und 

三
〇
�
八
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三
巻
七
号�

�
五

L
oire

︺
の
こ
と
で
、
首
都
は
パ
リ
︹P

aris

︺
で
あ
る）

5
（

。
ス
ヘ
ル
デ
川
の
源
流
はA

エ
ー
ヌ

isne

県
で
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
に
ほ
ぼ
平
行
し
て
流
れ
、

ベ
ル
ギ
ー
のA

ア
ン
ト
ワ
ー
プ

ntw
erpen

か
ら
海
に
入
る
︹
地
図 

Ⅵ
︺。

　

宮
宰E

rchinoald

の
後
任
と
し
て
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
の
宮
宰
に
な
っ
たE

broin

が
六
五
八
年
に
追
放
さ
れ
た
の
ち
、
ま
た
ア
ウ
ス
ト
リ
ア

（A
ustrien.

地
図
Ⅵ
）
の
太
公
で
あ
るW

ulfoald

が
放
逐
さ
れ
た
の
ち
に
、
宮
宰E

rchinoald 

の
息
子L

eudesius

（
母
親
は

L
eutsind

）
が
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
の
宮
宰
に
な
っ
て
い
る
（E

bling, S. 138

）。

　
︻
開
廷
地
︼︻
作
成
地
︼︻
係
争
対
象
所
在
地
︼
は
い
ず
れ
も
不
明
。
訴
訟
当
事
者
の
�
方
で
あ
る
教
会
の
所
在
地R

otom
inse

︹R

ル
ー
ア
ン

ouen

︺︹
地
図
Ⅳ
参
照
︺
は
パ
リ
か
ら
北
西
へ
�
〇
五
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

（
３
）　N

r. 93

〔27

〕 （O
riginal , 659 N

ovem
ber - 660 N

ovem
ber 9

（?

））

　

要
旨
：C

hlothar III.

のP
lacitum

. 
こ
のP

lacitum

に
よ
れ
ば
、Ingober

︹**

︺
は
、
そ
の
夫E

rm
elenus

が
原
告
に
贈
与
し
た

T
auricciaco

︹T

ト

リ

ニ

エ

horigné

︺
ヴ
ィ
ラ
や
そ
の
他
の
財
産
の
う
ち
の
三
分
の
二
を
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
返
還
せ
よ
と
の
判
決
を
下
さ
れ
て
い
る
。

 

六
五
九
年
�
�
月－

六
六
〇
年
�
�
月
九
日
（
？
）

　

B
ergm

ann

に
よ
る
本P

lacitum

の
要
約

　

聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
は
、Tauricciacum

︹T

ト

リ

ニ

エ

horigné-e
ア
ン

n- -C
シ
ャ
ル
ニ

harnie

︺
ヴ
ィ
ラ
と
そ
の
他
の
財
産
を
不
法
に
留
め
置
い
て
い
る
、

E
rm

elenus

の
妻
のIngoberga

︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
。
被
告
は
、
争
わ
れ
て
い
る
財
産
は
自
分
の
夫E

rm
elenus

に
よ
っ
て
自
分
に

適
法
に
譲
渡
さ
れ
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹carta conposcionalis =

 

贈
与
ウ
ワ
ク
ン
デ
︺
に
よ
っ
て
権
利
を
保
障
さ
れ
て
い
る
、
と
反
論
し
た；

か
か
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
被
告
は
所
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
原
告
は
、こ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
対
抗
し
て
、二
通
の
ウ
ワ
ク
ン
デ︹praecaria, 

三
〇
�
九
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三
巻
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号�

�
六

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

vinditio

︺
を
法
廷
に
持
ち
出
し
た
。
第
�
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
、Ingoberga

︹=

被
告
︺
自
身
に
よ
っ
て
、
被
告
と
被
告
の
夫
の
名
に
お
い

て
修
道
院
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る；

第
二
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
、
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に

よ
れ
ば
、E

rm
elenus

︹
＝
被
告
の
夫
︺
は
先
の
ヴ
ィ
ラ
の
三
分
の
二
を
修
道
院
に
売
却
し
て
い
る
。
法
廷
は
、
第
二
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
根

拠
に
、―
宮
中
伯C

hadoloaldus

︹i

尊

き

nluster v

人ir C
hadoloaldus com

is palati nostri

︺
が
証
言
し
た
範
囲
内
で―

、
判
決
を
下
し
、

そ
し
て
、
国
王
は
先
の
ヴ
ィ
ラ
の
三
分
の
二
は
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
、
と
命
令
し
た
（B

ergm
ann, S. 155.

）。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
四
四
五
×
三
�
〇
mm
の
パ
ピ
ル
ス
に
、
二
五－

三
〇
mm
の
字
間
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ピ
ル
ス
は

三
紙
葉
（drei plagulae. 

二
〇
〇
＋
二
〇
〇
＋
五
〇
mm
）
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
パ
ピ
ル
ス
の
四
側
面
は
全
て
切
り
揃
え
ら
れ
て
い
る
。

本P
lacitum

は
、
あ
と
で
紹
介
す
るN

r. 94, 95

と
関
連
し
て
い
る
。N

r. 94

に
は
、C

hlothar III.

と
同
時
代
人
の
、L

リ
ヨ
ン

yon

の
司
教

G
enesius

が
陪
席
判
決
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。N

r. 95

で
は
、C

hadoloaldus

が
宮
中
伯
に
就
任
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
に
つ
い
て
、K

ölzer

は
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。
翻
刻
さ
れ
た
こ
のP

lacitum

に
、Sigillum

（
印
章
）
の
位
置
を

示
す
略
記
号
は
な
い
。

　

本P
lacitum

の
作
成
時
点
で
は
、
被
告
の
夫E

rm
elinus

は
生
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
理
由
は
、
故
人
の
名
前
が
表
記
さ

れ
る
時
に
、
当
該
人
名
の
前
か
後
ろ
に
付
け
ら
れ
るquondam

が
な
い
か
ら
で
あ
る
（B

ergm
ann, S. 182-183

）。

　

B
ergm

ann

は
、ipse E

rm
elenus, iocalis suos, ei contullerat

︹
同E

rm
elenus

、す
な
わ
ちIngober

︹**

︺
の
夫
が
、Ingober

︹**

︺

に
譲
渡
し
た
・
・
︺
と
い
う
、
本P

alcitum

の
文
言
中
のiocalis

︹E
hem

ann=
夫
、
良
人
︺
は
生
存
配
偶
者
間
で
使
わ
れ
る
用
語
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
に
立
ち
、
そ
のiocalis

が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
もE

rm
elenus

は
生
存
し
て
い
た
と
言
え
る
、
と
述
べ
て
い
る

三
〇
二
〇
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�
七

（B
ergm

ann, S. 182

）。

　

し
か
し
、iocalis 

に
つ
い
て
のB

ergm
ann

の
こ
の
理
解
は
成
り
立
た
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。iocalis

はiogalis

と
い
う
表
記
で
、

も
う
�
度
だ
け
、
あ
と
で
取
り
上
げ
るN

r. 136 

︹37

︺
の
中
の
、iogalis suos Ingobercthus

︹A
ngantrude

（=
 suos

）
の
夫

Ingobercthus
︺
と
い
う
文
言
中
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
のIngobercthus

は
こ
の
同
じP

lacitum

の
別
の
箇
所
で
、

A
ngantrude, filia E

brulfeo, relicta Ingoberctho quondam

︹E
brulfus 

の
娘
で
故Ingobercthus

の
寡
婦
︺
と
い
う
言
い
方
を
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
事
例
で
はiogalis

は
故
人
と
な
っ
た
﹁
夫
、
良
人
﹂
に
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
︻
人
名
︼
宮
中
伯C

hadoloaldus

は
、
あ
と
のN

r. 95

で
も
登
場
す
る
。
本P

lacitum

に
つ
い
て
確
認
の
署
名
を
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ

ン
ダ
ー
ル
はTetbertus

で
あ
る
。　

　
︻
開
廷
地
︼︻
作
成
地
︼
は
不
明
。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼
係
争
地
の
あ
るT

auricciaco

︹T

ト

リ

ニ

エ

horigné- -e

ア
ン

n- -C

シ
ャ
ル
ニ

harnie

：
地
図
Ⅳ－

29
︺
は
、
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
南
西
へ
二
�
八

km
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
４
）　N

r.　

94

〔29

〕 （O
riginal , 660－

673 M
ärz 11

（?

））

　

要
旨
：C

hlothar III.

のP
lacitum

. 

被
告C

hagliberctus

の
父
親E

rm
elenus

に
よ
っ
て
贈
与
さ
れ
たR

odonucinsis

︹R

レ

ン

ヌ

ennais

︺
とU

im
en

︹**

︺︹V

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

︺
の
財
産
を
め
ぐ
っ
て
、
聖D
ド
ゥ
ニ

enis

の
勝
訴
、
被
告C

hagliberctus

の
敗
訴
の
判
断
が
下
さ
れ
て

い
るP

lacitum
. 

六
六
〇－

六
七
三
年
三
月
�
�
日
（
？
）

　

B
ergm

ann

に
よ
る
本P

lacitum

の
要
約

三
〇
二
�



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

�
八

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

　

聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
はE

rm
elenus

の
遺
産
で
あ
る
財
産
を
め
ぐ
っ
てC

haglibercthus

を
訴
え
た
。
法
廷
は
、［
原
告
の
側
か
ら
提
出

さ
れ
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹instrum

enta

︺
を
根
拠
に
し
て
？
］
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
（S.159

）。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
二
九
〇 

× 

三
二
〇
mm
の
パ
ピ
ル
ス
に
、
二
三－

三
二
mm
の
、
上
か
ら
下
に
向
け
て
間
隔
が
縮
ま
る
字
間

で
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ピ
ル
ス
は
二
紙
葉
（
�
九
〇
／
二
〇
〇
＋
�
〇
〇
mm
）
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

パ
ピ
ル
ス
に
は
、
か
つ
て
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
私
文
書
（P

rivaturkunde

）
に
由
来
す
る
別
人
の
手
に
な
る
複
数
の
文
字
跡
が
発
見
さ

れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
に
つ
い
て
、K

ölzer
は
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。
翻
刻
さ
れ
た
こ
のP

lacitum

に
、Sigillum

（
印
章
）
の
位
置
を

示
す
略
記
号
は
な
い
。

　

本P
lacitum

作
成
時
点
で
は
、E

rm
elenus

は
死
亡
し
て
い
る
。
死
を
意
味
す
るm

oriens

付
で
、E

rm
elenus m

oriens

と
表
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
︻
人
名
︼
陪
席
判
決
人
の
中
で
名
前
の
分
か
る
四
名
中
の
�
人G

enesius

はL

リ
ヨ
ン

yon

の
司
教
（
六
五
八
：
五
九
年
就
任
、
六
七
八
年
死
亡

か
）。C

hrodbert

は
パ
リ
の
司
教
（
六
五
七
年 －

 

六
六
四
／
六
七
年
）
かT

ト
ゥ
ー
ル

our

︹
地
図
Ⅳ
参
照
︺
の
司
教
（
六
五
八
／
五
九
年－

六
七

四
年
）
か
の
ど
ち
ら
か
。L

eudobodus

はN

ヌ
ヴ
ェ
ー
ル

evers

の
司
教
か
。G

aucebercthus

はC

シ
ャ
ル
ト
ル

hartres

の
司
教
か
。

　
︻
開
廷
地
︼︻
作
成
地
︼
は
不
明
。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼　

係
争
地
の
あ
るR

odonucinsis

︹R

レ

ン

ヌ

ennais

：
地
図
Ⅳ－
28
︺
は
、
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
西
南
西
へ
三
二
〇
km
ほ
ど

の
所
で
、U

im
en

︹**

︺︹V

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

︺=
 U

im
acensis

︹L

ルe V

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

：
地
図
Ⅳ－

32
︺
は
、
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
北
へ
�
〇
〇
km
ほ
ど
の
地
域
で

三
〇
二
二



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

�
九

あ
る
。L

ルe V

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

は
、
フ
ラ
ン
ス
古
来
の
地
域
圏
で
、
現
在
のP

ピ
カ
ル
デ
ィ

icardie

地
域
圏
の
中
の
西
方
に
位
置
し
て
い
て
、
南
はB

ブ
レ
ル

resle

川
、
北

はS
ソ

ン

ム

om
m

e

川
と
い
う
二
つ
の
流
域
に
囲
ま
れ
、
ま
た
、V

ヴ
ィ
ム
ー

im
eu

川
と
い
う
名
の
、B

ブ
レ
ル

resle

川
の
支
流
が
流
れ
て
い
る
。

　

本P
lacitum

に
記
載
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
係
争
対
象
所
在
地
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
私

は
と
ま
ど
っ
て
い
る
。

（
５
）　N

r. 95

〔28
〕 （O

riginal , 660－
673 M

ärz 11

（?

））

　

要
旨
：C

hlothar III.
のP

lacitum
. 

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、L

ルe M

マ

ン

ans

の
司
教B

eracharius

はE
rm

elenus

の
相
続
財
産
の

う
ち
不
法
に
も
引
き
渡
し
て
い
な
い
財
産
を
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
に
返
還
す
る
よ
う
判
決
さ
れ
て
い
る
。

 

六
六
〇－

六
七
三
年
三
月
�
�
日
（
？
）

　

B
ergm

ann

に
よ
る
本P

lacitum

の
要
約

　

聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
は
、E

rm
elenus

の
相
続
財
産
で
、L

ルe M

マ

ン

ans

︹
地
図
Ⅱ
、
Ⅲ
、
Ⅳ
参
照
︺
の
司
教

B
eracharius

︹
＝
被
告
︺（
在
位
六
五
八
年－

六
六
九
年
こ
ろ
）
が
自
分
に
帰
属
し
た
の
だ
と
主
張
す
る
財
産
を
め
ぐ
っ
て
訴
え
た
。
司
教

B
eracharius

︹
＝
被
告
︺
は
、E

rm
elenus

と
そ
の
息
子G

oddo
は
自
分
に
当
該
係
争
地
を
贈
与
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ウ
ワ
ク
ン
デ

︹epistola donationis : instrum
enta

︺
を
作
成
し
自
分
に
交
付
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
原
告
に
対
し
て
反
論
し
た
。
そ
の

反
論
に
対
し
て
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
は
、E

rm
elenus 

がB
eroaldus

司
教
︹
こ
のB

eroaldus 

司
教
と
被
告

B
eracharius

と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
前
者
もL

ルe M

マ

ン

ans

の
司
教
で
、
後
者
の
前
任
者
も
し

く
は
前
々
任
者
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。︺
に
交
付
し
た
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
無
効
で
あ
る
︹vacuas et inanis perm

anirent et 

三
〇
二
三



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
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二
〇

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

nullum
 sorterentur effectum

 =
 

諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
効
力
が
無
く
無
効
で
あ
り
続
け
る
し
、
い
か
な
る
効
果
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
︺、
と
書
か
れ
た
、C

hlodw
ig II.

（
在
位
六
三
九
年－

六
五
七
年
）
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹precepcio

︺
を
差
し
出
し
た
。
宮
中
伯

C
hadoloaldus

︹=
 i

尊

き

nluster v

人ir C
hadoloaldus com

is palati noster

︺
は
提
出
さ
れ
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
内
容
を
法
廷
で
報
告
を
し
た
。

こ
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
根
拠
に
し
て
、
法
廷
は
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
（B

ergm
ann, S. 160

）。

　

こ
の
要
約
中
に
出
て
く
る
、C

hlodw
ig II.

の
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
内
容
のB

ergm
ann

に
よ
る
再
構
成
︹B

ergm
ann

は
こ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ

はP
lacitum

だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
そ
の
作
成
年
を
六
五
四
年－

六
五
七
年
と
考
え
て
い
る
︺

　

E
rm

elenus

な
い
しE

rm
elenus

の
息
子
た
ちC

haglibert

、G
oddo

が
贈
与
あ
る
い
は
売
却
し
た
財
産
を
め
ぐ
る
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院

︹
＝
原
告
︺
とB

eroaldus

︹
＝
被
告
︺
と
の
間
の
争
い
。B

eroaldus

︹
＝
被
告
︺
は
、
自
分
の
権
利
を
証
明
す
る
た
め
に
、E

rm
elenus

が
自
分
に
交
付
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
し
た
。［
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
が
何
を
証
拠
と
し
て
持
参
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
］。
法

廷
は
、B

eroaldus

︹
＝
被
告
︺
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
や
、B

eroaldus

︹
＝
被
告
︺
とE

rm
elenus

と
の
間
の
他
の
あ
れ

こ
れ
の
取
り
決
め
は
無
効
で
あ
る
、
と
判
決
し
た
。
こ
の
判
決
に
係
るP

lacitum

が
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
︹
＝
原
告
︺
に
交
付
さ
れ
た

（B
ergm

ann, S. 154

）。︹
再
構
成
さ
れ
た
こ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
作
成
年
はN

r. 95

の
そ
れ
よ
り
も
六
年
～
�
六
年
早
い
︺。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
パ
ピ
ル
ス
の
大
き
さ
は
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
九
〇
〇
×
三
�
〇
／
三
�
五
mm
で
、
六
紙
葉
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
六
紙
葉
の

横
幅
は
当
初
�
九
〇
／
二
〇
〇
mm
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
パ
ピ
ル
ス
の
両
横
の
紙
葉
が
切
断
さ
れ
、
そ
の
両
横
の
幅
は
今
で
は
そ
れ
ぞ
れ

お
よ
そ
八
五
mm
ほ
ど
で
あ
る
。
字
間
は
二
〇－

三
五
mm
で
、
下
に
行
く
に
つ
れ
て
狭
く
な
っ
て
い
る
。
時
々
、
別
人
の
手
に
な
る
文
字
跡
が

三
〇
二
四



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

二
�

見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
パ
ピ
ル
ス
に
も
別
の
文
書
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
に
つ
い
て
、K

ölzer

は
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。
翻
刻
さ
れ
た
こ
のP

lacitum

に
、Sigillum

（
印
章
）
の
位
置
を

示
す
略
記
号
は
な
い
。

　

本P
lacitum

作
成
時
点
で
は
、E

rm
elenus

の
息
子
のC

haglibercthus

も
死
亡
し
て
い
る
。quondam

 C
haglibercthus

と
表
記

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本P

lacitum

は
、
内
容
的
に
似
通
っ
て
い
る
、
上
のN

r. 93, 94

と
比
べ
る
と
時
間
的
に
あ
と

の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
︻
人
名
︼
本P

lacitum
に
陪
席
判
決
人
の
�
人
と
し
て
出
て
く
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のU

idrachadus 

は
、K

ölzer

本D
iplom

ata, 

N
r. 96

︹C
hlothar III.

は
、
こ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
り
、
自
分
の
母B

althild

が
創
建
し
たC

コ

ル

ビ

orbie

修
道
院
を
王
国
全
土
に
お
い
て
諸
関

税
と
通
行
料
か
ら
解
放
し
て
い
る
︺
に
出
て
く
るU

idrehadus

と
同
�
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（E

bling, S. 227

）。

　

同
じ
く
陪
席
判
決
人
と
し
て
出
て
く
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のA

nsebercthus

は
、A

udoenus

（
六
八
四
年
死
亡
）
の
後
任
と
し
て

R

ル
ー
ア
ン

ouen

︹
地
図
Ⅳ
参
照
︺
の
司
教
に
就
任
し
て
い
る
。

　

本P
lacitum

に
お
い
て
確
認
の
署
名
を
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
はM

adroaldus

で
あ
る
。　

彼
は
、
陪
席
判
決
人
と
し
て
は
名

前
を
連
ね
て
い
な
い
。

　
︻
開
廷
地
︼︻
作
成
地
︼︻
係
争
対
象
所
在
地
︼
は
不
明
。

（
６
）　N
r. 103 

〔31

〕（K
opie, unechte, 664 /65  O

ktober 24, M
asolago

〔 M
âlay-le -P

etit ?

〕）

　

要
旨
：C

hlothar III.

のP
lacitum

.

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、Elariacum
︹L
ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche

︺
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
がD デ
ィ
ジ
ョ
ン

ijon

︹
地

図
Ⅴ
参
照
︺
に
あ
る
聖B

ベ
ニ
ー
ニ
ュ

énigne

修
道
院
に
帰
属
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

三
〇
二
五
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六
三
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七
号�
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六
六
四
：
六
五
年
�
〇
月
二
四
日　

M
asolago ︹M

マ

ル

âlay- -l

ルe - -P

プ
テ
ィ

etit ?

︺

　

試
訳

　

 （C
.

）  xxx
フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hlothar  

尊
き
人
（vir inluster.

） Q
uotiens xxx

何
人
か
が
余
の
宮
廷
に
あ
れ
こ
れ
の
訴
訟
（iurgia

）

を
起
こ
す
た
び
に
︹
＝xxx

の
内
側
に
あ
るQ

た

び

に

uotiens 

︺
ま
た
訴
訟
を
起
こ
し
た
際
、
余
そ
し
て
余
や
諸
教
会
の
誠
実
の
士
た
ち
あ
る
い

は
司
祭
た
ち
が
全
て
の
事
の
訴
訟
（negocia

）
の
た
め
に
来
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
訴
え
（questio

）
が
こ
の
の

ち
蒸
し
返
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
の
は
明
白
な
こ
と
だ
、
と
言
え
る
よ
う
に
、
余
に
対
し
て
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、
法
に

従
い
（iuxta legum

）、
厳
格
な
判
決
（severitas

）
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
余
が
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、

M
asolago

︹M

マ

ル

âlay- -l

ルe - -P

プ
テ
ィ

etit?

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
て
、
使
徒
の
後
継
者
た
ち
（apostolicis viris

）
で
あ
り
余
の
父
た
ち
で
あ
る
司
教

た
ち
、
偉
き
者
た
ち
（optim

ates

）、
そ
し
て
余
の
宮
廷
の
そ
の
他
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
た
ち
（m

inistria

︹
家
人
た
ち
︺）、
そ
し
て
宮
廷

に
お
け
る
そ
の
職
務
に
関
わ
り
現
在
余
に
忠
実
に
仕
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
余
の
宮
中
伯A

udobellus

と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る

訴
え
（causae

）
を
聞
き
そ
し
て
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（iusto iudicio

）
そ
の
訴
え
に
決
定
を
下
す
（term

inare

）
べ
く
い
る

時
、
そ
こ
に
、oppidum

 D
iuione

︹
デ
ィ
ジ
ョ
ン
市
︺
に
建
立
さ
れ
、
気
高
き
殉
教
者
（preciosus m

artir

）B
enignus

︹S

聖t-B

ベ
ニ
ー
ニ
ュ

énigne

︺
が
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給
う
、
そ
し
て
高
貴
な
る
人
（vir venerabilis

）W

マ

マ

lfechram
nus

大
修
道
院
長
が
御お

座わ

す
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
るB

enignus

︹B

ベ
ニ
ー
ニ
ュ

énigne

︺
聖
堂
の
大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
た
ち
が
来
て
、
良
き
思
い
出
で
あ
る
、
余
の
祖
先

で
か
つ
て
の
国
王
た
る
君
主G

untram

は
昔
死
後
寄
進
ウ
ク
ン
デ
に
よ
り
（per testam

enti sui paginam

）E
lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche

：
ウ
シ
ュ
川
の
向
こ
う
側
に
あ
る
ラ
レ
イ
︺
と
呼
ば
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ラ
を
、
付
属
物
あ
る
い
は
そ
こ
に
帰
属
す
る
物

全
て
と
共
に
同B

enignus

︹B

ベ
ニ
ー
ニ
ュ

énigne

︺
聖
堂
に
譲
渡
し
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
（ipsi hom

ines

）
が
同
ヴ
ィ
ラ
の

三
〇
二
六
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境
界
内
に
留
ま
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
所
か
ら
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
多
く
略
奪
を
し
た
り
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の
下
に
留
め
置
き
、
そ
し
て
手
に

入
れ
た
土
地
（terra

）
を
同
聖
堂
の
持
ち
分
と
し
て
返
還
す
る
こ
と
を
拒
み
、
ま
た
同
地
域
（ager

）
の
森
と
い
う
森
を
こ
と
ご
と
く
荒

ら
し
、
ま
た
そ
こ
で
土
地
を
あ
る
い
は
大
方
の
所
で
（per loca plurim

a

）
牧
草
地
を
奪
い
、
あ
る
い
は
ブ
ド
ウ
の
木
を
植
え
あ
る
い
は

荒
地
を
開
墾
し
た
、
そ
の
こ
と
の
故
に
申
し
立
て
を
行
い
、
そ
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
に
つ
い
て
訴
え
た
（repetere a quibusdam

 

hom
inibus

）
こ
と
は
明
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
先
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
は
、
国
王G

untram

が
同E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche
︺
地
域
を
聖B

enignus

︹B

ベ
ニ
ー
ニ
ュ

énigne

︺
の
メ
モ
リ
ア
ル
聖
堂
に
譲
渡
し
た
と
さ
れ
る
そ
の
時
か
ら
、
読
む
た
め
に
た

っ
た
今
提
出
し
た
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
（praeceptio

）
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
︹
＝
被
告
︺
等
の
祖
先
で
あ
る
両
親
へ
の
、︹
国
王
ウ
ワ
ク
ン

デ
に
書
き
︺
留
め
ら
れ
て
い
る
所
で
の
同
国
王
の
贈
与
に
よ
り
、︹
被
告
た
ち
の
︺
両
親
が
︹
同
地
域
を
︺
獲
得
し
た
こ
と
は
確
証
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
結
果
そ
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
は
相
続
に
基
づ
い
て
全
て
を
所
有
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
こ
と
ご
と

く
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
同
聖
堂
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
た
ち
に
向
か
っ
て
主
張
し
た
。
そ
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
は
、
余
の
偉
大

な
紳
士
た
ち
か
ら
、
同
君
主G

untram

な
い
し
は
他
の
国
王
た
ち
の
贈
与
ウ
ワ
ク
ン
デ
（cessio

）
を
あ
る
い
は
同
地
域
に
係
る
別
の
ウ

ワ
ク
ン
デ
（instrum

entum

）
を
所
有
し
て
い
る
か
否
か
を
直
ち
に
申
し
述
べ
る
べ
し
、と
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
て
、そ
の
者
︹
＝
被
告
︺

た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
提
出
し
た
以
上
に
は
、
別
の
ど
の
よ
う
な
ウ
ワ
ク
ン
デ
（instrum

entum

）
も
確
認
ウ
ワ
ク
ン
デ
（firm

atio

）
も

そ
の
後ご

所
有
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
即
座
に
自
白
し
た
。
そ
こ
で
、
両
当
事
者
の
確
認
ウ
ワ
ク
ン
デ
（confirm

atio

）
を
読
み
、
調

べ
た
（percursas

）
の
ち
、
同E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche
︺
地
域
に
つ
き
い
か
な
る
喪
失
も
侵
害
も
偉
大
な
御
方
（dom

inus

）

B
enignus

︹B

ベ
ニ
ー
ニ
ュ

énigne

︺
の
修
道
院
︹
＝
原
告
︺
か
ら
こ
の
の
ち
遠
ざ
け
ら
れ
る
、
と
、
余
の
誠
実
の
士
た
ち
に
よ
っ
て
決
定
が
下
さ
れ
た

（inventum
 est

）。︹
し
か
る
に
そ
の
あ
と
︺
な
お
も
、
先
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
は
、
先
のW

elfcharannus

︹
上
記
で
はW

lfechram
nus

︺

の
前
任
者
で
あ
る
か
つ
て
の
大
修
道
院
長R

ichim
arus

あ
る
い
は
使
徒
の
後
継
者
で
あ
る
偉
大
な
御
方B

ertoaldus

司
教
が
先
の
者
︹
＝

三
〇
二
七
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被
告
︺
た
ち
あ
る
い
は
こ
の
者
ら
の
両
親
と
の
間
で
同 E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche

︺
ヴ
ィ
ラ
の
境
界
内
の
ほ
と
ん
ど
の
所
の
帰
属

を
め
ぐ
っ
て
激
烈
な
争
い
を
し
、
そ
し
て
境
界
を
調
べ
て
歩
き
境
界
標
識
を
置
い
た
こ
と
に
係
る
約
定
︹
＝
和
解
︺
ウ
ワ
ク
ン
デ
（pactio

）

を
提
出
し
た
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人A

udobaldus

︹
上
記
で
は

A
udobellus

︺が
証
言
し
た（testim

oniare

） ︹
＝
訴
訟
の
結
果
を︹
余
に
︺再
現
し
た
︺如
く（
・・・in quantum

）判
決
す
る（decrevisse

）

こ
と
を
決
定
し
た
。︹
そ
れ
故
に
︺、両
当
事
者
間
の
本
件
訴
訟
（hac causa

）
が
上
述
の
よ
う
に
規
則
に
従
い
（per ordinem

）
行
わ
れ
・

ま
た
審
理
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
同 E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche

︺
地
域
に
つ
き
、
国
王G

untram

が
死
後
寄
進
ウ
ワ
ク
ン
デ
に

よ
っ
て
そ
こ
で
譲
渡
し
た
範
囲
に
お
い
て
、先
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
の
確
認
ウ
ワ
ク
ン
デ
（confirm

atio

）
あ
る
い
は
︹
国
王G

untram

の
︺

後
継
者
で
あ
る
国
王
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
そ
の
他
諸
々
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
排
除
さ
れ
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
の
ち
、
同
地
域
を

め
ぐ
り
（per ipsas

）
何
ら
か
の
訴
訟
（causatio

）
が
︹
被
告
人
た
ち
に
よ
っ
て
︺
再
び
蒸
し
返
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
こ
と
、
そ
う
よ
う
な
こ
と
な
く
、︹
同
聖
堂
︹
＝
原
告
︺
は
、︺
同 E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche

︺
地
域
に
お
い
て
あ
る
い
は
い

ず
こ
の
地
に
お
い
て
で
あ
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
土
地
、
あ
ち
こ
ち
の
屋
敷
地
、
あ
ち
こ
ち
の
村
の
住
ま
い
、
あ
ち
こ
ち
の
ブ
ド
ウ
畑
、
あ
ち
こ

ち
の
牧
草
地
、
あ
ち
こ
ち
の
森
、
あ
ち
こ
ち
の
牧
場
、
あ
ち
こ
ち
の
水
源
（terris, curtiferis, casis, vineis, pratis, silvis, pascuis, 

aquis

）、
そ
し
て
そ
の
他
の
諸
所
の
（per alia loca

）、
も
ろ
も
ろ
の
同
ヴ
ィ
ラ
の
付
属
物
（adiacentibusque suis

）
と
い
う
よ
う
な
、

こ
れ
ま
で
所
持
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
物
を
完
全
な
権
利
を
持
っ
て
（cum

 om
ni jure

）
不
安
も
無
く
誰
か
あ
る
者
に
よ
る
返
還
請
求

も
無
く
所
持
し
所
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
︹
同
ヴ
ィ
ラ
が
︺
神
の
御
名
に
お
い
て
聖B

enignus

︹B

ベ
ニ
ー
ニ
ュ

énigne

︺・
同
聖
堂
の
大
修
道
院
長
︹
＝

原
告
︺
た
ち
・
修
道
院
長
に
服
す
る
者
た
ち
の
側
に
︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
（om

ni tem
pore

）
留
ま
ら
ん
こ
と
、

ま
た
、
こ
の
件
に
つ
き
（de hac re

）、
こ
の
の
ち
、
訴
訟
（causatio

）
の
無
か
ら
ん
こ
と
を
、
余
は
命
ず
る
（iubem

us

）。

　

A
bbelenus

が
確
認
し
そ
し
て
国
王
た
る
余
の
治
世
の
八
年
目
、
十
�
月
九
日
に
授
与
し
た
、
幸
あ
れ
、
ア
ー
メ
ン
。
司
祭A

irardus

三
〇
二
八
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が
確
認
し
そ
し
て
署
名
し
た
（S.R

.

）。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
こ
のP

lacitum

は
、個
々
の
点
は
別
に
し
て
全
体
と
し
て
判
断
を
す
る
な
ら
ば
真
正
な
も
の
だ
、と
さ
れ
て
い
た
が
︹T

heo 

K
ölzer, M

erow
ingerstudien II, M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica Studien und Text, B
d. 26, 1999, S. 88

︺、
現
在
は
、
書
式

お
よ
び
記
述
内
容
か
ら
み
て
偽
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

書
式
で
言
え
ば
、
例
え
ば
、A

renga

に
相
当
す
る
﹁
決
ま
り
文
句
風
導
入
句
﹂
）
6
（

の
書
き
方
が
ほ
か
の
も
の
と
違
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
本P

lacitum

で
言
う
と
、
書
き
始
め
の
﹁
何
人
か
が
・
・
﹂
か
ら
﹁
・
・
い
る
時
﹂
ま
で
の
間
の
文
言
中
の
﹁
何
人
か
が
・
・
﹂

か
ら
﹁
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
ま
で
は
、
ほ
か
のP

lacitum

に
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
書
き
方
で
あ
る
︹
す
ぐ
右
の

K
ölzer, S. 88

も
参
照
︺。

　

ま
た
、
本P

lacitum
 

の
尾
部
の
定
式
文
で
あ
るE

shatokoll

の
書
き
方）

7
（

、
す
な
わ
ち
﹁A

bbelenus

・
・
・
署
名
し
た
（S.R

.

）﹂
ま
で

は
私
文
書
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
な
の
か
、
確
か
に
、
本

P
lacitum

の
尾
部
に
お
け
る
よ
う
に
、
二
人
の
人
間
（
本P

lacitum
 

で
はA

bbelenus

と
司
祭A

irardus

）
が
確
認
行
為
を
し
て
い
る
事

例
は
ほ
か
に
は
な
い
︹
す
ぐ
右
のK

ölzer, S. 88

も
参
照
︺。

　

記
述
内
容
で
言
え
ば
、
ほ
か
のP

lacitum

に
見
ら
れ
な
い
の
が
、
宮
中
伯
に
対
す
る
賛
辞
、
す
な
わ
ち
次
の
引
用
文
中
の
傍
線
を
引
い

た
文
言
で
あ
る
。﹁
・
・
宮
廷
に
お
け
る
そ
の
職
務
に
関
わ
り
現
在
余
に
忠
実
に
仕
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
余
の
宮
中
伯

A
udobellus

と
共
に
・
・
﹂。

　

被
告
た
ち
の
名
前
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
、﹁
・
・
、
余
の
誠
実
の
士
た
ち
に
よ
っ
て
決
定
が
下
さ
れ
た
（inventum

 est

）﹂

三
〇
二
九
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あ
と
、
す
な
わ
ち
判
決
が
下
っ
た
そ
の
あ
と
に
、﹁
・
・
な
お
も
、
先
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
・
・
﹂
がpactio

（
約
定
︹
＝
和
解
︺
ウ
ワ

ク
ン
デ
）
を
提
出
す
る
と
い
う
、
普
通
に
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
のpactio

は
、
今
回
の
被
告
、
原
告
や
そ
の
関

係
者
た
ち
の
間
で
か
つ
て
起
き
た
、
今
回
と
は
別
の
紛
争
を
決
着
さ
せ
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
、
そ
れ
を
提
出
し

た
被
告
た
ち
自
身
の
今
回
の
主
張
に
正
当
性
が
無
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

K
ölzer 

は
、
本P

lacitum

は
最
初
と
最
後
の
部
分
を
別
に
す
れ
ばP

lacitum

と
し
て
の
書
式
の
骨
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
、
真
正
のP

lacitum

が
モ
デ
ル
に
さ
れ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
指
摘
を
し
て
い
る
（S. 266

））
8
（

。
本P

lacitum

は
真

正
な
も
の
で
あ
る
、
と
か
つ
て
判
断
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
し
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、K

ölzer 

は
、
本P

lacitum

の
成
立
年
代
を
�
〇
三
�
年
頃
と
推
定
し
て
い
る
し
、
こ
のP

lacitum

の
存
在
はC

hartular. 

St. B
enigni D

ivionensis saec. X
I. m

em
bran. in. B

ibl. D
ivionensi

の
編
者
に
よ
っ
て
�
〇
六
六
年
に
は
知
ら
れ
て
い
た
、
と
述
べ

て
い
る
（S. 266

）。

　

本P
lacitum

は
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
南
東
方
向
の
部
分
王
国
ブ
ル
グ
ン
ド
（B

urgund. 

ロ
ワ
ー
ル
、
ロ
ー
ヌ
両
川
地
域
︹L

oire- und 

R
hônegebiet

︺。
首
都
は
オ
ル
レ
ア
ン
︹O

rléans

︺）
9
（

。
地
図
Ⅵ
）
在
住
の
者
を
受
領
者
と
す
る
唯
�
の
も
の
で
あ
る
（K

ölzer, S.265

）。

　

試
訳
で
は
、severitas

を
﹁
厳
格
な
判
決
﹂
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
訳
語
の
出
典
は
、G

erhard K
öbler, L

iber E
xquisiti X

enii, 

1999

で
、K

öbler

は
、severitas

にE
rnsthaftigkeit, Strenge, strenges U

rteil

を
あ
て
て
い
る
。

　

写
し
で
は
あ
る
が
、Sigillum

（
印
章
）
が
押
さ
れ
て
い
た
場
所
だ
と
推
測
さ
せ
る
ス
ベ
ー
ス
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

　
︻
国
王
︼
試
訳
中
の
国
王G

untram

は
五
三
二
年
頃
生
ま
れ
。
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
�
人
と
し
て
、
五
六
�
年
か
ら
五
九
二
年
ま
で

O

オ
ル
レ
ア
ン

rléans

︹
地
図
Ⅴ
参
照
︺
を
本
拠
地
と
す
る
分
国
を
分
割
統
治
し
て
い
る
。

　
︻
開
廷
地
︼M

asolago ︹M

マ

ル

âlay- -l

ルe - -P

プ
テ
ィ

etit ?

：
地
図
Ⅱ－

21
︺。
パ
リ
か
ら
南
東
へ
�
〇
〇
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

三
〇
三
〇



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

二
七

　
︻
作
成
地
︼M

asolago ︹M

マ

ル

âlay- -l

ルe - -P

プ
テ
ィ

etit ?

：
地
図
Ⅲ－

21
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche ?

：
地
図
Ⅳ－

17
︺
ヴ
ィ
ラ
のL

ラ
レ
イ

arrey

は
、
パ
リ
か
ら
南
東
へ
�
七
〇
km
ほ

ど
の
所
に
そ
の
地
名
が
あ
る
が
、
そ
の
地
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
符
付
で
地
図
Ⅳ
に
地
名
番
号
を
入
れ
て
お

い
た
。

（
７
）　N

r. 126 

〔34
〕（original, 682, juni 30, Lusareca

〔Luzarches

〕）

　

要
旨
：T

heuderich III.
のP

lacitum
. 

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、A

m
algarius

が
自
分
に
所
有
権
の
あ
る
こ
と
を
宣
誓
補
助
者
と

共
に
宣
誓
し
たB

actilioneualle
︹B
バ
イ
ユ
ヴ
ァ
ル

ailleval

︺
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
に
つ
い
て
、A

cchildis

の
訴
え
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。　

 

六
八
二
年
六
月
三
〇
日　

L
usareca

︹L

ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches

︺

　

試
訳

　
（C

.

）  xxx

フ
ラ
ン
ク
人
の
王T

heoderich v. inl
）
₁₀
（. xxx　

過
ぐ
る
日
、
余
と
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
がC

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
い
る
時
、A

cchildis
︹
＝
原
告
︺
と
い
う
名
前
の
女
性
が
そ
こ
に
来
てA

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
を

訴
え
た
（interpellavit

）
際
、
そ
のA

cchildis

︹
＝
原
告
︺
は
、
自
分
の
母
親B

ertane

の
持
ち
分
（pars

）
か
ら
か
つ
て
当
然
適
法
に

与
え
ら
れ
る
べ
き
物
で
あ
っ
た
、B

actilioneualle

︹B

バ
イ
ユ
ヴ
ァ
ル

ailleval

︺
と
呼
ば
れ
て
い
るv

ヴ
ィ
ラ

illa

に
あ
る
自
分
の
取
り
分
（portio

）
を
、
自
分

の
母
親
の
死
後
、Am

algarius

︹
＝
被
告
︺
が
不
法
に
略
奪
し
た
、と
申
し
立
て
た
。
こ
の
こ
と
の
故
に
、同A

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
は
、

あ
れ
こ
れ
の
反
駁
の
中
で
、
先
のB

actilioneualle

︹B

バ
イ
ユ
ヴ
ァ
ル

ailleval

︺
に
あ
る
同
土
地
（terra

）
に
つ
い
て
は
、
同A

m
algarius

︹
＝
被
告
︺

や
あ
る
い
は
ま
た
彼
の
父
親G

aeltram
nus

と
で
三
十
年
と
︹
さ
ら
に
︺
�
年
の
間
、
あ
る
時
に
途
切
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
無
く
所

三
〇
三
�



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

二
八

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

持
し
所
有
し
て
い
た
、と
主
張
し
た
。
か
か
る
状
況
の
下
で
、余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
に
よ
っ
て
、同A

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
に
対
し
て
、

六
人
の
宣
誓
補
助
者
と
共
に
、
自
ら
を
七
人
目
と
し
て
、
改
め
て
、
六
月
三
十
日
に
、
様
々
な
秘
密
が
残
ら
ず
消
え
失
せ
し
、
余
の
礼
拝
堂

で
偉
大
な
御
方M

artinus

の
マ
ン
ト
に
向
か
い
、
先
のB

actilioneualle

︹B

バ
イ
ユ
ヴ
ァ
ル

ailleval

︺
に
あ
る
同
土
地
（terra

）
に
つ
い
て
は
、
同

A
m

algarius
︹
＝
被
告
︺
や
あ
る
い
は
ま
た
彼
の
父
親G

aeltram
nus

と
で
三
十
年
と
︹
さ
ら
に
︺
�
年
の
間
常
に
所
持
し
所
有
し
て
い
る
・

そ
の
年
数
に
不
足
は
決
し
て
な
い
・
潔
白
で
あ
る
、
と
の
宣
誓
を
す
る
こ
と
以
外
に
、
同
土
地
に
つ
い
て
い
か
な
る
義
務
も
負
う
て
い
な
い
、

と
�
斉
に
︹
＝
口
を
揃
え
て
︺
宣
誓
（conjurare

）
を
す
る
よ
う
、
判
決
が
下
さ
れ
た
（judicare

）。
そ
こ
で
、
先
のA

m
algarius

︹
＝

被
告
︺
は
、︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
彼
の
義
務
（placitum

）
の
故
に
、
彼
の
宣
誓
補
助
者
と
共
に
宣
誓
を
す
べ
く
、L

usareca

︹L

ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
来
た
。
然
る
が
故
に
、︹
余
に
よ
り
、︺
同A

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
に
対
し
て
、A

m
algarius

︹
＝

被
告
︺
が
適
法
に
義
務
を
果
た
し
ま
たA

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
と
同
じ
く
彼
の
宣
誓
補
助
者
た
ち
が
︹
�
ひ
と
こ
と言
�ひ
と
こ
と
言
︺
決
ま
り
文
句
の
通

り
宣
誓
を
行
い
し
こ
と
は
明
ら
か
な
り
、
と
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人D

ructoaldus

が
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟

の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
判
決
が
下
さ
れ
た
（judicare

）、
そ
し
て
余
の
公
正
な
ウ
ワ
ク
ン
デ
（nostras equalis 

precepcionis

）
が
作
成
さ
れ
て
交
付
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
彼
等
の
間
で
紛
争
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
、
先
の

B
actilioneualle

︹B

バ
イ
ユ
ヴ
ァ
ル

ailleval

︺
の
同
土
地
に
つ
い
て
は
（ipsa portione

）、先
のA

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
が
同A

cchildis

︹
＝
原
告
︺

や
あ
る
い
は
そ
の
相
続
人
た
ち
に
対
抗
し
て
︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
す
る
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobim

us

）。

　
（C

.

）E
rdiinberthus

が
確
認
し
た （S. R

., N
. T.

）

 

（S. I.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　
（C

.

） 

余
の
治
世
の
七
年
目
、
六
月
三
十
日
に
て
授
与
さ
れ
た
、L

usareca

︹L
ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches

︺
に
て
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、
幸
あ
れ
。

三
〇
三
二



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

二
九

解
説

︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

に
は
細
長
い
羊
皮
紙
が
使
わ
れ
て
い
て
、上
の
方
の
幅
が
広
く
下
に
向
か
っ
て
幅
が
段
々
狭
く
な
る
帯
び
状
（
横

�
九
五
／
二
三
七
mm－

縦
三
七
〇
／
四
二
七
mm
）
に
な
っ
て
い
る
。
行
間
は
か
な
り
狭
い
上
に
、
五
／
六
mm
か
ら
三
／
四
mm
へ
と
下
方
に
行

く
従
い
段
々
狭
ま
っ
て
い
る
。

　

直
径
二
五
mm
のSigillum

（
印
章
）
が
残
っ
て
い
る
︹
図
４
：
ａ
︺。
円
形
で
あ
る
。

　

試
訳
中
に
あ
る
、﹁
三
十
年
と
︹
さ
ら
に
︺
�
年
の
間
﹂
ヴ
ィ
ラ
を
所
有
し
て
い
る
と
い
うA

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
の
主
張
は
、
三
十

年
間
の
所
有
の
の
ち
は
﹁
権
原
の
証
明
は
不
要
で
あ
る
﹂
と
い
う
ロ
ー
マ
法
上
の
原
則
に
立
ち
返
る
も
の
で
あ
る
い
う
（H

. 

Schm
achtenberg, in: H

andw
örterbuch zur D

eutschen R
echtsgeschichte

︹
以
下
、H

R
G

と
略
記
︺, 1. B

d., 1971, S. 1007

）。

　

試
訳
中
に
、﹁
偉
大
な
御
方M

artinus
の
マ
ン
ト
・
・
﹂
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
聖M

artin

の
マ
ン
ト
が
聖
遺
物
と
し
て

崇
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
、
確
認
で
き
る
最
古
の
事
例
で
あ
る
と
い
う
（
以
上
、K

ölzer, S.320

）。

　

試
訳
中
の
最
後
に
あ
る
（S. R

., N
. T.

）
中
のN

. T.

（
テ
ィ
ロ
式
速
記
文
字
）
で
書
か
れ
て
い
る
文
言
は
、palam

 princeps ex rei-

fam
iliaris stipe

（stirpe

） aspernat contendere ; com
ositum

 diam

（=
diem

） com
e vertit

（
国
王
の
面
前
で
家
産
を
原
因
と
し

�
族
で
争
う
こ
と
を
︹
国
王
？
は
︺
拒
絶
す
る；

審
理
の
日
に
伯
は
在
廷
す
る
）
で
は
な
い
か
と
注
記
さ
れ
て
い
る
（K

ölzer, S.320

）。

　
︻
国
王
︼T

heuderich III.

は
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
�
人
で
、L

exikon des M
ittelalters, B

d. V
III, 2003, S. 688

に
よ
る
と
六
四
九
／

六
五
六
年
の
生
ま
れ
で
、
六
七
五
年
か
ら
フ
ラ
ン
ク
国
王
の
�
人
と
し
て
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
（N

eustrien

）
と
ブ
ル
グ
ン
ド
（B

urgund

）

を
分
割
統
治
し
た
。
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
（A

ustrien

）︹
以
上
、
地
図
Ⅵ
︺
を
分
割
統
治
し
た
国
王D

agobert II.

が
六
七
九
年
に
暗
殺
さ

れ
た
あ
と
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
の
君
主
と
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
全
王
国
の
王
と
な
っ
た
、
そ
し
て
、
こ
の
状
況
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
家
の
絶
対

的
優
位
を
決
定
づ
け
た
、
六
八
七
年
のTertry

の
戦
い
の
あ
と
も
続
く
。
し
か
し
、T

heuderich III.

も
ま
た
﹁
名
ば
か
り
の
国
王
た
ち
﹂

三
〇
三
三



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

三
〇

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

の
�
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い）
₁₁
（

。

　
︻
人
名
︼
紛
争
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
本P

lacitum

記
載
以
外
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
本P

lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン

ダ
ー
ル
のE

rdiinberthus

は
ほ
か
に
は
出
て
こ
な
い
。
宮
中
伯D

ructoaldus

は
、K

ölzer

本D
iplom

ata, S. 308－
310

のN
r. 121

に

登
場
す
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
と
完
全
に
�
致
し
て
い
る
。

　
︻
開
廷
地
︼C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅱ－

15
︺。
パ
リ
か
ら
北
北
東
へ
直
線
距
離
で
六
〇
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

　
︻
作
成
地
︼L

usareca
︹L
ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches

：
地
図
Ⅲ－

19
︺。
パ
リ
か
ら
北
方
向
で
や
や
東
に
ず
れ
た
三
〇
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼
係
争
地
で
あ
るB

actilioneualle

︹B

バ
イ
ユ
ヴ
ァ
ル

ailleval

：
地
図
Ⅳ－

３
︺
ヴ
ィ
ラ
のB

ailleval

は
、
パ
リ
か
ら
北
方
向
で

や
や
東
に
ず
れ
た
五
〇
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

　
︻
そ
の
他
︼
本
稿
の
最
後
に
、本P

lacitum

そ
の
も
の
を
写
し
た
写
真
（K

ölzer

本D
iplom

ata, B
d. II

の
巻
末
掲
載
写
真
参
照
）︹
図
１
︺

と
翻
刻
（K

ölzer

本D
iplom

ata, B
d. I, S. 319-320

）︹
図
２
︺
を
掲
載
し
て
お
く
。P

lacitum

の
写
真
版
を
掲
載
す
る
の
は
あ
く
ま
で

も
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
手
書
き
文
書
の
解
読
能
力
は
私
に
は
な
い
。

（
８
）N

r. 135 

〔35

〕（O
riginal, 692 A

ugust 12, C
aptunnaco

〔C
hatou / C

hâtenay

〕）

　

要
旨
：C

hlodw
ig III.

のP
lacitum

. 

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、C

hunebercthus

は
、
四
十
夜
の
内
に
、
地
名
の
挙
げ
ら
れ
て
い

る
財
産
を
そ
れ
に
よ
っ
て
助
祭C

hrotcharius

が
自
分
︹=

C
hunebercthus

︺
に
売
却
し
た
、
と
い
う
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
［―

助
祭 

C
hrotcharius

は
ず
っ
と
変
わ
る
こ
と
な
く
そ
の
財
産
の
適
法
な
所
有
者
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
が―

］
提
出
す
べ
し
、
と
命
じ

ら
れ
て
い
る
。

 

六
九
二
年
八
月
�
二
日　

C
aptunnaco

︹C

シ
ャ
ト
ゥ
ー

hatou / C

シ

ャ

ト

ネ

hâtenay

︺

三
〇
三
四
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代
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国
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同
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社
法
学　

六
三
巻
七
号�

三
�

　

試
訳

　
（C

.
）  xxx 

尊
き
人
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hlodw
ig  v. inl. xxx　

　

余
と
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
が
い
る
時
、
高
貴
な
人
で
あ
る
助
祭
（diaconus

）C
hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
がC

hunebercthus

︹
＝

被
告
︺
を
訴
え
た
（interpellavit

）
際
、
そ
の
助
祭C

hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
は
、
彼
︹
＝
原
告
︺
の
前
任
者B

oso

が
か
つ
て
売
却

ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
（per vinditionis

）B
oso

自
身
に
確
実
に
確
保
し
た
、
あ
る
い
は
、
プ
レ
カ
リ
ア
・
ウ
ワ
ク
ン
デ
（per sua 

precaria

）
に
よ
っ
て
所
有
し
た
、N

ialcha

︹N

ノ
ー
フ
ル

eaufles- -S

サ
ン

t- -M

マ
ル
タ
ン

artin

︺、C
hildulfouilla

、B
uxsito 

︹B

ボ
ワ
ッ
セ

oissey- -l

ルe- -C

シ
ャ
テ
ル

hâtel

︺、B
acio 

superiore

︹
上か
み

のB
acio =

  B
ベ

ズ

ezu- -l

ラa- -F

フ
ォ
レ

orêt

︺
そ
し
て B

acio supteriore

︹
下し
も

のB
acio =

 B

ベ

ズ

ezu- -l

ラa- -L

ロ

ン

ong

︺
と
呼
ば
れ
る
所
（loca

）

を
、C

hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
は
不
法
に
留
め
置
く
こ
と
を
し
、
そ
の
手
に
奪
い
取
っ
た
、
と
申
し
立
て
た
。C

hunebercthus

︹
＝

被
告
︺
は
、
あ
れ
こ
れ
の
反
駁
の
中
で
、
彼
︹
＝
被
告
︺
はC

hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
と
同
所
に
つ
き
契
約
を
結
び
、
そ
の
後ご

こ
の
契

約
に
関
わ
りC

hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
に
代
価
を
支
払
い
ま
たC

hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
の
要
求
を
実
現
し
た
、
そ
し
て

C
hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
は
こ
れ
に
対
し
て
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き
、C

hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
は
同
所
に
つ
き

C
hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
に
い
か
な
る
要
求
も
し
て
は
な
ら
ず
、C

hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
は
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も

C
hrotcharius

︹
＝
原
告
︺
に
対
し
て
い
か
な
る
義
務
も
負
わ
ず
ま
た
い
か
な
る
要
求
も
免
れ
続
け
る
（ductus et securus 

resederit

）、
と
、C
hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
に
確
約
し
保
証
し
た
、
と
主
張
し
た
。
そ
れ
故
に
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
に
よ
っ
て
、

余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人A

nsoaldus

が
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
、

C
hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
が
確
約
す
る
そ
の
時
か
ら
直
ち
に
︹
数
え
る
こ
と
が
︺
始
ま
る
四
十
夜
の
の
ち
、
直
近
の
九
月
の
二
十
日
に

余
が
座
す
下
で
同
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
す
べ
し
、
とC

hunebercthus
︹
＝
被
告
︺
に
対
し
て
判
決
が
下
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、

C
hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
が
棒
を
持
ち
い
て
（per fistuca

）
約
束
し
義
務
を
負
う
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し

三
〇
三
五
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志
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法
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六
三
巻
七
号�

三
二

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
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国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

C
hunebercthus 

︹
＝
被
告
︺
が
こ
の
こ
と
を
為
し
え
た
な
ら
ば
、︹
原
告
と
被
告
の
︺
双
方
は
彼
等
の
間
の
適
法
な
契
約
に
つ
き
相
互
に

誓
約
す
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
しC

hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
が
こ
の
こ
と
を
為
し
え
な
い
な
ら
ば
、C

hunebercthus

︹
＝
被
告
︺
は
、
そ
の
の
ち
、
法
（lex

）
が
こ
の
種
の
訴
訟
に
つ
き
教
え
る
こ
と
を
実
行
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ
故
に
、
余
は
、
こ
の
�

件
を
原
因
と
す
る
か
か
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
双
方
に
作
成
す
る
こ
と
、
ま
た
双
方
が
そ
れ
を
受
け
取
る
こ
と
を
命
ず
る
（iussem

us

）。

　
（C

., N
.T.

）  A
bthadus

が
確
認
し
た （S.R

.,N
.T

）。

 

（S.I.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　

余
の
治
世
�
年
目
、
八
月
十
二
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、C

aptunnaco

︹C

シ
ャ
ト
ゥ
ー

hatou / C

シ

ャ

ト

ネ

hâtenay

︺ 

に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

は
、
二
五
三
×
二
五
三
／
二
五
五
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
〇－

二
〇
mm
の
字
間
で
、
署
名
を
除
き
、
�
人
の
人

物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
る
︹
図
４
：
ｂ
︺。
直
径
二
五
mm
の
円
形
で
あ
る
。

　

原
告
のC

hrotcharius

は
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
修
道
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
試
訳
中
の
﹁
四
十
夜
﹂、
す
な
わ
ちeine Spanne von 

anderthalb M
ondzyklen

（
太
陰
循
環
期
の
�
回
半
の
期
間 : W

oflgang Sellert, L
adung, in H

R
G

., B
d. 2, S.1339

）
に
関
係
し
て
、

サ
リ
カ
法
典
（
六
世
紀
頃
）
五
六
章
﹁
裁
判
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
蔑
ろ
に
す
る
者
に
つ
い
て
﹂
の
中
に
は
、﹁
・
・
判
決
発
見
人
が
判
決

し
た
る
、そ
の
日
よ
り
後
・・
す
な
わ
ち
そ
の
日
よ
り
四
十
夜
裁
判
廷
に
お
い
て
ま
た
も
彼
の
た
め
に
日
没
ま
で
の
期
限
が
置
か
れ
た
る
に
・・
﹂

（
久
保
正
幡
訳
﹃
サ
リ
カ
法
典
﹄
創
文
社
、
昭
和
五
二
年
、
九
四
頁
以
下
）
と
い
う
文
言
が
あ
る
。

　

試
訳
中
の
﹁
法
（lex

）﹂
は
﹁
決
ま
り
文
句
﹂
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
特
別
の
意
味
は
持
た
な
い
、
とK

ölzer

三
〇
三
六
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み
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社
法
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六
三
巻
七
号�

三
三

は
述
べ
て
い
る
（S. 343

）
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、lex

が
﹁
決
ま
り
文
句
﹂
の
�
つ
と
な
る
ほ
ど
に
意
識
さ
れ
て
い
る
そ
の

こ
と
に
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

試
訳
中
の
﹁
棒
を
持
ち
い
て
（per fistuca

）﹂
の
﹁
棒
﹂
は
、義
務
の
履
行
と
か
あ
る
事
柄
に
対
し
て
誠
実
で
あ
る
こ
と
の
厳
粛
な
保
証
、

証
を
対
外
的
に
目
に
見
え
る
形
に
す
る
た
め
の
象
徴
物
で
あ
る）
₁₂
（

。

　

紛
争
対
象
地B

acio

は
、
あ
と
のN

r. 167

で
も
紛
争
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　
︻
国
王
︼L

exikon des M
ittelalters, B

d.II, 2003, S. 1867

に
よ
る
と
、C

hlodw
ig III.

は
六
七
七
年
頃
に
生
ま
れ
、
六
九
〇
／
六
九

�
年
頃
に
王
位
を
継
承
し
て
い
る
の
で
、
�
三
／
�
四
歳
頃
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
国
王
に
就
任
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
︻
人
名
︼
原
告
のC

hrotcharius
助
祭
は
、
あ
と
のN

r. 141

に
も
登
場
す
る
。
被
告C

hunebercthus

は
ほ
か
の
と
こ
ろ
に
は
出
て
こ

な
い
。

　
︻
開
廷
地
︼
記
載
が
な
い
。

　
︻
作
成
地
︼
作
成
地C

aptunnaco

に
つ
い
て
は
、そ
れ
がC

シ
ャ
ト
ゥ
ー

hatou

︹
地
図
Ⅲ－

12
︺
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
もC

シ

ャ

ト

ネ

hâtenay-M

マ
ラ
ブ
リ
ー

alabry

︹
地

図
Ⅲ－

13
︺
で
あ
る
の
か
の
争
い
が
あ
る
。C

hatou
は
パ
リ
の
中
心
地
か
ら
ほ
ぼ
西
へ
�
三
km
ほ
ど
の
所
、C

hâtenay-M
alabry

は
パ
リ

中
心
地
か
ら
ほ
ぼ
南
南
西
へ
�
〇
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼N

ialcha

︹N

ノ
ー
フ
ル

eaufles- -S

サ
ン

t- -M

マ
ル
タ
ン

artin, E

ウ
ー
ル

ure
：
地
図
Ⅳ－

23
︺
は
パ
リ
か
ら
北
北
西
へ
六
〇
km
ほ
ど
の
所
。B

uxsito 

︹B

ボ
ワ
ッ
セ

oissey- -l

ルe- -C

シ
ャ
テ
ル

hâtel

：
地
図
Ⅳ－

９
︺
は
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
西
北
西
へ
�
二
〇
km
ほ
ど
の
所
。B

acio superiore

︹
上
のB

acio =
 

B

ベez

ズu- -l

ラa- -F

フ
ォ
レ

orêt

：
地
図
Ⅳ－

１
︺
は
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
北
西
へ
八
〇
km
ほ
ど
の
所
。

　

B
acio supteriore

︹
下
のB

acio =
 B

ベez

ズu- -l

ラa- -L

ロ

ン

ong

︺
に
つ
い
て
は
、
そ
の
も
の
の
現
在
地
名
は
確
認
で
き
な
い
が
、K

ölzer

本

D
iplom

ata, B
d. II. S. 728

のN
am

enregister

に
は
、B

acio supteriore

（or.
）, B

ezu-le-L
ong, E

ure, arr. A
ndelys, cant. G

isors, 

三
〇
三
七
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同
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社
法
学　

六
三
巻
七
号�

三
四

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

com
m

. B
ezu-St-É

loi

と
あ
る
の
で
、
こ
のcom

m
. B

ベ

ズ

ezu- -S

サ
ン

t- -É

テ
ロ
ワ

loi

︹
地
図
Ⅳ－

２
︺
で
位
置
確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
は
パ
リ
か
ら

ほ
ぼ
北
西
へ
七
〇
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。﹁
上
のB

acio

﹂
と
﹁
下
のB

acio

﹂
の
間
の
距
離
は
�
〇
km
ほ
ど
か
。C

hildulfouilla

が
現
在

の
ど
こ
か
は
分
か
ら
な
い
。

（
９
）　N

r. 136 
〔37
〕（O

riginal, 692/93 N
ovem

ber 1, Lusarca

〔Luzarches

〕）

　

要
旨
：C

hlodw
ig III. 

の
仮
装
裁
判
）
₁₃
（

に
係
るP

lacitum
.

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、
修
道
女A

ngantrude

が
、
自
分
が
そ
れ
を
プ

レ
カ
リ
ア
と
し
て
所
持
し
て
い
る
の
だ
、
と
主
張
す
るN

ocitum
 

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
の
財
産
は
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
帰
属
す
る
財
産
だ
、

と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

 

六
九
二
：
六
九
三
年
�
�
月
�
日　

L
usarca

︹L

ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches

︺

　

試
訳

　
（C

. N
.T.

）　

xxx

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hlodw
ig v. inl. xxx 　

余
が
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、L

usarca

︹L

ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches

︺
に
あ
る
余
の

宮
廷
で
、
キ
リ
ス
ト
の
下
に
あ
る
使
徒
の
後
継
者
た
ち
（apostolicis viris

）
で
あ
り
余
の
父
た
ち
で
あ
る
司
教
のSygofridus

と

C
onstantinus

とG
ribo

と U
rsinianus

、
さ
ら
に
ま
た
尊
き
人
た
ち
で
偉
き
者
（optim

atis - optim
as

）
のR

agnoaldus

と

N
ordebercthus

とE
rm

enfridus

、
尊
き
人
た
ち
で
グ
ラ
フ
ィ
オ
（gravionebus - grafio

）
のM

adelulfus 

とE
rconaldus

、
さ
ら

に
ま
た
尊
き
人
た
ち
で
セ
ネ
シ
ャ
ル
（seniscalcis - senescalcus

）
の B

enedictus

とC
hardoinus

、
あ
る
い
は
尊
き
人
で
余
の
宮
中

伯
のM

arso

と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
そ
し
て
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（ricto iudicio

）
そ
の
訴
え
に
決
定
を
下
す
べ
く

い
る
時
、
余
の
守
護
者
で
あ
る
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
私
財
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

が
そ
こ
に
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給
う
聖
堂

三
〇
三
八
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三
五

の
高
貴
な
る
人C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
来
て
、E

brulfus 

の
娘
で
故Ingobercthus

の
寡
婦
の
、
そ
し
て
尊
き
御
方
で
あ

ら
れ
る
神
に
�
身
を
捧
げ
し
︹
＝
修
道
女
︺A

ngantrude

︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
（adversus...suggeribat

）
際
、
そ
のC

haino

大
修

道
院
長
︹
＝
原
告
︺
は
、A

ngantrude

︹
＝
被
告
︺
はL

ルe C

シ
ャ
ン
ブ
リ
オ
ワ

ham
bliois 

地
域
圏
（pagus

）
に
あ
る
、N

ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

：

オ
ワ
ー
ズ
川
の
向
こ
う
側
に
あ
るN

ノ
ア
ジ
ー

oisy

︺
と
呼
ば
れ
る
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
に
つ
き
、
様
々
な
収
益
や
、
ヴ
ィ
ラ
に
帰
属
す
る
・
あ
る
い
は

ヴ
ィ
ラ
の
�
部
を
な
す
付
属
物
と
共
に
、
同Ingobercthus

や
先
のA

ngantrude

︹
＝
被
告
︺
が
両
親
の
遺
産
と
し
て
ま
た
同
じ
く
買
入

れ
や
何
ら
か
の
方
法
で
の
獲
得
に
よ
り
同
ヴ
ィ
ラ
で
所
持
し
・
あ
る
い
は
所
有
し
て
い
た
も
の
全
て
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
ウ
ワ
ク
ン
デ
に

よ
っ
て
同
大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
寄
進
し
た
、と
申
し
立
て
た
（dicirit

）。
そ
の
こ
と
の
故
に
、Chaino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
は
、

同
ウ
ワ
ク
ン
デ
や
、
ま
た
、
同A

ngantrude

︹
＝
被
告
︺
が
そ
れ
に
よ
っ
て
同
大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ウ
ム
と
し
て
そ

れ
︹
＝
同
ヴ
ィ
ラ
︺
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
プ
レ
カ
リ
ア 

ウ
ワ
ク
ン
デ
を
、
読
む
た
め
に
直
ぐ
に
差
し
出
し
た
。
こ
れ
ら
ウ
ワ
ク
ン

デ
は
手
渡
さ
れ
た
。
さ
て
、
同A

ngantrude
︹
＝
被
告
︺
が
直
ち
に
出
廷
し
た
時
、
同A

ngantrudis

︹
＝
被
告
︺
に
対
し
て
、
同

N
ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
、
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
側
に
あ
る
い
は
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝

原
告
︺
の
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
側
に
寄
進
を
し
た
か
、
さ
ら
に
ま
た
、︹
将
来
に
亘
り
︺
自
ら
こ
の
寄
進
に
係
る
証
人
で
あ
ろ
う
と
決
意
し
て

い
た
か
が
質
問
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
同A

ngantrudis

︹
＝
被
告
︺
は
、
先
のN

ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
、
収
穫
を

も
た
ら
す
様
々
な
物
（m

eritum

）
や
、
ヴ
ィ
ラ
に
帰
属
す
る
・
あ
る
い
は
ヴ
ィ
ラ
の
�
部
を
な
す
付
属
物
と
共
に
、
同A

ngantrude

︹
＝

被
告
︺
や
そ
の
夫
のIngobercthus

が
何
ら
か
の
方
法
で
の
獲
得
に
よ
り
同
ヴ
ィ
ラ
で
所
持
し
・
あ
る
い
は
所
有
し
て
い
た
も
の
全
て
を

同C
haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
あ
る
い
は
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
寄
進

し
た
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
同A

ngantrude

︹
＝
被
告
︺
は
同
ウ
ワ
ク
ン
デ
や
プ
レ
カ
リ
ア 

ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
き
、
そ
の
作
成
を
請
う

た
し
・
何
人
に
対
し
て
も
こ
の
寄
進
に
係
る
証
人
で
あ
り
続
け
た
し
・
今
後
と
も
証
人
で
あ
る
つ
も
り
だ
、
と
い
う
よ
う
に
自
白
し
た
。
そ

三
〇
三
九
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メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人M

arso

が
、
本
件
訴
訟
が
か
よ
う
に
行
わ
れ
た
こ
と

は
明
ら
か
な
り
、
と
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を
決

定
し
た
、
そ
れ
故
に
、
先
のC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
あ
る
い
はC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
側
が
同

N
ocitum

︹N
ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
、
様
々
な
収
穫
を
も
た
ら
す
物
（m

eritum

）
や
ヴ
ィ
ラ
に
属
す
る
ま
る
ご
と
全
て
の
も

の
と
共
に
、
調
べ
ら
れ
た
（inspecta

）
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き
、
同
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
明
示
す
る
如
く
、
同A

ngantrude

︹
＝
被
告
︺
や

そ
の
相
続
人
た
ち
に
よ
る
返
還
請
求
も
無
く
、︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
す
る
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobem

m
us

）; 

そ
し
て
同C

haino

大
修
道
院
長︹
＝
原
告
︺や
そ
の
後
継
者
た
ち
あ
る
い
は
聖
堂
の
代
理
人
た
ち
に
よ
っ
て
今
後
必
要
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、

同A
ngantrude

︹
＝
被
告
︺
や
そ
の
相
続
人
た
ち
は
同
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
何
人
に
対
し
て
も
証
人
と
し
て
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺

︹
等
︺
を
弁
護
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
、︹
余
は
命
ず
る
︺。

　
（C

., N
. T.

）  C
hlodoinus

が
確
認
し
た （S. R

., N
. T.

）。

 

（L
. S.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　
（C

.

） 

余
の
治
世
の
二
年
目
、
十
�
月
�
日
に
授
与
さ
れ
た
、L

usarca

︹L

ルuz

ザar

ル
シ
ュ

ches

︺
に
て
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

は
、
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
二
三
五
／
二
六
〇
×
五
〇
三
／
五
�
五
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
五
mm
の
字
間
で
、
署
名

を
除
き
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

試
訳
冒
頭
の
（C

. N
.T.

）
の
テ
ィ
ロ
式
速
記
文
字
の
部
分
はIn nom

ine D
ei

（?
）（
神
の
御
名
に
お
い
て
？
）、試
訳
の
最
後
の
方
の
（C

., 

N
. T.

）
の
そ
れ
はante

（﹁
・
・
の
前
で
﹂
な
ど
の
意
味
）、（S. R

., N
. T.

）
の
そ
れ
は
、existim

ans pro m
ajore lectus. M

arso re 

三
〇
四
〇
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ac
（=

hac

） acta dixit

（
卓
越
し
た
マ
ヨ
ー
ル
の
面
前
に
て
判
決
を
下
す
）C

lod-i-us

（!

） subscripsi

（C
lod-i-us

（!

）
が
署
名
す
る
）、

と
解
読
さ
れ
て
い
る
（K

ölzer, S. 345-346

）。

　

Sigillum
（
印
章
）
は
�
七
二
�
年
に
は
ま
だ
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
あ
と
い
ず
れ
か
の
時
点
で
失
わ
れ
、
残
っ
て
い
る
の
は
直

径
二
〇
mm
の
円
形
の
押
印
跡
で
あ
る
。 

　
︻
人
名
︼
被
告A

ngantrude

の
父E

brulfus

はC
hlodw

ig II.

の
も
と
で
の
グ
ラ
フ
ィ
オ
（grafio

）
で
あ
っ
た
。
被
告A

ngantrude

の
夫
の
故Ingobercthus
は
パ
リ
のcom

es

（
伯
）
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
中
伯M

arso

、
本P

lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ

レ
ン
ダ
ー
ル
のC

hlodoinus 
は
ほ
か
に
は
出
て
こ
な
い
。

　
︻
開
廷
地
︼
記
載
が
な
い
。

　
︻
作
成
地
︼L

usarca

︹L

ル
ザ
ル
シ
ュ

uzarches
：
地
図
Ⅲ－

19
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼N

ocitum
 

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s
シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

：
地
図
Ⅳ－

24
︺。
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
北
へ
三
〇
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。
作
成
地
の

L
usarca ︹L

ルuz

ザar

ル
シ
ュ

ches

︺
は
、N

ocitum
 

か
ら
南
東
へ
六
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

（
10
）　N

r. 137 

〔36

〕（original, 693 M
ai 5, N

ouiento
〔N

ogent-sur-M
arne

〕）

　

要
旨
：C

hlodw
ig III. 

のP
lacitum

.

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、
保
証
不
履
行
の
故
に
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
対
す
る
賠
償
金
を
支
払

う
べ
し
、
と
の
判
決
がE

rm
enoald

大
修
道
院
長
に
下
さ
れ
た
。

 
六
九
三
年
五
月
五
日　

N
ouiento

︹N

ノ
ジ
ャ
ン

ogent- -s

シ
ュ
ル

ur- -M

マ
ル
ヌ

arne

︺

三
〇
四
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試
訳

　
（C

., N
. T.

） xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hlodw
ig

尊
き
人
々
に
（v

（iris

）inl（ustrebus

）
） xxx

　

偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
、
す
な
わ
ち
そ
の
偉
大
な
御
方
が
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給
い
、
高
貴
な
人C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺

が
指
揮
し
て
い
る
（preesse

）
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
聖
堂
の
代
理
人
た
ち
が
来
て
、N

ouiento 

︹N

ノ
ジ
ャ
ン

ogent- -s

シ
ュ
ル

ur- -M

マ
ル
ヌ

arne

：
マ
ル
ヌ
川
の

向
こ
う
側
に
あ
るN
ノ
ジ
ャ
ン

ogent

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
で
、
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
は
、A

nsebercthus

司
教
に
係
る
、
油
千
五

百
リ
ブ
ラ
と
良
質
の
ブ
ド
ウ
酒
百
モ
デ
ィ
ウ
ス
に
つ
い
て
の
保
証
を
高
貴
な
人E

rm
enoaldus

︹
＝
被
告
︺
に
先
年
負
わ
せ
た
・
そ
し
て

同E
rm

enoaldus

︹
＝
被
告
︺
は
、
自
ら
が
こ
の
保
証
をC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
与
え
、
保
証
を
履
行
す
る
義
務
を
負
う
と

の
誓
約
を
し
た
が
、こ
の
保
証
を
全
く
履
行
し
な
か
っ
た
、と
申
し
立
て
た
（suggesserunt

）。
か
か
る
争
い
に
関
係
し
て
、両
当
事
者
は
、

過
ぐ
る
日
︹
＝
原
告
の
代
理
人
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
宮
廷
に
来
る
以
前
の
あ
る
日
︺、
偉
大
な
御
方Sygofridus

司
教
の
面
前
で
、
先
の
同

E
rm

enoaldus

︹
＝
被
告
︺
は
同
保
証
に
つ
き
自
ら
約
束
し
義
務
を
負
う
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
し
・
先
のC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝

原
告
︺
に
保
証
を
与
え
・
保
証
を
履
行
す
る
義
務
を
負
い
・
保
証
を
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
神
の
如
き
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝

原
告
︺
に
銀
十
リ
ブ
ラ
を
支
払
う
義
務
を
負
う
と
い
う
誓
約
を
決
し
て
し
な
か
っ
た
、
と
、︹
被
告E

rm
enoaldus

が
︺
四
月
中な
か
び日

に
三
人

の
人
間
と
共
に
自
ら
を
四
人
目
と
し
て
声
を
揃
え
て
宣
誓
を
行
う
（coniurare

）
こ
と
の
た
め
に
、︹
両
当
事
者
に
交
付
さ
れ
た
︺
そ
れ
ぞ

れ
の
符
合
︹
＝
文
面
が
同
�
の
︺
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹
記
載
の
中
間
判
決
︺
に
基
づ
い
て
（per eorum

 noticias paricolas

）︹
開
廷
日
に
︺

出
廷
す
る
と
い
う
義
務
を
負
う
、
と
い
う
こ
と
で
合
意
を
し
た
（placita inter se

⋮habuerunt

）。
さ
ら
に
続
け
て
、
も
し
同

E
rm

enoaldus

︹
＝
被
告
︺
が
︹Sygofridus

司
教
の
面
前
で
︺
声
を
揃
え
て
宣
誓
を
す
る
こ
と
（m

enim
e faciebat

）
を
行
わ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
両
当
事
者
は
五
月
�
日
に
余
の
下
に
出
頭
す
る
義
務
を
負
い
、
彼
等
の
︹
契
約
︺
文
書
を
双
方
で
調
べ
、
そ
し
て
契
約
の
件

に
つ
い
て
釈
明
を
す
る
義
務
を
負
う
︹
と
い
う
合
意
を
し
︺
た
。
か
く
し
て
、
両
当
事
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹
記
載
の
中
間

三
〇
四
二
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判
決
︺
に
基
づ
い
て
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務
を
負
う
こ
と
で
︹
過
ぐ
る
日
︺
そ
の
よ
う
に
合
意
を
す
る
に
至
っ
た
（placitum

 

inter se habuerunt initum

）。
然
し
て
先
のC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
同
代
理
人
た
ち
は
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う

こ
の
義
務
（palcitum

）
の
故
にN

ouiento

︹N

ノ
ジ
ャ
ン

ogent- -s

シ
ュ
ル

ur- -M

マ
ル
ヌ

arne

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
来
て
、︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務

（palcitum
）
を
、
法
（lex

）
が
述
べ
る
如
く
三
日
間
と
そ
れ
以
上
の
日
数
果
た
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
、
同

E
rm

enoaldus
大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
に
つ
き
そ
の
出
廷
を
待
ち
（abiectissent

）
あ
る
い
は
欠
席
（solsadissent

）
を
確
認
し
た
。

︹
そ
れ
に
対
し
て
︺
同E

rm
enoaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
の
方
は
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務
（palcitum

）
の
故
に
出

廷
す
る
こ
と
も
、
同E

rm
enoaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
に
代
え
て
使
者
を
送
く
る
こ
と
も
、︹
出
廷
で
き
な
い
︺
止
む
を
得
ざ
る
事

情
を
届
出
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
（adfirm

at

）
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
両
当

事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹
記
載
の
中
間
判
決
︺
に
基
づ
い
て
本
件
訴
訟
に
つ
い
て
（pro ac causa

）
か
の
如
く
合
意
を
し

た
よ
う
に
、
ま
た
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人U

uarno

が
、
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
先
の
代
理
人
た
ち
は
裁
判
に

出
席
す
る
と
い
う
彼
ら
の
義
務
を
適
法
に
果
た
し
た
・
そ
し
て
先
のE

rm
enoaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
は
裁
判
に
出
席
す
る
と
い

う
彼
の
義
務
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
、と
証
言
し
た（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を︹
余
に
︺再
現
し
た
︺如
く
判
決
す
る（decrevisse

）

こ
と
を
決
定
し
た
、
そ
れ
故
に
、
何
で
あ
れ
汝
等
の
地
方
の
法
（lex loci

）
が
こ
の
種
の
訴
訟
に
つ
き
教
え
る
賠
償
を
、
先
の

E
rm

enoaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
は
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
あ
る
い
はC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
、
偉

大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
側
の
た
め
に
、
同
代
理
人
た
ち
の
側
に
、
汝
等
に
対
し
て
判
決
が
下
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
い
（vobis 

distringentebus

）、
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
行
い
、
そ
の
履
行
を
拒
絶
し
な
い
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobem

m
us

）。

　
（C
., N

. T.

）  A
ghilus

が
確
認
し
た （ S. R

., N
. T.

）。

 

（L
. S.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

三
〇
四
三
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余
の
治
世
の
二
年
目
、五
月
五
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、Nouiento

︹N

ノ
ジ
ャ
ン

ogent- -s

シ
ュ
ル

u
r- -M

マ
ル
ヌ

arne

︺
に
て
、神
の
御
名
に
お
い
て
、

幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

は
、
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
二
�
二
／
二
二
五
×
三
九
二
／
四
�
五
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
三
mm
の
字
間
で
、
署
名

を
除
き
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
な
い
。
直
径
�
五
mm
の
円
形
の
押
印
跡
が
あ
る
。

　

試
訳
中
に
、lex

と
い
う
用
語
が
二
度
登
場
す
る
。
先
の
（
４
）N

r. 135 

︹35

︺
で
、
そ
こ
に
出
て
く
るlex

は
慣
用
句
以
上
の
意
味
を

持
た
な
い
、
と
い
うK

ölzer

の
見
解
に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
、K

ölzer

は
そ
の
意
味
でlex

を
考
え
て
い
る
。
マ
ル
ク
ル
フ
（
聖

D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
修
道
僧
）
の
法
律
文
例
（
六
五
〇
年
か
ら
六
五
五
年
頃
に
か
け
て
の
も
の
。M

arculfi F
orm

ulae, in: M
onum

enta 

G
erm

aniae H
istorica, L

egum
 Sectio V., F

orm
ulae, hg. von K

. Z
eum

er, 1886

）
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。﹁
法
律
文
例
﹂

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
の
考
察
は
後
日
予
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
の
検
討
は
宿
題
に
し
て
お
き
た
い）
₁₄
（

。

　

試
訳
冒
頭
の
（C

., N
. T.

）
の
テ
ィ
ロ
式
速
記
文
字
は
、in nom

ine dei

（
神
の
御
名
に
お
い
て
）
か
。
試
訳
最
後
の
（C

., N
. T.

）
の

そ
れ
は
、ante

（
・
・
・
の
前
で
）
あ
る
い
はin nom

ine dei
（
神
の
御
名
に
お
い
て
）
か
。
同
じ
く
試
訳
最
後
（S. R

., N
. T.

）
の
そ
れ

は
、relegit er subscripsit publice

（
目
を
通
し︹
＝
確
認
し
︺そ
し
て
公
に
署
名
す
る
）か
、あ
る
い
はW

a-ar-no perhibuit ius

（W
aarno

は
法
を
示
し
た
）
か
（K

ölzer, S.348

）。

　

試
訳
中
の
﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
符
合
︹
＝
文
面
が
同
�
の
︺
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹
記
載
の
中
間
判
決
︺
に
基
づ
い
て
（per eorum

 noticias 

paricolas

）﹂
の
﹁
符
号
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
に
つ
い
て
は
本
文
八
三
頁
以
下
で
説
明
す
る
。

三
〇
四
四
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︻
人
名
︼
被
告E

rm
enoaldus

大
修
道
院
長
が
何
処
の
人
で
あ
る
か
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、Sygofridus

司
教
の
下
で
の
裁
判
と
の

関
係
で
、
パ
リ
の
司
教
で
あ
るSygofridus

の
管
轄
区
域
の
出
で
あ
ろ
う
、
とK
ölzer

は
考
え
て
い
る
（S. 347

）。

　

保
証
人
を
必
要
と
し
たA

nsebercthus

司
教
は
パ
リ
か
ら
南
東
へ
お
よ
そ
二
三
〇
km
ほ
ど
のA

オ
ー
タ
ン

utun

か
あ
る
い
は
パ
リ
か
ら
北
西
へ
�

〇
八
km
ほ
ど
のR
ル
ー
ア
ン

ouen

︹
地
図
Ⅳ
参
照
︺
の
ど
ち
ら
か
の
司
教
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。B

ergm
ann

は
、R

ル
ー
ア
ン

ouen

の
司
教
の

方
は
六
九
〇
年
に
パ
リ
か
ら
や
や
北
北
東
よ
り
へ
�
六
七
km
ほ
ど
のH

オ

ー

モ

ン

autm
ont

の
修
道
院
にP

ippin

に
よ
っ
て
監
禁
さ
れ
、
六
九
二
年

／
六
九
三
年
に
そ
こ
で
他
界
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、本P

lacitum

に
出
て
く
るA

nsebercthus

はA
utun

の
司
教
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、P

aul F
ouracre

はR

ル
ー
ア
ン

ouen

の
司
教
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（K

ölzer, S. 347

）。

　
︻
開
廷
地
︼N

ouiento

︹N

ノ
ジ
ャ
ン

ogent- -s
シ
ュ
ル

ur- -M

マ
ル
ヌ

arne

：
地
図
Ⅱ－

25
︺。
パ
リ
の
中
心
地
か
ら
ほ
ぼ
南
東
へ
�
八
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

　
︻
作
成
地
︼N

ouiento

︹N

ノ
ジ
ャ
ン

ogent- -s
シ
ュ
ル

ur- -M
マ
ル
ヌ

arne

：
地
図
Ⅲ－

25
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼
係
争
対
象
は
保
証
と
い
う
人
的
な
も
の
な
の
で
、
し
た
が
っ
て
係
争
対
象
所
在
地
は
な
い
。

（
11
）　N

r. 141

〔38

〕（original, 694 Februar 28, U
alencianis

〔V
alenciennes

〕）

　

要
旨
：C

hlodw
ig III. 

のP
lacitum

.

こ
のP

lacitum
に
お
い
て
、A

m
albercthus

は
、C

hrotcharius

助
祭
が
代
理
人
を
し
て
い
る

遺
児Ingram

nus

に
対
し
て
、Ingram

nus

の
父
親
か
ら
の
相
続
財
産
と
し
てIngram

nus

に
帰
属
し
た
、B

addanecurte

︹B

ベ
イ
ア
ン
ク
ー
ル

ayencourt

︺
の
財
産
に
つ
き
返
還
す
べ
し
、
と
判
決
さ
れ
て
い
る
。

 

六
九
四
年
二
月
二
八
日　

U
alencianis

︹V

バ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ

alenciennes

︺

三
〇
四
五
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試
訳

　
（C

.
）  xxx 

尊
き
人
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hlodw
ig  v. inl. xxx　

　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てU

alencianis

︹V

バ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ

alenciennes

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
で
キ
リ
ス
ト
の
下
に
あ
る
、
使
徒
の
後
継
者
た
ち

（apostolicis viris
）
で
あ
り
余
の
父
た
ち
で
あ
る
司
教
た
ちA
nsoaldus

、 G
odinus

、A
nsobercthus

、 P
rotadius

、 Sauaricus

、 

U
ulfochram

nus
、 C

haduinus

、 Turnoaldus

、C
onsantinus

、 A
bbo

、 Stefanus

そ
し
て G

ribo

、
あ
る
い
は
ま
た
尊
き
人
た
ち
で
偉

き

者

た

ち
（optem

atis - optim
as

）G
odinus

、N
ordobercthus

、 Sarroardus

、 R
agnoaldus

、 G
unduinus

、 B
lidegarius

、 

M
agnecharius

、 U
ualdram

nus

、E
rm

echarius

、C
hagnericus

、 B
uccelenus

そ
し
て Sigolenus

、
尊
き
人
た
ち
で
コ
メ
ス
た
ち

（com
itebus - com

es

）A
nglibercthus

、 O
gm

iris

、 E
ttherius

、 Chillo

、 A
drebercthus

、 A
dalricus

、 G
hislem

arus

、 Ionathan

、

そ
し
てM

odeghiselus

、
尊
き
人
た
ち
で
グ
ラ
フ
ィ
オ
た
ち
（grafionibus - grafio

）C
hrodm

undus

、 G
odinus

、 Sigofridus

、 

G
hiboinus

、 E
rm

enteus

、 M
adlulfus

、 A
rigius

そ
し
て A

urilianus

、
尊
き
人
た
ち
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ク
ス
た
ち
（dom

esticis - 

dom
esticus

）R
aganfredus

、 M
aurilio

、 E
rm

enricus

そ
し
て L

eudobercthus

、
尊
き
人
た
ち
で
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
リ
ウ
ス
た
ち

（refrendariis - referendarius

）U
ulfolaicus

、 A
iglus

、C
hrodbercthus 

そ
し
てU

ualdram
nus

、
尊
き
人
た
ち
で
セ
ネ
シ
ャ
ル
た

ち
（seniscalcis - senescalcus

）C
hugobercthus

並
び
にL

andricus

、
さ
ら
に
ま
た
尊
き
人
で
余
の
宮
中
伯
のA

udram
nus

、
あ

る
い
は
そ
の
他
多
く
の
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
、あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
そ
し
て
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り（recta judicia

）︹
そ

の
訴
え
に
︺
決
定
を
下
す
べ
く
い
る
時
、余
の
命
令
と
指
図
に
よ
り
（per nostro verbo et praecepto

）
遺
児Ingram

nus

︹
＝
原
告
︺

の
訴
訟
を
採
り
上
げ
し
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
尊
き
人N

ordebercthus
が
命
じ
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
高
貴
な
人
（venerabilis vir

）

C
hrotcharius

助
祭
︹
＝
原
告
代
理
人
︺
が
、
故C

haldedram
nus

︹
＝
原
告
の
父
︺
の
息
子
で
遺
児
のIngram

nus

︹
＝
原
告
︺
の
訴

訟
の
た
め
に
来
て
、A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
と
い
う
名
の
者
を
訴
え
た
（adversus...repetibat

）
際
、
父
親
の
同

三
〇
四
六
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C
haldedram

nus

︹
＝
原
告
の
父
︺
の
も
の
で
あ
っ
た
、M

asso

川
︹L

ルe M

マ
ッ
ツ

atz. O オ
ワ
ー
ズ

ise

川
の
支
流
）
の
向
こ
う
側
に
（super

）
あ
る

B
addanecrt

（e

）︹B

ベ
イ
ア
ン
ク
ー
ル

ayencourt

︺
と
呼
ば
れ
る
小
フ
ロ
ン
ホ
ー
フF

ronhof

（locellus

）
に
つ
き
、A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
は
同

C
haldedram

nus

︹
＝
原
告
の
父
︺
の
死
後
先
のIngram

nus

︹
＝
原
告
︺
か
ら
不
法
に
略
奪
し
た
、
と
申
し
立
て
た
（dicerit

）。
そ
れ

故
に
、
両
当
事
者
は
︹
こ
れ
か
ら
交
付
さ
れ
る
︺
二
通
の
余
の
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
︹per nostras equalis praecepcionis 

pluris

︺本
件
訴
訟
の
た
め
に︹
開
廷
日
に
︺出
廷
す
る
と
い
う
義
務
を
負
う
こ
と
で
合
意
す
る
こ
と
と
し（placeta inter se ....habuerunt 

initas

）、
そ
の
上
で
直
ち
に
、
余
の
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
り
、
ほ
か
の
日
に
（alias

）・
す
な
わ
ち
二
月
二
十
四
日
に
、
先
の

C
hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
は
同A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
と
共
に
本
件
訴
訟
の
た
め
に
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義

務
を
負
う
こ
と
で
合
意
を
し
た
（palcitum

 habuit initum

）。
然
し
て
、
出
廷
す
る
と
い
う
こ
の
義
務
（palcitum

）
の
故
に
先
の

C
hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
はU

alencianis

︹V

バ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ

alenciennes

︺ 

に
あ
る
余
の
宮
廷
に
来
た
、
そ
し
てC

hrotcharius

︹
＝
原
告
代

理
人
︺
が
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務
を
適
法
に
果
た
し
た
そ
の
あ
と
、
あ
る
い
はC

hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
が
同

A
m

albercthus

︹
＝
被
告
︺
に
つ
き
無
断
欠
席
を
確
認
し
た
そ
の
あ
と
、A

m
alricus

と
い
う
名
前
の
、A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
の

息
子
が
来
て
、A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
の
無
断
欠
席
の
件
つ
き
�
方
的
に
異
議
を
唱
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
の
ち
、A

m
alricus

︹
＝

被
告
の
息
子
︺
とC

hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
と
が
余
あ
る
い
は
先
の
者
た
ち
が
座
す
な
か
訴
訟
の
た
め
に
出
廷
し
た
時
、

A
m

alricus

︹
＝
被
告
の
息
子
︺
に
対
し
て
、A

m
alricus

︹
＝
被
告
の
息
子
︺
の
父
親
が
余
の
先
の
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き

C
hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
と
共
に
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務
を
負
う
こ
と
で
合
意
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
、

A
m

alricus

︹
＝
被
告
の
息
子
︺
は
い
か
な
る
命
令
に
従
い
（ordine

）
本
件
訴
訟
の
た
め
に
出
廷
す
る
こ
と
を
決
め
た
の
か
が
質
問
さ
れ
た
。

然
る
に
、Am

alricus

︹
＝
被
告
の
息
子
︺は
、証
言
命
令
に
反
す
る（contra racionis ordinem

）先
の
無
断
欠
席
に
つ
き
彼︹=

A
m

alricus

：

被
告
の
息
子
︺
が
異
議
を
唱
え
た
こ
と
・
彼
︹=

A
m

alricus

：
被
告
の
息
子
︺
が
本
件
訴
訟
の
た
め
に
出
廷
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

三
〇
四
七
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た
以
外
、
既
に
段
取
り
済
み
の
本
件
訴
訟
の
た
め
に
斯か
よ
う様
な
次
第
で
来
た
の
だ
、
と
い
う
明
白
な
理
由
を
示
す
こ
と
が
全
く
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
に
、A

m
alricus

︹
＝
被
告
の
息
子
︺
は
、
フ
ェ
ー
デ
権
放
棄
補
償
金
（exfaidus

）
お
よ
び
賠
償
金
（fredus

）
と
し
て
十
五
ソ

リ
ド
ゥ
ス
︹
の
支
払
い
︺
を
本
件
訴
訟
の
た
め
に
誓
約
す
る
義
務
を
負
う
、
と
判
決
さ
れ
た
、
ま
た
、
そ
れ
が
た
め
に
、
そ
の
よ
う
に
且
つ

直
ち
に
棒
（festuca

）
を
用
い
て
（per fistuga

）︹
誓
約
︺
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
、
先
の

C
hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
は
、
法
（lex

）
が
述
べ
る
如
く
三
日
間
と
そ
れ
以
上
の
日
数
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務

（palcitum

）
を
果
た
し
た
、
そ
し
て
、
同A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
に
つ
き
そ
の
出
廷
を
待
ち
あ
る
い
は
欠
席
を
確
認
し
た
。︹
そ
れ

に
対
し
て
︺
同A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
は
︹
開
廷
日
に
︺
出
廷
す
る
と
い
う
義
務
に
従
い
来
る
こ
と
を
せ
ず
、
同
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
従

い
︹
そ
う
す
る
こ
と
を
︺
約
束
し
義
務
を
負
う
た
、
彼
の
保
護
主
（m

undiburdus

）
た
る
尊
き
人E

rm
echarius

の
下
に
出
頭
す
る
こ

と
を
決
し
て
せ
ず
、
止
む
を
得
ざ
る
事
情
を
届
出
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳

士
た
ち
と
共
に
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
・
ま
た
判
決
が
下
さ
れ
・
そ
し
て
終
結
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（quod ac 

causa taliter acta vel iudicata seu definite fuissit, denuscitur

）、
と
、
先
の
者
た
ち
が
報
告
を
し
、
ま
た
さ
ら
に
先
の
者

A
udram

nus

︹
＝
宮
中
伯
︺
が
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）

こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
れ
故
に
、
先
のA

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
は
、B

addanecrt

（e

）︹B

ベ
イ
ア
ン
ク
ー
ル

ayencourt

︺
と
呼
ば
れ
る
同
小
フ
ロ
ン

ホ
ー
フ
に
つ
き
、
同C

haldedram
nus

︹
＝
原
告
の
父
︺
が
所
持
し
て
い
た
・
あ
る
い
は
死
に
よ
り
遺
せ
し
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
も
の

は
何
で
あ
れ
、
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
あ
る
い
は
付
属
物
と
共
に
、
そ
れ
が
同C

haldedram
nus

︹
＝
原
告
の
父
︺
に
よ
っ
て
所
有
さ

れ
て
い
た
ま
ま
に
、
賠
償
金
を
追
加
し
（cum

 legis beneficium
. 

追
加
の
賠
償
金
と
共
に
）、
上
記Ingram

nus

︹
＝
原
告
︺
の
側
の
た

め
に
、
先
のC

hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
に
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
返
還
し
、
そ
の
履
行
を
拒
絶
し
な
い
よ
う
、︹
ま
た
︺、
か
よ
う
に

し
て
、
先
のC

hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
は
同
小
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
に
つ
き
同Ingram

nus

︹
＝
原
告
︺
の
側
の
た
め
に
直
ち
に
︹
本

三
〇
四
八
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五

判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
（om

ni tenm
pori

）
所
有
し
（habiat evindecatum

）、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat 

elidiatum

）
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（I

マ
マ

ubim
us

）。
そ
し
て
、A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
は
、
収
穫
物
あ
る
い
は
家
畜
あ
る
い
は
指
し
示

し
名
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
物
の
何
で
あ
れ
、
同A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
が
あ
る
い
は
そ
の
従
属
民
が
同
小
フ
ロ
ン
ホ
ー

フ
か
ら
奪
っ
た
り
減
少
さ
せ
た
物
の
何
で
あ
れ
、C

haldedram
nus

︹
＝
原
告
の
父
︺
が
死
に
よ
り
遺
せ
し
物
の
何
で
あ
れ
、
賠
償
金
を

同
じ
く
追
加
し
、
そ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
に
努
め
、
ま
た
、
こ
の
の
ち
、
本
小
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
を
原
因
と
す
る
予
期
せ
ぬ
訴
訟
が
両
当
事
者

の
間
で
起
き
ぬ
よ
う
、
そ
し
て
、
先
のA

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
が
同C

hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
に
︹
そ
の
支
払
い
︺
を
誓

約
し
た
同
十
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
、A

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
はC

hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
に
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
賠
償
し
、
そ
の

履
行
を
拒
絶
し
な
い
よ
う
、︹
余
は
命
ず
る
︺。

　
（C

.,N
. T.

）  U
uald

（e

）ram
nus

が
確
認
し
た （S. R

., N
. T.

）。

 

（S. I.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　

余
の
治
世
の
三
年
目
、
二
月
二
十
八
日
、U

alencianis ︹V

バ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ

alenciennes

︺
に
て
授
与
さ
れ
た
、
神
の
御
名
に
お
い
て
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

は
、
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
二
三
七
／
二
六
九
×
五
三
〇
／
五
四
五
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
二
mm
の
字
間
で
、
署
名

を
除
き
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
る
︹
図
４
：
ｃ
︺。
直
径
二
四
mm
の
円
形
で
あ
る
。

　

試
訳
中
の
﹁
二
通
の
余
の
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
︹per nostras equalis praecepcionis pluris

︺﹂
と
い
う
訳
に
つ
い
て
は
注

（
23
）
で
説
明
を
し
て
い
る
。

三
〇
四
九
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E

xfaidus

（
フ
ェ
ー
デ
権
放
棄
補
償
金
）
に
つ
い
て
は
、
本
文
八
七
頁
で
説
明
し
て
い
る
。

　

E
ugen H

aberkern / Joseph F
riedrich W

allach, H
ilfsw

örterbuch für H
istoriker, 1. B

d., V
erlag F

rancke, M
ünchen 1964

︹
以
下
、H

ilfsw
örterbuch 1

と
略
記
︺ 

に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
ン
ホ
ー
フF

ronhof

（locellus

）
は
、
主
と
し
て
八
世
紀
か
ら
�
二
世
紀
ま
で

グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
荘
園
）
の
中
心
地
で
、
領
主
の
様
々
な
住
居
（
城
館
、
領
主
邸
宅
、
特
に
倉
庫
と
し
て
使
わ
れ
る
様
々
な
農
舎
）

や
そ
う
広
く
な
い
土
地
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本P

lacitum

は
八
世
紀
に
も
う
す
ぐ
入
る
頃
の
も
の
で
あ
る
の

で
、H

ilfsw
örterbuch

の
説
明
は
�
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
る
と
言
え
る
。

　

本P
lacitum

 

の
中
のlex
も
先
のN

r. 137 ︹36

︺
と
同
じ
よ
う
に
﹁
決
ま
り
文
句
﹂
で
あ
る
、
とK

ölzer

考
え
て
い
る
（S. 355

）。

　
︻
人
名
︼
被
告A

m
albercthus

に
つ
い
て
、
ブ
ル
グ
ン
ド
（B

urgund

）︹
地
図
Ⅵ
︺
の
宮
宰F

laochad

の
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
見
解

が
あ
る
。
原
告
代
理
人
のC

hrotcharius
助
祭
は
、
先
のN

r. 135 ︹35

︺
に
も
登
場
し
て
い
る
。 

　

K
ölzer

に
よ
れ
ば
、
本P

lacitum

の
最
後
に
出
て
く
るU

uald

（e

）ram
nus

は
、
最
初
の
方
に
、
尊
き
人
た
ち
で
偉
き
者
た
ち
の
�
人

と
し
て
出
て
く
るU

ualdram
nus

と
は
違
う
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、E

bling, S. 230-231

は
、
同
じ
人
物
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　

被
告A

m
albercthus

の
﹁
保
護
主
（m

undiburdus
）﹂
と
さ
れ
て
い
るE

rm
echarius

は
、
尊
き
人
た
ち
で
偉
き
者
た
ち
の
�
人
と

し
て
出
て
く
るE

rm
echarius

と
同
�
人
物
の
よ
う
で
あ
る
（K

ölzer, S. 355

）。

　

B
ergm

ann

は
、
本P

lacitum

に
出
て
く
る
司
教
た
ち
な
ど
の
人
物
が
誰
か
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
（S.167 - 169

）。

　
︻
開
廷
地
︼U

alencianis

︹V

バ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ

alenciennes

：
地
図
Ⅱ－

31
︺。
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
北
東
へ
�
八
〇
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る

　
︻
作
成
地
︼U

alencianis

︹V

バ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ

alenciennes

：
地
図
Ⅲ－

31
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼B

addanecrt

（e

）︹B

ベ
イ
ア
ン
ク
ー
ル

ayencourt

：
地
図
Ⅳ－

４
︺。
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
北
へ
�
三
四
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。
ま
た
、

三
〇
五
〇
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開
廷
地
・
作
成
地
か
ら
は
、
南
西
へ
五
〇
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

（
12
）　N

r. 143

〔39

〕（original, 694 D
ezem

ber 23, C
om

pendium

〔C
om

piègne

〕）

　

要
旨
：C

hildebert III. 

のP
lacitum

.

仮
装
裁
判
。
本P

lacitum

に
お
い
て
、
他
界
し
たIbbo

に
よ
っ
て
、
六
百
ソ
リ
ド
ゥ
ス
︹
の

違
反
金
支
払
い
︺
の
保
証
と
し
て
大
修
道
院
長C

haino

に
担
保
提
供
さ
れ
た
、B

elloacense

地
域
圏
（pagus

）
に
あ
るH

osdinio

ヴ

ィ
ラ
（villa in H

osdinio in pago B
elloacense

）
に
お
け
る
持
ち
分
が
そ
こ
に
付
属
す
る
物
を
含
め
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
対
し
て
確
認
さ

れ
て
い
る
。

 

六
九
四
年
十
二
月
二
三
日
、C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺

　

試
訳

　
（C

.

）xxx 

尊
き
人
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert  v. inl. xxx

　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てC

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
で
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
い
る
時
、
そ
こ
へ
尊
き

人
で
余
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
のA

igobertus

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
が
、
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
、
す
な
わ
ち
そ
の
御
方
が
ご
遺
骸

で
安
ら
い
給
う
聖
堂
のC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
訴
訟
の
た
め
に
来
て
、
過
ぐ
る
年
、
か
つ
て
の
国
王
で
余
の
父
の

T
heuderich

が
外
征
の
た
め
にA

uster

︹A
ustrea

あ
る
い
は A

ustrasia

）
の
諸
地
域
に
軍
事
遠
征
を
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
り
し
そ

の
時
に
、
他
界
せ
しIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
と
い
う
名
の
者
は
外
征
に
参
加
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
た
め
に
六
百
ソ
リ
ド
ゥ
ス
︹
の
支

払
い
を
︺
誓
約
し
た
の
で
あ
る
が
、
同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
は
、
同Ibbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
が
願
う
の
で
、Ibbo

︹
＝
被
告

の
父
︺
の
た
め
にIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
に
代
わ
っ
て
そ
の
六
百
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
賠
償
し
、
そ
し
てIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
は
そ
の
六
百

三
〇
五
�
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ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
代
わ
り
にB

elloacense

地
域
に
あ
る
、H

osdinio

と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
の
自
分
の
持
ち
分
を
、
そ
こ
に
建
立
さ
れ
て
い

る
か
の
教
会
や
何
で
あ
れ
そ
こ
で
のIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
の
所
有
物
と
共
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、Ibbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
の
ウ
ワ
ク

ン
デ
に
よ
っ
てC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
譲
渡
あ
る
い
は
寄
進
し
た
、
と
申
し
立
て
た
（suugerebat

）。
さ
て
、Ibbo

︹
＝

被
告
の
父
︺
の
息
子
の
僧B

octharius

︹
＝
被
告
︺
は
そ
こ
に
直
ち
に
出
頭
し
た
際
、
父
親
の
故Ibbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
はH

osdinio

と

呼
ば
れ
て
い
る
地
域
に
あ
るIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
の
持
ち
分
に
つ
きIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
同C

haino

大

修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
譲
渡
あ
る
い
は
寄
進
し
た
か
が
質
問
さ
れ
た
。
然
し
て
、
僧B

octharius

︹
＝
被
告
︺
は
、
自
分
の
父
親
の

Ibbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
がH

osdinio

と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
に
あ
るIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
の
持
ち
分
に
つ
きIbbo

︹
＝
被
告
の
父
︺
の

ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
同C

haino
大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
譲
渡
あ
る
い
は
寄
進
し
た
・
そ
し
て
そ
の
後ご

はC
haino

大
修
道
院
長
︹
＝

原
告
︺
の
保
証
人
で
あ
っ
た
、
と
直
ぐ
に
自
白
し
た
。
そ
し
てA

igobertus

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
は
同
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
読
む
た
め
に
直
ぐ

に
差
し
出
し
た
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
僧B

octharius

︹
＝
被
告
︺
等
に
よ
っ
て
調
べ
ら
れ
、
僧B

octharius

︹
＝
被
告
︺
は
、
そ
れ
が
か

の
ウ
ワ
ク
ン
デ
だ
、
と
認
め
た
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
尊
き
人
で
余
の
偉
き
者
（optim

atis noster

）

E
rm

enricus

が
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（quod ac causa taliter acta fuisset denoscitur

）、
と

証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を
決
定
し
た
、そ
れ
故
に
、

先
のC

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
はH

osdinio

と
呼
ば
れ
て
い
る
先
の
地
域
の
自
分
の
持
ち
分
を
、
か
の
教
会
や
何
で
あ
れ
僧

B
octharius

︹
＝
被
告
︺
の
父
親Ibbo

が
先
の
地
域
で
所
持
し
て
い
た
・
あ
る
い
は
死
に
よ
り
遺
せ
し
物
と
共
に
、
僧B

octharius

︹
＝

被
告
︺
に
対
抗
し
て
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
（om

ne tem
pore

）︹
判
決
に
基
づ
き
︺
所
有
し
、ま
た
、同C

haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺

や
そ
の
後
継
者
た
ち
（heredis

）
に
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
僧B

octharius
︹
＝
被
告
︺
や
そ
の
後
継
者
た
ち
（heredis

）
は
保
証

人
と
し
て
（in autoricio

）C
haino

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
等
を
防
御
す
る
こ
と
に
努
め
る
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobim

us

）。

三
〇
五
二
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六
三
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七
号�

四
九

　
（C

., 

） Ryghinus

が
確
認
し
た （S. R

., N
. T.

）。

 

（S. I.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　
（C

., 
） 
余
の
治
世
の
�
年
目
、
�
月
十
日
に
授
与
さ
れ
た
、C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

は
、
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
二
四
〇
／
二
五
五
×
四
三
七
／
四
六
五
mm
の
羊
皮
紙
に
、
字
間
�
五
mm
で
、
署
名
を

除
き
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
る
︹
図
４
：
ｄ
︺。
直
径
三
三
mm
の
円
形
で
あ
る
。

　

六
百
ソ
リ
ド
ゥ
ス
に
関
係
し
て
、Kölzer
は
、サ
リ
カ
法
典
四
�
章
第
五
法
文
﹁
誰
か
が
し
か
る
に
ロ
ー
マ
人
、国
王
御
陪
食
役
（conviva 

regis

）
を
殺
害
し
た
る
場
合
、
そ
れ
が
證
據
立
て
ら
れ
た
る
者
は
�
萬
二
千
デ
ナ
リ
ウ
ス
す
な
は
ち
三
百
ソ
リ
ズ
ス
責
あ
る
も
の
と
判
決

せ
ら
る
べ
し
﹂、
六
三
章
第
�
法
文
﹁
誰
か
が
自
由
人
を
出
征
中
に
殺
害
し
、
し
か
し
て
そ
の
殺
害
せ
ら
れ
た
る
者
が
國
王
の
従
士
た
ら
ざ

り
し
場
合
に
は
、
彼
は
二
萬
四
千
デ
ナ
リ
ウ
ス
す
な
は
ち
六
百
ソ
リ
ズ
ス
責
あ
る
も
の
と
判
決
せ
ら
る
べ
し
﹂、（
前
掲
書
﹃
サ
リ
カ
法
典
﹄

六
〇－

六
�
頁
）、
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
（
七
～
八
世
紀
）
六
五
章
第
�
法
文
﹁
誰
か
が
法
律
に
従
ひ
國
王
の
御
用
又
は
軍
役
或
は
そ
の
他
の

勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
而
し
て
こ
れ
に
全
く
従
は
ざ
り
し
場
合
に
は
、
不
快
（egritudo

）
が
彼
を
妨
げ
た
る
に
あ
ら
ざ
る
限
り
、
六
十
ソ
リ

ズ
ス
罰
せ
ら
る
べ
し
﹂（
久
保
正
幡
訳
﹃
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
﹄
創
文
社
、
昭
和
五
二
年
、
八
五
頁
）
に
言
及
し
て
い
る
。

　

�
ソ
リ
ド
ゥ
ス
が
ど
れ
ぐ
ら
い
の
価
値
を
持
つ
の
か
の
参
考
に
な
る
の
が
、
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
三
六
章
第
�
�
法
文
で
あ
る
。﹁
角
が
あ

り
眼
の
見
え
る
健
康
な
牡
牛
﹂
が
二
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
角
が
あ
り
眼
の
見
え
る
健
康
な
牝
牛
﹂
が
�
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
眼
の
見
え
る
健
康
な
牡

馬
﹂
が
十
二
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
眼
の
見
え
る
健
康
な
牝
馬
﹂
が
三
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
鞘
付
の
剣
﹂
が
七
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
鞘
無
し
の
剣
﹂
が
三

三
〇
五
三
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ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
良
質
の
胸
甲
﹂
が
十
二
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
飾
の
あ
る
冑
﹂
が
六
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
良
質
の
脚
甲
﹂
が
六
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
鎗
付

の
楯
﹂
が
二
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
馴
到
せ
ら
れ
ざ
る
鷹
﹂
が
三
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
鶴
猟
の
用
に
訓
練
せ
ら
れ
た
る
鷹
﹂
が
六
ソ
リ
ド
ゥ
ス
、﹁
馴

到
せ
ら
れ
た
る
鷹
﹂
が
十
二
ソ
リ
ド
ゥ
ス
に
換
算
さ
れ
て
い
る
（
同
上
三
九－

四
〇
頁
）。
し
か
し
、
�
ソ
リ
ド
ゥ
ス
が
ど
れ
ぐ
ら
い
の
価

値
を
持
つ
か
の
判
断
は
難
し
く
、
機
会
を
改
め
て
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
文
献
に
当
た
り
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
し
た

い
。

　

Ibbo

が
六
百
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
は
、
国
王C

hildebert III.

の
父
親T

heuderich III.

の
ア
ウ
ス
ト
リ
ア

（A
ustrien

）
へ
の
軍
事
遠
征
、
す
な
わ
ち
、
ま
だ
ブ
ル
グ
ン
ト
（B

urgund

）
と
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
（N

eustrien

）︹
以
上
、
地
図
Ⅵ
参
照
︺

の
二
つ
の
分
国
の
国
王
で
あ
っ
たT

heuderich III.

と
分
国
ア
ウ
ス
ト
リ
ア
の
国
王D

agobert II.

と
の
間
の
戦
争
で
あ
る
。

　
︻
国
王
︼　

C
hildebert III.

は
六
七
八
／
六
七
九
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。
死
亡
し
た
兄
の
あ
と
を
継
い
で
六
九
四
年
に
フ
ラ
ン
ク
国
王
に

な
っ
て
い
る
。

　
︻
人
名
︼Ibbo

に
つ
い
て
は
、
本P

lacitum
に
書
か
れ
て
い
る
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

　

試
訳
中
で
、
訴
訟
経
過
に
つ
い
て
国
王
に
報
告
を
し
て
い
る
﹁
尊
き
人
で
余
の
偉
き
者E

rm
enricus

﹂
は
、
先
のN

r. 141

︹38

︺
の
最

初
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
﹁
偉
き
者
た
ち
﹂
の
中
に
も
登
場
し
て
い
る
。

　

ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
のA

igobertus

に
つ
い
て
、B

ergm
ann

は
あ
と
のN

r. 149

︹40

︺
にP

alcituim

の
確
認
者
と
し
て
出
て
く
る

A
igobercthus

と
同
�
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（S. 170

）。

　

本P
lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のR

yghinus

は
ほ
か
に
は
出
て
こ
な
い
。

　
︻
開
廷
地
︼C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅱ－

15
︺。

　
︻
作
成
地
︼C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅲ－

15
︺。

三
〇
五
四
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︻
係
争
対
象
所
在
地
︼H

osdinio im
 B

eauvaisis 

のB
eauvaisis

と
はB

ボ

ー

ヴ

ェ

eauvais 

郡
の
あ
た
り
で
、H

osdinio

と
は
パ
リ
か
ら
や
や
北

西
へ
五
�
km
ほ
ど
のH

オ

ド

ン

odenec- -l

ル
ベ
ッ
ク

’É
vêque

︹
地
図
Ⅳ－

６
︺
の
こ
と
か
。D

デ
ィ
エ
ッ
プ

ieppe

郡
あ
た
り
で
、
パ
リ
か
ら
北
西
へ
五
九
km
ほ
ど
の

H

オ

ド

ン

odeng-H
オ
ド
ン
ジ
ュ

odenger

︹
地
図
Ⅳ－

７
︺
な
い
し
パ
リ
か
ら
や
や
西
北
西
へ
�
二
三
km
ほ
ど
のS

セ
ー
ヌ

eine-M

マ
リ
テ
ィ
ー
ム

aritim
e

︹
地
図
Ⅳ－

８
︺
か
。

　

C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

か
ら
や
や
南
西
へ
四
五
km
ほ
ど
の
所
にH

オ

ド

ン

odenec- -l

ル
ベ
ッ
ク

’É
vêque

が
、
同
じ
く
や
や
西
北
西
へ
八
八
km
ほ
ど
の
所
に

H

オ

ド

ン

odeng-H

オ
ド
ン
ジ
ュ

odenger
が
、
同
じ
く
や
や
西
北
西
へ
�
二
九
km
ほ
ど
の
所
にS

セ
ー
ヌ

eine-M

マ
リ
テ
ィ
ー
ム

aritim
e

が
あ
る
。

（
13
）N

r. 149

〔40

〕（original, 697 M
ärz 14, C

om
pendium

〔C
om

piègne

〕）

　

要
旨
：C

hildebert III. 

のP
lacitum

.

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、
宮
宰P

ippin

の
息
子D

rogo

は
、
自
分
が
不
法
に
領
有
し
た

N
ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
ヴ
ィ
ラ
をT
husoneualle

修
道
院
に
返
還
し
、発
生
し
た
損
害
を
補
償
す
る
よ
う
判
決
を
下
さ
れ
て
い
る
。

 

六
九
七
年
三
月
�
四
日　

C
om

pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺

　

試
訳

　
（C

., N
. T.

）　

xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert　

尊
き
人
（
々
）
に
（v

（iro

）  inl（ustr

）i

） xxx

　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てC

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
で
キ
リ
ス
ト
の
下
に
あ
る
使
徒
の
後
継
者
た
ち

（apostolicis viris

）
で
あ
り
余
の
父
た
ち
で
あ
る
司
教
た
ちA

nsoaldus

、Sauaricus

、T
urnochaldus

、 E
barcius

、 G
rim

o

、 

C
onstantinus

、 U
rsinianus

、
あ
る
い
は
ま
た
尊
き
人
で
宮
宰
のP

ipinus
、
尊
き
人
で
偉
き
者
た
ち
（optim

ates

）
のA

gnericus

、 

A
ntenerus

、 M
agnecharius

そ
し
て G

rim
oaldus

、
尊
き
人
た
ち
で
コ
メ
ス
（com

itebus - com
es

）
のE

rm
entheus

、 A
dalricus

そ
し
て Ionathan

、
尊
き
人
た
ち
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ク
ス
（dom

esticis - dom
esticus

）
のU

ulfolaecus

、 A
rghilus

そ
し
て

三
〇
五
五
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M
adlufus

、
尊
き
人
た
ち
で
セ
ネ
シ
ャ
ル
（seniscalcis - senescalcus

）
のB

enedictus

並
び
に E

rm
edram

nus

、
さ
ら
に
ま
た
尊

き
人
で
余
の
宮
中
伯
のH

ociobercthus

、
あ
る
い
は
そ
の
他
多
く
の
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
そ
し
て
公
正

に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（recta judicia

）︹
そ
の
訴
え
に
︺
決
定
を
下
す
べ
く
い
る
時
、そ
の
︹
＝
原
告M

agnoaldus

大
修
道
院
長
の
︺

父
方
の
伯
父
の
偉
大
な
御
方C

hardericus

が
自
ら
の
努
力
で
建
立
し
たT

husoneualle

修
道
院
の
尊
き
人M

agnoaldus

大
修
道
院
長

︹
＝
原
告
︺
が
来
て
、
余
の
高
権
の
慈
悲
を
求
め
て
、
尊
き
人
で
余
の
宮
宰P

ippin

の
息
子
の
尊
き
人D

rogo

︹
＝
被
告
︺
の
代
理
人
た
ち

が
、C

om
pendium

︹C
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
建
立
さ
れ
て
い
る
彼
︹
＝
原
告
︺
の
聖
堂
のc

ヴ
ィ
ラ

urtis

で
、N

ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
と
呼

ば
れ
る
、
故G

aerinus

に
帰
属
し
て
い
た
・
そ
し
て
君
主
で
あ
り
余
の
父
で
あ
る
他
界
せ
る
国
王T

heuderichs

の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ

（praeceptio

）
に
よ
っ
て
国
庫
か
ら
同
修
道
院
に
譲
渡
さ
れ
た
ヴ
ィ
ラ
をM

agnoaldus

︹
＝
原
告
︺
や
あ
る
い
は
そ
の
修
道
院
の
領
有
地

（potestas

）
か
ら
不
法
に
引
き
離
し
あ
る
い
は
奪
い
、
ま
た
そ
こ
でM

agnoaldus

︹
＝
原
告
︺
の
マ
ン
キ
ピ
ア
た
ち
、
家
畜
（pecunia

）

あ
る
い
は
そ
の
他
多
く
の
物
に
つ
き
損
傷
を
与
え
略
奪
し
た
、
と
申
し
立
て
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、D

rogo

︹
＝
被
告
︺
は
、
同
ヴ
ィ
ラ
に

つ
い
て
は
、
彼
︹
＝
被
告
︺
の
義
父
で
尊
き
人
の
故B

ercharius

が
交
換
に
よ
っ
て
同M

agnoaldus

︹
＝
原
告
︺
か
ら
取
得
し
た
の
だ
・

ま
た
そ
れ
はD

rogo

︹
＝
被
告
︺
の
妻A

daltrutis
に
こ
れ
以
上
な
い
正
当
さ
で
適
法
に
譲
渡
さ
れ
た
の
だ
、
と
反
駁
し
た
。

M
agnoaldus

︹
＝
原
告
︺
は
、
さ
ら
に
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
同B

ercharius

︹
＝
被
告
の
義
父
︺
と
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
を
し

�
致
を
み
た
か
の
如
く
、
自
分
た
ち
︹
＝
原
告M

agnoaldus
と
被
告
の
父B

ercharius

︺
は
お
互
い
の
間
で
同
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
交
換
︹
の

約
束
︺
を
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
・
同B

ercharius

︹
＝
被
告
の
父
︺
は
同
所
有

地
に
つ
き
手
袋
を
は
め
た
手
に
よ
り
（m

ano vestita

）
決
し
て
取
得
し
て
い
な
い
・
先
のD

rogo

︹
＝
被
告
︺
の
代
理
人
た
ち
が
不
法
に
、

暴
力
と
不
当
な
手
段
を
用
い
てM

agnoaldus

︹
＝
原
告
︺
の
領
有
地
か
ら
奪
い
去
っ
た
の
だ
、
と
反
駁
し
た
。︹
か
の
よ
う
に
︺
反
駁
を

し
た
の
で
、
先
の
者D

rogo

︹
＝
被
告
︺
は
、
そ
れ
で
はD

rogo

︹
＝
被
告
︺
の
義
父
は
同M

agnoaldus

︹
＝
原
告
︺
と
交
換
を
実
行
し

三
〇
五
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た
か
・
ま
た
そ
れ
で
は
両
者
は
お
互
い
に
か
か
る
こ
と
の
交
換
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
作
成
し
た
か
・
あ
る
い
はD

rogo

︹
＝
被
告
︺
は
余
の
座
す

下
に
そ
の
交
換
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
、
と
質
問
さ
れ
た
。D

rogo

︹
＝
被
告
︺
は
そ
こ
で
同
交
換
ウ
ワ
ク
ン

デ
を
差
し
出
す
こ
と
を
全
く
し
な
か
っ
た
し
、ま
た
、斯
く
斯
く
し
か
じ
か
の
理
由
で
同B

ercharius

︹
＝
被
告
の
父
︺
は
同
ヴ
ィ
ラ
（villa

）

に
つ
き
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
同D

rogo

︹
＝
被
告
︺
も
自
分
の
妻
や
自
分
の
側
の
た
め
に
同
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
確
か
に
所
有
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
白
な
根
拠
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
然
し
て
、
偉
大
な
御
方
で
あ
る
司
教
た
ち
あ

る
い
は
余
の
偉
き
者
た
ち
等
先
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
尊
き
人
で
余
の
宮
中
伯
のH

ociobercthus

が
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝

訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
、D

rogo

︹
＝
被
告
︺
に
対
し
て
、N

ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
と
呼
ば
れ
る
同
地
域
に

つ
き
、
君
主
で
あ
っ
た
余
の
父
が
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
（praeceptio

）
よ
っ
て
そ
こ
で
先
の
者M

agnoaldus

︹
＝
原
告
︺
の

T
husoneualle

修
道
院
に
譲
渡
し
た
だ
け
の
も
の
を
、
同D

rogo

︹
＝
被
告
︺
は
清
め
ら
れ
た
手
に
よ
っ
て
（ad sana m

ano

）
こ
の
あ

と
直
ち
に
返
還
す
る
義
務
を
負
い
、
ま
た
、
か
の
生
産
物
、
す
な
わ
ち
ブ
ド
ウ
あ
る
い
は
穀
物
あ
る
い
は
収
穫
物
で
、D

rogo

︹
＝
被
告
︺

が
送
っ
た
者
た
ち
が
そ
こ
で
略
奪
し
た
物
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
、
と
判
決
が
下
さ
れ
決
定
さ
れ
た
の
は
人
の
知
る
如
く
で
あ
る
。
そ
し

て
、D

rogo

︹
＝
被
告
︺
は
そ
の
結
果
そ
の
義
務
を
受
け
入
れ
た
（quod ita et ficit 

）。
そ
れ
故
に
、N

ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

︺
と

呼
ば
れ
る
所
有
地
（res

）
に
つ
き
、G

aerinus

が
そ
こ
で
所
有
し
て
い
た
・
そ
し
て
至
る
所
でG

aerinus

に
帰
属
し
て
い
た
・
そ
し
て

余
の
父
か
ら
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
（praeceptio

）
に
よ
っ
てT

husoneualle

修
道
院
に
譲
渡
し
た
だ
け
の
も
の
を
、Magnoaldus

︹
＝
原
告
︺

は
、同D

rogo

︹
＝
被
告
︺
や
そ
の
妻A

daltrutis

、両
者
の
相
続
人
た
ち
あ
る
い
は
他
の
何
人
に
で
あ
れ
対
抗
し
て
︹
本
判
決
に
基
づ
い
て
︺

こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
し
、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat helitiatum

）
よ
う
、
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
、
本
所
有
地
を
原
因
と

す
る
予
期
せ
ぬ
訴
訟
が
両
当
事
者
の
間
で
起
き
ぬ
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobim

m
us

）。

　
（C

., N
. T.

）A
igobercthus

がC
haldebercthus

に
命
ぜ
ら
れ
代
わ
り
に
確
認
し
た
（S. R

., N
. T.

）。

三
〇
五
七



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

五
四

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

 

（S. I.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　
（C

.
） 
余
の
治
世
の
三
年
目
、
三
月
十
四
日
に
作
成
し
た
も
の
が
交
付
さ
れ
た
、C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
て
、
神
の
御
名
に

お
い
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

は
、
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
二
九
五
／
三
二
五
×
四
〇
二
／
四
四
�
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
三－

�
五
mm
の
字
間
で
、

署
名
を
含
め
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
る
︹
図
４
：
ｅ
︺。
直
径
三
三
mm
の
円
形
で
あ
る
。

　

P
lacitum

の
最
初
の
行
に
出
て
く
る
省
略
記
号v. inl.

がvir inluster

（
尊
き
人
）
で
あ
る
の
か
、そ
れ
と
もviribus inlustribus

（
尊

き
人
々
に
）
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
は
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
で
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。B

ergm
ann

は
、v. inl.

は

前
者
の
意
味
で
だ
け
使
用
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る）
₁₅
（

。K
ölzer

に
は
、
前
者
の
事
例
も
後
者
の
事
例
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

試
訳
し
たP

lacitum

で
は
、前
者
の
事
例
が
（
２
）N

r. 103

︹31

︺、後
者
の
事
例
が
（
６
）N

r. 137

︹36

︺、そ
し
て
こ
のN

r. 149

︹40

︺。

残
り
は
不
明
で
あ
る
。

　

本P
lacitum

の
最
後
に
出
て
く
るA

igobercthus

は
、Chaldebercthus

な
る
人
物
に
代
わ
っ
て
本P

lacitum

の
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
本P

lacitum
 

が
初
出
で
あ
る
。

　

試
訳
中
に
出
て
く
る
国
王T

heuderichs

のpraeceptio

を
国
王
命
令
と
訳
す
べ
き
か
、国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
訳
す
べ
き
か
迷
っ
た
が
、

praeceptio

と
い
う
用
語
が
常
に
財
産
譲
渡
と
結
合
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
財
産
譲
渡
の
方
式
、
す
な
わ
ち
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
作
成
し
て

財
産
譲
渡
が
行
わ
れ
た
・
し
た
が
っ
て
当
事
者
は
こ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
所
持
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

三
〇
五
八
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にpraeceptio

と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
と
考
え
て
、
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
。

　

被
告D

rogo

は
、
本
件
の
陪
席
判
決
人
の
�
人
で
あ
る
﹁
尊
き
人
で
宮
宰
のP
ipinus

﹂
の
息
子
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被

告
は
敗
訴
し
て
い
る
。
拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
で
、
あ
る
司
教
が
、
自
分
が
原
告
で
あ
る
事
件
の
陪
席
判
決
人
に
な
っ
て
い
る
事
例
を
紹

介
し
て
お
い
た）
₁₆
（

。

　

試
訳
中
の
﹁
手
袋
を
は
め
た
手
に
よ
り
（m

ano vestita

）﹂﹁ 

清
め
ら
れ
た
手
に
よ
っ
て
（ad sana m

ano

）﹂
と
い
う
用
語
法
は
こ
れ

ま
で
紹
介
し
て
き
たP

lacitum

と
の
関
係
で
は
初
出
で
あ
る
。P

lacitum

以
外
の
文
書
を
含
め
て
、
こ
の
の
ち
こ
の
用
語
法
の
用
例
に
注

意
を
向
け
る
よ
う
に
し
た
い
。

　
︻
人
名
︼E

bling

に
よ
れ
ば
、
被
告D

orgo

の
義
父
はN

eustroburgund

の
著
名
な
宮
宰
で
あ
り
（S. 77 f.

）、
宮
中
伯

H
ociobercthus

はK
ölzer

本D
iplom

a, N
r. 141

に
出
て
く
る
セ
ネ
シ
ャ
ルC

hugobercthus

と
同
�
人
物
で
あ
る
（S. 121 f.

）。

B
ergm

ann

は
、C

haldebercthus

な
る
人
物
に
代
わ
っ
て
本P

lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のA

igobercthus 

は

先
の
（
８
）143

︹39

︺
に
出
て
く
る
、
国
王
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レA

igobertus

と
同
�
人
物
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

　
︻
開
廷
地
︼C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅱ－

15
︺。

　
︻
作
成
地
︼C

om
pendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅲ－
15
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼N

ocitum

︹N

ノ
ア
ジ
ー

oisy- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ワ
ー
ズ

ise

：
地
図
Ⅳ－
24
︺。

　
︻
そ
の
他
の
地
名
︼T

husoneualle

修
道
院
のT

husoneualle
は
、M
ム
ー
ル

ours

近
く
の T

ト
ゥ
ソ
ン
ヴ
ァ
ル

ussonval

か
、
あ
る
い
はC

ク
ル
イ

rouy- -e

ア
ン

n- -T

テ

ル

helle

近
く
のT
ussonval

の
よ
う
で
、M

ours

は
パ
リ
か
ら
や
や
北
北
西
へ
二
九
km
ほ
ど
の
所
。C

rouy-en-T
helle

は
パ
リ
か
ら
北
へ
三
五
km

ほ
ど
の
所
。C

rouy-en-T
helle

はM
ours

か
ら
北
北
東
へ
九
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

三
〇
五
九
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（
14
）N

r. 153

〔52

〕（original, 702 Februar 

（nach 20

）, C
arraciao

〔Q
uierzy

〕）

　

要
旨
：C

hildebert III. 

のP
lacitum

.

仮
装
裁
判
。
神
に
�
身
を
捧
げ
し
女
性
︹
＝
修
道
女
︺A

dalgude

と
他
界
せ
る
そ
の
夫

G
am

m
o

がS サ
ンt- -G

ジ
ェ
ル
マ
ン

erm
ain- -d

デ

es P

プ

レ

res

修
道
院
に
対
し
てL

em
ausus

修
道
院
を
か
つ
て
寄
進
し
た
こ
と
が
、
こ
のP

lacitum

に
お
い
て
確

認
さ
れ
て
い
る
。

 

七
〇
二
年
二
月
（
の
二
〇
日
以
降
）、　

 C
arraciao

︹Q

ギ
イ
ジ
ー

uierzy

︺

　

試
訳

　
（C

., N
. T.

） xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert  v. inl.  xxx

　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てC

arraciao
︹Q
ギ
イ
ジ
ー

uierzy

︺
に
あ
る
、
宮
宰G

rim
oaldus

の
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
に
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に

い
る
時
、
高
貴
な
人C

hedelm
arus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
来
て
、
神
に
�
身
を
捧
げ
し
︹
、
女
子
大
修
道
院
長
︺A

dalgudis

︹
＝

被
告
︺
の
、A

igatheus

な
る
名
前
の
使
者
︹
＝
被
告
代
理
人
︺
を
訴
え
た
（adversus...suggerebat

）
際
、Stam

pinsis

︹l’ 

É

エ

タ

ン

プ

tam
pois

︺
地
域
圏
（pagus

）
に
あ
るL

em
ausus

と
呼
ば
れ
る
修
道
院
に
つ
き
、
い
ず
れ
の
地
域
圏
（pagus

）
に
あ
る
物
で
あ
れ
そ

の
付
属
物
と
共
に
（cum

 adiecencias

）、
す
な
わ
ち
︹
利
用
可
能
な
︺
あ
ち
こ
ち
の
農
地
（territorium

）、
あ
ち
こ
ち
直
営
地
（villa

）、

あ
ち
こ
ち
住
居
（dom

us

）、︹
そ
の
他
の
︺
あ
ち
こ
ち
の
建
物
（aedeficium

）、
小
作
人
（accola

）
た
ち
、
マ
ン
キ
ピ
ア
（m

ancium

）

た
ち
、︹
解
放
さ
れ
て
自
由
に
な
っ
た
︺
自
由
人
（liberti

）
た
ち
、︹
利
用
可
能
な
︺
あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地
（cam

pus

）、
あ
ち
こ
ち
の

ブ
ド
ウ
畑
（vinea

）、
あ
ち
こ
ち
の
森
（silva

）、
あ
ち
こ
ち
の
牧
草
地
（pratus

）、
あ
ち
こ
ち
の
牧
場
（pascuum

）、
あ
ち
こ
ち
の
水

源
（aqua

）、︹
河
川
湖
沼
等
︺
水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
（aquarius

）、あ
ち
こ
ち
の
川
（decursio

）、あ
ち
こ
ち
の
製
粉
所
（farinaria

）、

飼
育
番
た
ち
付
の
︹
家
畜
の
︺
群
れ
（greges cum

 pastorebus

）、︹
生
計
維
持
や
安
全
確
保
の
︺
助
け
と
な
る
物
全
て
（praesidium

）、

三
〇
六
〇
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あ
れ
こ
れ
の
動
産
や
不
動
産
（m

obilis et im
m

.obilia

）、︹
漠
然
と
し
て
い
て
︺
特
定
で
き
な
い
あ
れ
こ
れ
の
物
（inexquisitus

）
と
共

に
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
、︹
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
、︺
故G

am
m

o

︹
＝
被
告
の
夫
︺
と
先
のA

dalgudis

︹
＝
被
告
︺
が
所
有
し

て
い
た
物
の
全
て
を
、
二
人
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
、
聖V

incentius

と
偉
大
な
御
方G

erm
anus

の
修
道
院
、
す
な
わ
ち
そ
の
偉

大
な
御
方G

erm
anus

が
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給
い
、
市
壁
で
固
め
ら
れ
た
都
市
パ
リ
市
に
（sub opidum

 P
arisiacae civetatis

）
建
立

さ
れ
し
、C

hedelm
arus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
そ
こ
で
指
揮
し
て
い
る
（preesse

）
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
修
道
院
に
、
故

G
am

m
o

︹
＝
被
告
の
夫
︺
と
先
のA

dalgudis

︹
＝
被
告
︺
は
譲
渡
し
た
、
と
申
し
立
て
、
そ
し
て
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
読
む
た
め
に
直
ぐ

に
差
し
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
注
意
深
く
読
ま
れ
た
あ
と
、
同A

igatheus

︹
＝
被
告
代
理
人
︺
は
、
余
や
余
の
偉
大
な
紳
士

た
ち
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
対
し
て
何
か
を
申
し
立
て
た
り
あ
る
い
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
を
望
む
か
、
と
質
問
さ
れ
、
直
ち

に
申
し
立
て
を
行
う
義
務
を
負
う
た
。
そ
こ
で
、A

igatheus

︹
＝
被
告
代
理
人
︺
は
、
高
貴
な
人C

hedelm
arus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺

が
提
出
し
た
そ
れ
ら
寄
進
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
真
実
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
（taliter assum

ere

）、
ま
た
そ
れ
ら
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
承
認

す
る
と
し
、
そ
れ
ら
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
対
し
て
何
か
を
申
し
立
て
る
つ
も
り
も
異
議
を
唱
え
る
つ
も
り
も
な
い
と
し
た
。
そ
れ
故
に
、
同

A
igatheus

︹
＝
被
告
代
理
人
︺
は
、
自
分
と
同A

dalgudis

︹
＝
被
告
︺
の
名
に
お
い
て
棒
（festuca

）
を
用
い
てL

em
ausus

修
道
院

を
上
述
の
如
き
そ
の
付
属
物
あ
る
い
は
帰
属
物
と
共
に
（cum

 adiecencias vel adpendiciis

）
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
放
棄
す
る
、

と
直
ち
に
表
明
し
た
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、A

igatheus

︹
＝
被
告
代
理
人
︺
は
同
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
対

し
て
何
か
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
・
そ
し
て
そ
の
あ
と
自
身
の
棒
（festuca

）
を
用
い
て
放
棄
す
る

と
直
ち
に
表
明
し
た
、
と
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人G

hyslem
arus

が
証
言
し
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再

現
し
︺、
ま
た
、
宮
中
伯
等
の
間
で
か
く
宣
言
さ
れ
（iudicare

）
た
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）、

そ
れ
故
に
、C

hedelm
arus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
等
は
、L

em
ausus

と
先
に
呼
ば
れ
て
い
る
同
修
道
院
に
つ
き
、
そ
こ
に
付
属
し
あ

三
〇
六
�
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る
い
は
帰
属
す
る
物
と
共
に
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
、す
な
わ
ち
故G

am
m

o

︹
＝
被
告
の
夫
︺
あ
る
い
は
そ
の
妻A

dalgudis

︹
＝
被
告
︺

が
二
人
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
聖V

incentius

と
偉
大
な
御
方G

erm
anus

の
修
道
院
に
譲
渡
し
た
物
・
同G

am
m

o

︹
＝
被
告
の
夫
︺

が
死
に
よ
り
遺
せ
し
物
を
先
のA

dalgudis

︹
＝
被
告
︺
や
そ
の
相
続
人
た
ち
の
反
対
な
し
に
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
永
久
に
聖

V
incentius

と
偉
大
な
御
方G

erm
anus

の
修
道
院
︹
＝
原
告
︺
の
側
の
た
め
に
あ
る
い
は
そ
の
修
道
院
の
指
導
者
（rector

）
た
ち
の
た

め
に
︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
し
（habiat evindecatum

）、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat 

elidiatum

）
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobem

us

）。
ま
た
、
本L

em
ausus

修
道
院
を
原
因
と
す
る
予
期
せ
ぬ
訴
訟
が
こ
の
の
ち
両
当
事
者

の
間
で
起
こ
ら
ざ
る
よ
う
、︹
余
は
命
ず
る
︺。（C

., N
. T.

） Beffa

が
確
認
し
交
付
さ
れ
た （S. R

., N
. T.

）。

 

（L
. S.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　

余
の
治
世
の
八
年
目
、
二
月
二
十
（
？
）
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、C

arraciao

︹Q

ギ
イ
ジ
ー

uierzy

︺ 

に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

は
、
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
四
七
二
／
五
〇
〇
×
三
�
七
／
三
三
二
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
五－

二
〇
mm
の
字
間
で
、

署
名
を
除
き
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
羊
皮
紙
の
横
、
縦
の
長
さ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
本
羊
皮
紙
は
横
長
で
あ
る
。
伝

承
さ
れ
て
い
るP

lacitum

の
う
ち
横
長
の
羊
皮
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
本P

lacitum

だ
け
で
あ
る
。
国
王
命
令
（
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
：

praecepta-P
räzepte

）
の
場
合
、
横
長
の
羊
皮
紙
が
使
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
（K

ölzer, S. 383

）。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
な
い
。
直
径
四
〇
mm
の
円
形
の
押
印
跡
が
あ
る
。

　

M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica. D

iplom
ata regum

 F
rancorum

 e stirpe M
erow

ingica, H
annover 1872

の
編
纂
者K

arl 

A
ugust F

riedrich P
ertz

は
、
本P

lacitum

に
出
て
く
る
寄
進
受
領
者
を
間
違
っ
て
聖D
ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
（K

ölzer, 

三
〇
六
二
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S. 383

）。

　

作
成
年
月
日
の
日
が
﹁
二
十
（
？
）
日
﹂
と
い
う
訳
に
な
る
の
は
、dies X

X

︹　

︺
と
い
う
よ
う
に
二
十
の
あ
と
の
文
字
が
失
わ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
︻
人
名
︼
宮
宰P

ippin 

の
息
子
のG

rim
oaldus

︹G
rim

ald

︺
が
本P

lacitum

に
お
い
て
初
め
て
宮
宰
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

　

宮
中
伯G

hyslem
arus

は
、
先
の
（
７
）N

r. 141

︹38

︺
の
冒
頭
で
コ
メ
ス
の
�
人
と
し
て
出
て
く
る
人
物
と
同
じ
で
あ
る
（E

bling, 

S. 160

）。

　

本P
lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のB

effa

は
本P

lacitum

に
だ
け
出
て
く
る
。

　
︻
開
廷
地
︼C

arraciao

︹Q

ギ
イ
ジ
ー

uierzy

：
地
図
Ⅱ－

14
︺。
パ
リ
か
ら
北
東
へ
九
二
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

　
︻
作
成
名
︼C

arraciao

︹Q

ギ
イ
ジ
ー

uierzy
：
地
図
Ⅲ－

14
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼L

em
ausus

修
道
院
の
所
在
地L

em
ausus

はL

リ

ム

ー

im
eux

︹C

シ
ェ
ー
ル

her

県
：
地
図
Ⅳ－

18
）
だ
、
と
い
う
こ
と
で
今
日

で
は
見
解
は
�
致
し
て
い
る
。
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
南
へ
�
八
八
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。　

　

係
争
対
象
所
在
地
がL

リ

ム

ー

im
eux

だ
と
す
る
と
、
係
争
対
象
所
在
地
域
圏
（pagus

）
はStam

pinsis

︹l’É

エ

タ

ン

プ

tam
pois

︺
で
あ
る
と
の
本

P
lacitum

の
記
述
は
書
き
手
の
書
き
間
違
い
で
、
そ
れ
は
今
日
のB

ベ
リ
ー

erry

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
こ
と
で
あ
る
（K

ölzer, S. 

383

）。

（
15
）　N
r. 155

〔53

〕（original, 709 A
pril 8, C

risciaeco

〔C
récy-en-P

onthieu

〕）

　

要
旨
：C

hildebert III. 

のP
lacitum

.

仮
装
裁
判
。
こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、L

eodefridus

は
、
名
の
挙
げ
ら
れ
た
売
却
財
産
を

聖
職
者A

udoinus

に
引
き
渡
せ
、
と
判
決
さ
れ
て
い
る
。

三
〇
六
三
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七
〇
九
年
四
月
八
日　

C
risciaeco

︹C

ク
レ
シ
ー

récy- -e

ア
ン

n- -P

ポ
ン
チ
ュ
ー

onthieu

︺

　

試
訳

　
（C

., N
. T.

）xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert  v. inl.  xxx

　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てC

risciaeco

︹C

ク
レ
シ
ー

récy- -e

ア
ン

n- -P

ポ
ン
チ
ュ
ー

onthieu

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
え

を
聞
き
ま
た
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
︹
そ
の
訴
え
に
︺
決
定
を
下
す
べ
く
い
る
時
、
高
貴
な
人
で
聖
職
者
のA

udoinus

︹
＝
原
告
︺

が
来
てL

eodefrid

と
い
う
名
前
の
者
︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
際
、A

udoinus

︹
＝
原
告
︺
は
︹
そ
れ
ぞ
れ
︺Tellao

︹L

ルe T

タ
ル
ー

alou

︺
地
域

圏
（pagus

）
に
あ
る
、C

hildriciaecas

と
呼
ば
れ
て
い
る
所
と
そ
れ
に
加
え
てT

axm
edas

でL
eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
父
の
故

G
odfridus

、
同
じ
く
母
の
故R

agam
berta

の
側
か
ら
遺
産
と
し
て
相
続
す
る
こ
と
に
よ
りL

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
所
有
に
帰
し
た
二

箇
所
の
マ
ン
ス
と
を
、
自
分
︹
＝
原
告
︺
の
お
金
を
渡
し
、
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
（vinditio

）
に
よ
っ
て
︹
原
告
︺
自
身
の
た
め
に
買
い
入

れ
た
、
と
申
し
立
て
、
そ
し
て
、
そ
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
、
読
む
た
め
に
直
ぐ
に
差
し
出
し
た
。
同
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
読
ま
れ
た
。
然

し
て
、
同L

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
が
そ
こ
に
直
ぐ
に
出
頭
し
た
際
、L

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
は
、Tellao 

︹L

ルe T

タ
ル
ー

alou

︺
と
い
う
先
に
名

の
挙
げ
ら
れ
た
地
域
圏
（pagus

）
に
︹
そ
れ
ぞ
れ
︺
あ
るC

hildriciaecas

と
そ
れ
に
加
え
てT

axm
edas

と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ

た
所
の
、L

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
父G

odfridus

、
同
じ
く
母R

agam
berta

の
側
か
ら
遺
産
と
し
て
相
続
す
る
こ
と
に
よ
り

L
eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
所
有
に
帰
し
た
二
箇
所
の
マ
ン
ス
と
を
聖
職
者
のA

udoinus

︹
＝
原
告
︺
に
売
却
し
た
か
・
あ
る
い
は
こ
の
こ

と
で
お
金
を
受
け
取
っ
た
か
・
あ
る
い
は
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
き
そ
れ
を
自
ら
作
成
し
、
宣
誓
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
願
い
・
あ
る
い
は

L
eodefrid

︹
＝
被
告
︺
は
自
ら
こ
の
こ
と
でA

udoinus

︹
＝
原
告
︺
の
保
証
人
で
あ
っ
た
か
、
と
質
問
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、L

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
は
、Tellao 

︹L

ルe T

タ
ル
ー

alou

︺ 

と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
地
域
圏
（pagus
）
に
︹
そ
れ
ぞ
れ
︺
あ
る
、C

hildriciaecas

と
そ

三
〇
六
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れ
に
加
え
てT

axm
edas

と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
所
の
、L

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
父
の
故G

odfridus

、
同
じ
く
母
の
故

R
agam

berta

の
側
か
ら
遺
産
と
し
て
相
続
す
る
こ
と
に
よ
りL

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
所
有
に
帰
し
た
二
箇
所
の
マ
ン
ス
と
を
同

A
udoinus

︹
＝
原
告
︺
に
売
却
し
・
そ
し
て
こ
の
こ
と
で
お
金
を
受
け
取
り
・
ま
た
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
き
そ
れ
を
作
成
し
、
宣
誓
し

て
保
証
す
る
こ
と
を
願
い
・
そ
し
て
こ
の
こ
と
でA

udoinus

︹
＝
原
告
︺
に
対
し
て
自
ら
保
証
人
を
引
き
受
け
た
、
と
直
ぐ
に
自
白
し
た
。

そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人B

ertoaldus

が
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ

そ
し
て
規
則
に
従
い
調
べ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺

如
く
判
決
す
る
（decrevisse
）
こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）、
そ
れ
故
に
、
先
のA

udoinus

︹
＝
原
告
︺
は
、Tellao

︹L

ルe 

T

タ
ル
ー

alou

︺
と
い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
地
域
圏
（pagus

）
に
︹
そ
れ
ぞ
れ
︺
あ
る
、C

hildriciaecas

と
そ
れ
に
加
え
てT

axm
edas

と

い
う
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
た
所
の
、L

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
父
の
故G

odfridus

、
同
じ
く
母
の
故R

agam
berta

の
側
か
ら
遺
産
と
し

て
相
続
す
る
こ
と
に
よ
りL

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
の
所
有
に
帰
し
た
二
箇
所
の
マ
ン
ス
と
を
、
あ
ち
こ
ち
の
屋
敷
地
（m

ansis

）、
あ
ち

こ
ち
の
土
地（terris

）、あ
ち
こ
ち
の
住
居（dom

us
）、あ
ち
こ
ち
の
そ
の
他
の
建
物（edeficiis

）、マ
ン
キ
ピ
ア
た
ち
、家
畜
ど
も（peculiis

）、

︹
生
計
維
持
や
安
全
確
保
の
︺
助
け
と
な
る
あ
れ
こ
れ
の
物
、
あ
ち
こ
ち
の
森
、
あ
ち
こ
ち
の
牧
草
地
、
あ
ち
こ
ち
の
牧
場
、
あ
ち
こ
ち
の

水
源
（aqua

）、︹
河
川
湖
沼
等
︺
水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
（aquarius

）、
あ
ち
こ
ち
の
川
（decursio

）、
あ
れ
こ
れ
の
動
産
や
不
動
産

（m
obilis et im

m
obilia

）、
あ
ち
こ
ち
の
耕
作
地
や
あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地
（cultis et incultis

）
と
共
に
、
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
、

全
て
、
ま
る
ご
と
・
何
で
あ
れ
先
の
二
箇
所
の
マ
ン
ス
で
、
ア
ロ
ー
ト
と
し
て
（de alote

）、
あ
る
い
は
買
入
れ
に
よ
り
、
あ
る
い
は
何

ら
か
の
方
法
で
の
獲
得
に
よ
り
そ
こ
でL

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
あ
る
い
は
支
配
さ
れ
て
い
た
物
を
、
聖
職
者
で
あ
る

先
のA

udoinus

︹
＝
原
告
︺
は
、
調
べ
ら
れ
た
（inspecta

）
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き
、
先
のL

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
あ
る
い
は
そ

の
相
続
人
た
ち
に
対
抗
し
て
、
そ
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所

三
〇
六
五
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同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
二

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

有
し
（habiat evindegatas

）、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat elidgatas

）
よ
う
、
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
あ
と
、
聖
職
者
で
あ
る

同A
udoinus

︹
＝
原
告
︺
に
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、先
のL

eodefrid

︹
＝
被
告
︺
あ
る
い
は
そ
の
相
続
人
た
ち
は
保
証
人
と
し
て
（in 

autoricio
）
何
人
に
対
し
て
もA

udoinus

︹
＝
原
告
︺
を
防
御
す
る
こ
と
に
努
め
る
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobim

m
us

）。

　
（C

.

）B
latchar

（ius

）
が
確
認
し
た
（S. R

., N
. T.

）。

 

（S. I.

）
さ
よ
う
な
ら
。

　

余
の
治
世
の
十
五
年
目
、
四
月
八
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、C

irsciaeco

︹C

ク
レ
シ
ー

récy- -e

ア
ン

n- -P

ポ
ン
チ
ュ
ー

onthieu

︺
に
て
、
神
の
御
名
に

お
い
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
右
側
の
縁
が
ひ
ど
く
損
傷
し
て
い
る
、
横
と
縦
が
そ
れ
ぞ
れ
二
九
〇
／
三
�
〇
mm
×
四
三
〇
／
四
五
〇
mm
の
羊
皮
紙
に
、

�
五
mm
の
字
間
で
、
署
名
を
除
き
、
�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
る
︹
図
４
：
ｆ
︺。
直
径
三
五
mm
の
円
形
で
あ
る
。

　

試
訳
中
に
﹁
ア
ロ
ー
ト
﹂
と
い
う
用
語
が
出
て
く
る
が
、
こ
こ
で
は
個
人
所
有
の
土
地
（
自
有
地
）
と
い
う
意
味
で
あ
る）
₁₇
（

。

　
︻
人
名
︼
紛
争
当
事
者
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本P

lacitum

が
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
で
保
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
試
訳
中

の
聖
職
者
は
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
関
係
者
と
い
う
見
方
も
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、
で
は
、
問
題
の
係
争
財
産
を
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
は
ど
の

よ
う
に
し
て
入
手
し
た
の
か
な
ど
分
か
っ
て
い
な
い
。

　

宮
中
伯B

ertoaldus

に
出
会
う
の
は
本P

lacitum

に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

　

本P
lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のB

latchar

（ius

）
は
、K

ölzer

本D
iplom

ata

のN
r. 159

（ S. 398

）
に
も
登

三
〇
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メ
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国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
三

場
し
て
い
る
。

　
︻
開
廷
地
︼C

risciaeco

︹C

ク
レ
シ
ー

récy- -e

ア
ン

n- -P

ポ
ン
チ
ュ
ー

onthieu

：
地
図
Ⅱ－

16
︺。
パ
リ
か
ら
北
北
西
へ
�
四
七
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

　
︻
作
成
地
︼C

risciaeco

︹C

ク
レ
シ
ー

récy- -e

ア
ン

n- -P

ポ
ン
チ
ュ
ー

onthieu

：
地
図
Ⅲ－

16
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼Tellao

︹L

ルe T

タ
ル
ー

alou

：
地
図
Ⅳ－

30
︺。
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
北
西
へ
�
四
〇
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。C

hildriciaecas

、

T
axm

edas

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
開
廷
地
お
よ
び
作
成
地
は
、L

e T
alou 

か
ら
北
東
へ
六
四
km
ほ
ど
の
所
で
あ
る
。

　

試
訳
中
に
傍
線
を
引
い
た
﹁
二
箇
所
の
マ
ン
ス
﹂
で
あ
る
が
、
二
番
目
の
傍
線
で
は
、
係
争
対
象
の
全
体
が
﹁
二
箇
所
の
マ
ン
ス
﹂
で
あ

っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
番
目
の
傍
線
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
�
番
目
の
傍
線
の
よ
う
に
、﹁
二
箇
所
の
マ
ン
ス
﹂
は

T
axm

edas

と
い
う
地
域
に
の
み
関
連
づ
け
て
書
か
れ
、
そ
し
て
こ
れ
に
加
え
てC

hildriciaecas

が
別
の
係
争
地
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

ど
う
整
合
性
を
つ
け
た
ら
い
い
の
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
私
に
は
不
明
で
あ
る
。

（
16
）　N

r. 156

〔54

〕（original, 709 D
ezem

ber 13, M
am

accas

〔M
ontm

acq

〕）

　

要
旨
：C

hildebert III. 

のP
lacitum

.

仮
装
裁
判
。
こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
大
市
の
間
、
商
人
た
ち
の
︹
支
払

う
︺
税
金
は
全
て
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
帰
属
す
る
、
と
判
決
さ
れ
て
い
る
。

 

七
〇
九
年
�
二
月
�
三
日 M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺

　

試
訳

　
（C
., N

. T.

） xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert  v. inlust. xxx

　

余
や
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
がM

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
い
る
時
、
余
の
守
護
者
で
あ
る
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
私
財
で

三
〇
六
七
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）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
四

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

あ
り
、
そ
の
偉
大
な
御
方
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

が
そ
こ
に
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給
う
聖
堂
の
大
修
道
院
長
で
高
貴
な
人D

alfinus

︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人

た
ち
が
来
て
、
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
のG

rim
oaldus

︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
際
、
余
の
祖
父
の
故C

hlodw
ig

あ
る
い
は
そ
の
あ
と
余
の

父
方
の
伯
父
のC

hilderich

あ
る
い
は
余
の
父
で
国
王
のT

heuderich

、
さ
ら
に
、
余
の
兄
弟C

hlothar

は
、
彼
等
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ

に
よ
っ
て
、
先
の
偉
大
な
御
方
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
祝
祭
日
に
合
わ
せ
て
か
の
市い
ち

に
来
た
（ad illo m

arcado advenientes

）、
サ
ク
ソ
ン
人
の
あ

る
い
は
い
ず
れ
で
あ
れ
諸
族
の
商
人
た
ち
全
て
の
︹
納
め
る
︺
ど
の
よ
う
な
関
税
（teleneus

）
で
あ
れ
そ
れ
を
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く

聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
長
き
に
亘
り
譲
渡
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
将
来
も
現
在
も
、
市い
ち
の
ま
さ
に
そ
の
時
に
は
い
つ
も
、
国
庫
の
側
に
よ
っ

て
パ
リ
地
域
圏
（pagus
）
な
い
し
同
パ
リ
市
（infra pago P

arisiaco aut in ipsa civetate

）
に
お
い
て
見
返
り
の
た
め
に
い
か
な
る

関
税
も
商
人
た
ち
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
︹
商
人
た
ち
か
ら
︺
徴
集
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
は
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
先
の
聖

堂
の
側
に
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
永
遠
に
譲
渡
さ
れ
そ
し
て
寄
進
さ
れ
た
、︹
と
、
申
し
立
て
た
︺。
そ
し
て
、D

alfinus

︹
＝
原
告
︺
の

代
理
人
た
ち
は
、
国
王
た
ち
の
先
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
、
読
む
た
め
に
す
ぐ
に
差
し
出
し
た
。
国
王
の
か
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
読
ま
れ
、
通

読
さ
れ
、
そ
し
て
、
関
税
は
そ
の
よ
う
に
し
て
同
国
王
た
ち
に
よ
っ
て
先
の
、
神
の
聖
所
に
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
、D

alfinus

︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
た
ち
は
、
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
の
・
ま
た
さ
ら
に
パ
リ
地
域
圏
（pagus

）

の
伯
（com

es

）
の
同G

rim
oaldus

︹
＝
被
告
︺
の
代
理
人
た
ち
が
同
関
税
の
半
分
を
自
分
た
ち
の
た
め
に
要
求
し
・
あ
る
い
は
奪
っ
た
、

と
申
し
立
て
た
。
余
の
宮
宰G

rim
oaldus

︹
＝
被
告
︺
の
代
理
人
た
ち
は
、聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
が
そ
こ
で
︹
関
税
の
︺
半
分
を
受
け
取
り
、

か
か
る
伯
（
宮
宰G

rim
oaldus

＝
被
告
）
が
そ
の
残
り
の
半
分
を
余
の
国
庫
の
側
の
た
め
に
受
け
取
る
の
が
長
き
に
亘
り
慣
習

（consuetudo

）
で
あ
っ
た
、
と
反
論
し
た
。D

alfinus

︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
た
ち
は
、
同
パ
リ
地
方
（locus

）
の
伯
（com

es

）
で
あ

っ
た
か
の
故G

airinus

は
力
づ
く
で
（per forcia

）
こ
の
慣
習
を
そ
こ
で
強
い
そ
し
て
同
関
税
の
半
分
を
か
つ
て
そ
こ
で
自
分
︹
＝
故

G
airinus

︺
た
ち
の
た
め
に
奪
い
、
か
く
し
てG

airinus

の
代
理
人
た
ち
は
そ
れ
を
再
び
宮
廷
に
与
え
、
そ
し
て
︹
そ
の
�
方
で
︺
か
の
国

三
〇
六
八
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メ
ロ
ヴ
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グ
時
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国
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lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち
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志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
五

王
の
か
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
い
て
は
常
に
完
全
に
そ
れ
ら
を
更
新
し
て
い
た
、
と
反
駁
し
た
。︹
そ
こ
で
︺
再
度
、
多
く
の
人
々
を
協
力

さ
せ
て
（per plures per sonas

）、
さ
ら
に
ま
た
先
の
国
王
た
ち
が
こ
の
こ
と
で
そ
も
そ
も
の
最
初
の
時
と
そ
し
て
そ
の
あ
と
に
完
全
な

状
態
で
与
え
・
そ
し
て
確
認
し
た
、
国
王
の
か
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
用
い
て
、
調
べ
が
行
わ
れ
た
（inquisitum

 est

）。
そ
の
結
果
、
尊
き

人
で
余
の
宮
宰
の
同G

rim
oaldus

︹
＝
被
告
︺
と
さ
ら
に
他
の
多
く
の
余
の
誠
実
の
士
た
ち
が
同
意
を
し
、
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
の
同

G
rim

oaldus

︹
＝
被
告
︺
の
代
理
人
た
ち
は
そ
の
こ
と
で
余
の
国
庫
の
側
を
代
理
し
てw

adium

を
用
い
て
同
関
税
に
つ
き
何
�
つ
欠
け

る
こ
と
な
く
聖D

ド
ゥ
ニ

enis
の
聖
堂
に
戻
す
義
務
を
負
う（revestire debirent

）、と
判
決
し（decrevisse

）あ
る
い
は
決
定
し
た（judecassi

）

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。G

rim
oaldus

︹
＝
被
告
︺
の
代
理
人
た
ち
は
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
こ
と
を
行
っ
た
。
さ
て
か
く
し
て
、
本
件
訴

訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
あ
る
い
は
終
結
さ
せ
ら
れ
あ
る
い
は
調
べ
ら
れ
あ
る
い
は
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
、
尊
き
人
で
あ

る
、
余
の
宮
中
伯R

igofredus

が
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
、
か
の
偉
大
な
御
方
聖

D

ド
ゥ
ニ

enis

が
そ
こ
に
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給
う
、
聖D
ド
ゥ
ニ

enis

の
修
道
院
の
側
やD

alfinus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
あ
る
い
は
そ
の
後
継
者
た
ち

は
、
同
聖
堂
の
あ
ち
こ
ち
の
土
地
（terra

）
に
関
係
し
て
・
ま
た
の
ち
に
同
じ
く
パ
リ
に
お
け
る
同
地
所
に
関
係
し
て
（de ipsa vice ad 

P
arsius

）、
調
べ
ら
れ
た
、
国
王
の
先
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
途
切
れ
ず
に
（om

ne tem
pore

）
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が

故
に
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
祝
祭
日
に
係
る
同
関
税
を
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
、︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
し
（habiat 

evindegatas

）、そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat elidgatas
）
よ
う
、余
は
命
ず
る
。
す
な
わ
ち
、か
つ
て
暴
力
行
為
が
不
意
に
起
き
て
、

聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
同
所
有
地
（vicus

）
に
関
係
し
て
、
市い
ち
の
開
催
場
所
（m

arcadus

）
が
︹
悪
く
︺
変
更
さ
れ
、
そ
の
市い
ち
は
パ
リ
市
で
、
聖

M
artinus 

聖
堂
と
聖L

aurentius

聖
堂
と
の
間
で
開
か
れ
︹
る
こ
と
に
な
っ
︺
た
（facio

）︹
の
だ
が
︺、
ま
た
︹
そ
の
�
方
で
︺
そ
の
時

か
ら
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
側
は
先
の
国
王
た
ち
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
同
所
に
お
い
て
（in ipso 

loco

）
あ
る
い
は
い
ず
こ
の
地
で
あ
れ
同
祝
祭
日
に
彼
ら
の
市い
ち
を
開
き
あ
る
い
は
商
売
を
営
む
た
め
に
、
先
の
国
王
た
ち
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ

三
〇
六
九



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
六

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
側
は
同
関
税
に
つ
き
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
受
け
取
る
よ
う
、︹
余
は
命
ず

る
︺。
す
な
わ
ち
、
不
意
に
生
じ
た
あ
る
い
は
暴
力
行
為
あ
る
い
は
密
告
の
た
め
に
、
そ
の
あ
と
、
市い
ち
の
開
催
場
所
は
別
の
所
に
︹
悪
く
︺

変
更
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
る
︹
の
だ
が
︺、
先
の
関
税
は
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
か
の
、
神
の
聖
所
に
現
在
お
よ
び
将
来

に
亘
り
同
聖D
ド
ゥ
ニ

enis

の
灯
明
と
し
て
畏
敬
す
べ
き
そ
の
聖
所
の
た
め
に
譲
渡
さ
れ
寄
進
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
よ
う
、︹
余
は
命
ず
る
︺。

そ
し
て
、
余
の
国
庫
の
側
と
、
同
じ
く
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
代
理
人
た
ち
の
間
で
ど
の
よ
う
な
訴
訟
、
争
い
も
起
き
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、︹
余
は

命
ず
る
︺。

　
（C

., N
. T.

） 　

A
ctulius

が
命
ぜ
ら
れ
て
確
認
し
た （S. R

., N
. T.

）。

 

（L
. S.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　

余
の
治
世
の
十
六
年
目
、
十
二
月
十
三
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺
に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
〇
／
四
�
〇
×
七
�
〇
／
七
三
〇
mm
の
羊
皮
紙
に
、
二
〇－

二
五
mm
の
字
間
で
、
署
名
を
除
き
、

�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
書
き
手
が
、
次
に
試
訳
す
る
（
17
）N

r. 157

︹55

︺
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
がO

ttenthal

に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
（K

ölzer, S. 389

）。

　
　

市い
ち
と
は
、
�
〇
月
に
開
催
さ
れ
る
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
大
市
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
な
い
。
直
径
三
〇
mm
の
円
形
の
押
印
跡
が
あ
る
。

　
︻
人
名
︼
本P

lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のA

ctulius
は
、K

ölzer

本D
iplom

ata

：N
r. 166

（ S. 414

）,  N
r. 

168

（ S. 418

）
に
も
登
場
す
る
。
宮
中
伯R

igofredus

、
大
修
道
院
長D

alfinus
は
次
の
（
17
）N

r. 157

︹55

︺
に
も
登
場
す
る
。

三
〇
七
〇



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
七

　
︻
開
廷
地
︼M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

：
地
図
Ⅱ－

20
︺。
パ
リ
か
ら
北
北
東
へ
お
よ
そ
七
四
km
の
所
に
あ
る
。

　
︻
作
成
地
︼M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

：
地
図
Ⅲ－

20
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼P

aris

︹
地
図
Ⅳ－

26
︺。

（
17
）　N

r. 157
〔55
〕（original, 709 D

ezem
ber 14, M

am
accas

〔M
ontm

acq

〕）

　

要
旨
：C

hildebert III. 

のP
lacitum

.

仮
装
裁
判
。
こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、
宮
宰G

rim
oald 

ジ
ュ
ニ
ア
（G

rim
oald d. J.

）
が

下
し
た
判
決
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、C

adolacio

︹C

シ
ャ
ア
リ

haalis

︺
に
あ
る
製
粉
所
が
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
帰
属
し
た
。

 

七
〇
九
年
�
二
月
�
四
日　

M
am

accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺

　

試
訳

　
（C

., N
. T.

） xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert  v. Inl（us

）t. xxx

　

余
の
守
護
者
で
あ
る
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
私
財
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

が
そ
こ
に
ご
遺
骸
で
安
ら
い
給
い
、
高
貴
な
人

D
alfinus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
管
理
者
と
し
て
指
揮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
聖
堂
の
代
理
人
︹
＝
原
告
代
理
人
︺
た
ち
が

来
て
、M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
で
、D

alfinus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
前
任
者
た
ち
が
同
聖
堂
のL

atiniaco

ヴ
ィ
ラ
（villa

）
に
お
い
て
長
き
に
亘
り
ず
っ
と
所
有
し
て
い
た
、U

erninsis

地
域
（term

inus

）
のC

adolacio

︹C

シ
ャ
ア
リ

haalis

︺
と
呼
ば

れ
て
い
る
所
（locus

）
に
あ
る
か
の
製
粉
所
（farinarius

）
に
つ
き
、
余
の
宮
宰G

rim
oaldus

の
代
理
人
︹
＝
被
告
︺
た
ち
は
そ
れ
を

手
放
さ
ず
（contracicerent

）、
そ
の
製
粉
所
は
宮
宰G

rim
oaldus

のU
erno

ヴ
ィ
ラ
の
�
部
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
、
と
申
し
立

て
た
。
さ
ら
に
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
︹
、
原
告
の
︺
同
代
理
人
た
ち
は
、
同
製
粉
所
は
極
め
て
長
い
年
月
の
間
同
聖
堂
のL

atiniaco

ヴ
ィ
ラ
に

三
〇
七
�



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
八

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

帰
属
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
、U

erno

ヴ
ィ
ラ
に
帰
属
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
、
ま
た
宮
宰

E
broinus

は
、然
る
べ
き
時
、同
聖
堂
が
い
つ
同L

atiniaco

ヴ
ィ
ラ
を
入
手
し
た
の
か
を
調
査
す
る
こ
と
を
し
、そ
し
て
そ
れ
は
彼
等
︹
＝

聖
堂
の
前
任
者
た
ち
︺
あ
る
い
は
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
所
に
完
璧
な
適
法
性
を
も
っ
て
当
然
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︹
と
し
た
︺、

と
申
し
立
て
た
。
か
く
し
て
そ
の
あ
と
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
のG

rim
oaldus

は
、
よ
り
注
意
深
く
調
べ
る
た
め
に
、
本
件
訴
訟
が
彼
︹
＝

宮
宰
のG

rim
oaldus

︺
の
下
に
来
る
よ
う
、
余
の
誠
実
の
士
た
ち
と
共
に
命
じ
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。
そ
の

結
果
、U

erno

の
者
六
人
とL

atiniaco

の
者
六
人
と
が
宮
宰G

rim
oaldus

の
礼
拝
堂
で
、
忘
れ
難
き
人
で
あ
る
聖M

artinus

の
マ
ン
ト

に
向
か
い
良
き
誠
実
さ
を
も
っ
て
（bone fideus

）、
同
製
粉
所
は
長
き
に
亘
り
ず
っ
と
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
同
修
道
院
のL

atiniaco

フ
ロ
ン
ホ

ー
フ
の
�
部
（ad ipso L

atiniaco curte

）
で
あ
っ
た
・
そ
し
て
そ
れ
は
完
璧
な
適
法
性
を
も
っ
て
そ
こ
に
当
然
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
、
と
声
を
揃
え
て
宣
誓
を
す
る
（coniurare

）
よ
う
、
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
のG

rim
oaldus

に
よ
っ
て
判
決
が
下
さ
れ
た

（judicare

）。
か
く
し
て
、
か
か
る
宣
誓
は
行
わ
れ
、︹
そ
し
て
、︺
尊
き
人
で
陪
席
判
決
人
（auditor

）
のR

igofridus

が
、
そ
れ
ら
︹
＝

�
二
人
︺
の
人
々
は
尊
き
人
で
宮
宰
のG

rim
oaldus

に
よ
っ
て
判
決
を
下
さ
れ
た
（judicare

）
通
り
に
宣
誓
を
し
た
し
・
全
て
の
事
柄

に
お
い
て
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
尊
き
人G

rim
oaldus

に
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
再
現

し
た
︺
如
く
、︹
宮
宰G
rim

oaldus

に
よ
っ
て
︺
彼
ら
に
判
決
が
下
さ
れ
た
（judicare

）。
そ
し
て
、
同
聖
堂
︹
＝
原
告
︺
の
代
理
人
た

ち
は
、
同
製
粉
所
を
判
決
に
従
い
（elidiato urdene

）
所
有
し
あ
る
い
は
支
配
す
べ
き
も
の
と
す
る
、
と
い
う
、
尊
き
人R

igofridus

が

自
ら
の
手
で
確
認
し
・
ま
た
余
の
宮
宰G

rim
oaldus

の
印
章
付
き
指
輪
で
押
印
さ
れ
た
判
決
ウ
ワ
ク
ン
デ
（judicium

）
を
受
け
取
っ
た
。

そ
の
あ
と
、
同
じ
く
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人G

rim
bercthus

に
代
わ
っ
て
そ
こ
に
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
尊
き
人
で
余
の

宮
中
伯
のB

ero

が
、
先
のR

igofridus

は
、
本
件
訴
訟
は
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
のG

rim
oaldus

の
面
前
で
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
判

決
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
彼
︹
＝R

igofridus

︺
の
証
言
を
公
に
告
げ
た
、
と
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴

三
〇
七
二



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

六
九

訟
の
結
果
を︹
余
に
︺再
現
し
た
︺如
く
、余
は
、余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
判
決
す
る（decrevisse

）こ
と
を
決
定
し
た（constetit

）、

︹
そ
し
て
、︺
そ
れ
故
に
、
先
の
︹
原
告
︺
代
理
人
た
ち
は
同D

alfinus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
や
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
の
側
の
た
め
に
同

製
粉
所
を
先
の
︹
宮
宰
︺G

rim
oaldus

や
あ
る
い
は
彼
の
代
理
人
た
ち
や
相
続
人
た
ち
、後
継
者
た
ち
に
よ
る
返
還
請
求
も
無
く
（absque 

repetition
）、
あ
る
い
は
何
人
に
で
あ
れ
対
抗
し
て
、
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
のG

rim
oaldus

の
、
調
べ
ら
れ
た
か
の
判
決
ウ
ワ
ク
ン
デ
に

基
づ
き
（inspecto illo iudicio

）、
そ
の
判
決
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
如
く
、︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま

で
も
所
有
し
、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat helitiatum

）
よ
う
、
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
、
本
製
粉
所
を
原
因
と
す
る
予
期
せ
ぬ
訴

訟
が
両
当
事
者
の
間
で
起
き
ぬ
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iubem

us

）。

　
（C

., N
. T.

）　

D
agobert

（us
） 
がA

ngilbalus

の
代
わ
り
に
確
認
し
た （S. R

., N
. T.

）。

 

（L
.S.

）　

さ
よ
う
な
ら
。

　

余
の
治
世
の
十
六
年
目
、
十
二
月
十
四
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺
に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
六
／
三
六
〇
×
三
九
七
／
四
三
七
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
三－

�
五
mm
の
字
間
で
、
署
名
を
除
き
、

�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
残
っ
て
い
な
い
。
直
径
二
五
mm
の
円
形
の
押
印
跡
が
あ
る
。

　

試
訳
中
にad villa......L

atiniaco

（L
atiniac v

ヴ
ィ
ラ

illa

）
と
い
う
表
現
とad ipso L

atiniaco curte

（L
atiniaco c

ク
ル
テ
ィ
ス

urtis

）
と
い
う
表
現

と
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、villa

とcurtis

と
は
本P

lacitum

で
は
同
義
語
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ィ
ラ
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
で
次
の
よ
う
な
説
明
を
注
記
し
て
お
い
た
。﹁
森
本
芳
樹
﹃
西
欧
中
世
初
期
農
村
史
の
革
新―

最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ

三
〇
七
三



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

七
〇

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

パ
学
界
か
ら
﹄
木
鐸
社
、
二
〇
〇
七
年
は
、
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
（
三
�
六－

三
�

八
頁
）。
ヴ
ィ
ラ
は
荘
園
で
な
い
ば
か
り
か
領
主
支
配
の
場
を
も
意
味
し
な
い
と
い
う
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ヴ
ィ
ラ
を
荘
園
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
限
定
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
見
解
、
古
典
型
の
荘
園
制
で
は
な
い
が
領
主
支
配

の
場
で
あ
る
と
い
う
見
解
、
ヴ
ィ
ラ
は
王
領
の
よ
う
な
﹃
大
き
な
単
位
ば
か
り
で
な
く
よ
り
小
さ
く
て
下
位
に
位
置
す
る
在
地
領
主
た
ち
の

支
配
領
域
を
も
指
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
修
道
院
以
下
複
数
の
領
主
が
土
地
領
主
制
と
バ
ン
領
主
制
の
い
ず
れ
に
も
属
す
る
多
様

な
権
限
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
﹄
見
解
等
々
で
あ
る
﹂（
五
九
頁
）。

　

N
ierm

eyer

に
よ
れ
ば
、c ク
ル
テ
ィ
ス

urtis

に
はF

ronhof einer D
om

äne

（
直
領
地
の
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
）
の
意
味
が
あ
る
。
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
に

つ
い
て
は
、
先
の
（
11
） N

r. 141
︹38
︺
の
解
説
で
﹁
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
荘
園
）
の
中
心
地
﹂
と
し
て
理
解
し
て
お
い
た
。v

ヴ
ィ
ラ

illa

と
い
う
用
語
は
先
の
（
６
）N

r. 103 ︹31
︺
のP

lacitum

や
そ
の
あ
と
のP

lacitum

に
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
が
、
私
は
そ
の
意
味
を

c

ク
ル
テ
ィ
ス

urtis

と
共
に
﹁
領
主
の
支
配
領
域
﹂
と
し
て
大
雑
把
に
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
︻
人
名
︼
本P

laictum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
のA

ngilbalus

は
、
次
の
（
18
）N

r. 158

︹56

︺
に
も
出
て
く
る
。
宮

中
伯
で
尊
き
人G

rim
bercthus

は
ほ
か
で
は
出
て
こ
な
い
（E

bling, S. 164.

）。

　
︻
開
廷
地
︼M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

：
地
図
Ⅱ－

20
︺。

　
︻
作
成
地
︼M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

：
地
図
Ⅲ－

20
︺。

  

︻
係
争
対
象
所
在
地
︼　

仮
装
の
係
争
物
の
製
粉
所
の
あ
るC

adolacio
︹C
シ
ャ
ア
リ

haalis

︺
地
方
は
、
パ
リ
か
ら
や
や
東
北
東
寄
り
で
四
�
km
ほ

ど
の
所
の
コ
ミ
ュ
ヌ
（com

m
une

）F

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

ontaine- -C

シ
ャ
ア
リ

haalis

︹
地
図
Ⅳ－
10
︺
の
あ
た
り
か
、
あ
る
い
は
、
パ
リ
か
ら
ほ
ぼ
北
東
へ
三
九
km
ほ

ど
の
所
の
コ
ミ
ュ
ヌT

ト

リ

ニ

horigny-s シ
ュ
ル

ur-M

マ
ル
ヌ

arne

︹
地
図
Ⅳ－

11
︺
の
あ
た
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（K

ölzer

本D
iplom

ata, B
d. II., 

S. 734

）。

三
〇
七
四
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三
巻
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七
�

（
18
）　N

r. 158

〔56

〕（K
opie, 710 Februar 10, M

am
accas

〔M
ontm

acq

〕）

　

要
旨
：C

hildebert III. 

のP
lacitum

.

仮
装
裁
判
。
こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、Siclandus

と
そ
の
妻
に
よ
っ
て
売
却
さ
れ
た

M
aurcurte

︹M

モ
ー
ル
ク
ー
ル

aurecourt

︺
の
財
産
の
帰
属
を
尊
き
人R

agnesindus

に
認
め
て
い
る
。

 

七
�
〇
年
二
月
�
〇
日　

M
am

accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺

　

試
訳

 （C
.

）  xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hildebert  v. inl. xxx　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てM

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
、

あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
ま
た
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（ricta judicia

）︹
そ
の
訴
え
に
︺
決
定
を
下
す
べ
く
い
る
時
、
そ
こ
に
、
尊

き
人R

agnesindus

︹
＝
原
告
︺
が
来
て
、Siclandus

︹
＝
被
告
︺
と
い
う
名
前
の
者
と
そ
の
妻D

ina

︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
際
、

P
insciancinse

︹L

ルe P

パ

ン

ス

レ

incerais

︺
地
域
圏
（pagus

）
の
中
のM

aurcurte

︹M

モ
ー
ル
ク
ー
ル

aurecourt

︺
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
に
あ
る
、Siclandus

の
妻D

ina

︹
＝
被
告
︺
の
父
親
の
側
か
ら
適
法
に
彼
等
︹
＝
被
告
た
ち
︺
の
所
有
に
帰
し
た
彼
等
︹
＝
被
告
た
ち
︺
の
地
所
（portio

）
を
、

す
な
わ
ち
あ
ち
こ
ち
の
土
地
（terris

）、
あ
ち
こ
ち
の
屋
敷
地
（m

ansis

）、
あ
ち
こ
ち
の
ブ
ド
ウ
畑
（vinis

）、
あ
ち
こ
ち
の
森
（silvis

）、

あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地
（cam

pis

）、
あ
ち
こ
ち
の
牧
草
地
（pratis

）、
あ
ち
こ
ち
の
牧
場
（pascuis

）、
あ
ち
こ
ち
の
水
源
（aquis

）、︹
河

川
湖
沼
等
︺
水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
（aquarum

ve

）、
あ
ち
こ
ち
の
川
（decursibus

）、
あ
れ
こ
れ
の
動
産
や
不
動
産
（m

ovilebus 

et im
m

ovilebus

）、
飼
育
番
た
ち
付
の
︹
家
畜
の
︺
群
れ
（greges cum

 pastorebus

）、
そ
し
て
、
彼
等
︹
＝
被
告
た
ち
︺
が
そ
こ
で

所
有
し
あ
る
い
は
支
配
し
て
い
た
物
の
全
て
を
、自
分
︹
＝
原
告
︺
の
お
金
を
渡
し
（data sua pecunia

）、売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
（vinditio

）

に
よ
っ
て
自
分
︹
＝
原
告
︺
た
ち
の
た
め
に
買
い
入
れ
た
、
と
申
し
立
て
、
そ
し
て
、
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
、
読
む
た
め
に
直
ぐ
に
差
し
出

し
た
。
同
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
読
ま
れ
た
。
然
し
て
、同Siclandus

︹
＝
被
告
︺
が
そ
こ
に
直
ぐ
に
来
る
や
否
や
（dum

）、Siclandus

︹
＝

三
〇
七
五
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三
巻
七
号�

七
二

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
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代
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国
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lacita
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み
る
裁
判
の
か
た
ち

被
告
︺
は
、
先
のP

insciancinse 

︹L

ルe P

パ

ン

ス

レ

incerais

︺
地
域
の
中
の
か
のM

aurcurte

︹M

モ
ー
ル
ク
ー
ル

aurecourt

︺ 

と
呼
ば
れ
て
い
る
所
に
あ
る
、

Siclandus

︹
＝
被
告
︺
と
そ
の
妻D

ina

︹
＝
被
告
︺
の
か
の
地
所
を
同R

agnesindus

︹
＝
原
告
︺
に
売
却
し
た
か
・
あ
る
い
は
こ
の
こ

と
で
お
金
（precium

）
を
受
け
取
っ
た
か
・
あ
る
い
は
同
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
（vinditio

）
に
つ
き
そ
れ
を
自
ら
作
成
し
、
宣
誓
し
て
保

証
す
る
（firm

are

）
こ
と
を
願
い
・
あ
る
い
はSiclandus

︹
＝
被
告
︺
自
身
は
自
ら
と
そ
の
妻
のD

ina

︹
＝
被
告
︺
に
関
係
し
て

R
agnesindus

︹
＝
原
告
︺
の
保
証
人
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
か
、
と
質
問
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
同Siclandus

︹
＝
被
告
︺
は
、
先
の

P
insciancinse ︹L

ルe P

パ

ン

ス

レ

incerais

︺
地
域
の
中
の
か
のM

aurcurte

︹M

モ
ー
ル
ク
ー
ル

aurecourt

︺ 

と
呼
ば
れ
て
い
る
所
に
あ
る
、Siclandus

︹
＝
被
告
︺

と
そ
の
妻D

ina

︹
＝
被
告
︺
の
か
の
地
所
を
先
のR

agnesindus

︹
＝
原
告
︺
に
売
却
し
た
・
そ
し
て
こ
の
こ
と
で
お
金
（pretium

）
を

受
け
取
っ
た
・
ま
た
同
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
をR

agnesindus

︹
＝
原
告
︺
の
た
め
に
作
成
す
る
こ
と
お
よ
び
宣
誓
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
願

っ
た
し
、Siclandus

︹
＝
被
告
︺
自
身
と
そ
の
妻
のD

ina

︹
＝
被
告
︺
に
関
係
し
てR

agnesindus

︹
＝
原
告
︺
の
保
証
人
で
あ
る
こ
と

を
願
っ
た
、
と
直
ぐ
に
自
白
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
の
ち
、
何
人
に
対
し
て
も
保
証
人
で
あ
る
こ
と
を
た
め
ら
う
こ
と
は
な
か
っ
た
︹
、
と

直
ぐ
に
自
白
し
た
︺。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
（procerebus

）
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
同
じ
く
尊
き
人
の

R
atberthus

に
代
わ
っ
て
居
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
尊
き
人Ingobertus

が
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
規
則
に
従
い
こ

の
よ
う
に
宣
言
さ
れ
た
（quod ac causa talitersic acta vel iudecata fuissit per ordenem

）、
と
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝

訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
く
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）、
そ
れ
故
に
、
先
の

R
agnesindus

︹
＝
原
告
︺
は
先
のP

insciancinse

︹L

ルe P

パ

ン

ス

レ

incerais
︺ 
地
域
の
中
の
か
のM

aurcurte

︹M

モ
ー
ル
ク
ー
ル

aurecourt

︺
に
お
い
て
、︹
漠

然
と
し
て
い
て
︺
特
定
で
き
な
い
あ
れ
こ
れ
の
物
（inexquisitus
）
全
て
と
共
に
か
の
如
く
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
（ad 

integrum

）、
調
べ
ら
れ
た
（inspecta

）
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き
、
先
のSiclandus

︹
＝
被
告
︺
や
そ
の
妻
のD

ina

︹
＝
被
告
︺

あ
る
い
は
彼
等
の
相
続
人
た
ち
に
対
抗
し
て
、︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
（habiat evindecatum

）
す
る
よ
う
、

三
〇
七
六
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七
三

余
は
命
ず
る
（iubem

us

）。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
あ
と
、
同R

agnesindus

︹
＝
原
告
︺
や
そ
の
相
続
人
た
ち
に
必
要
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
先
のSiclandus

︹
＝
被
告
︺
や
そ
の
妻
のD

ina

︹
＝
被
告
︺
あ
る
い
は
彼
等
の
相
続
人
た
ち
は
、
そ
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
保
証
人
と
し
て
（in autoricio

）
何
人
に
対
し
て
もR

agnesindus

︹
＝
原
告
︺
を
防
御
す
る
こ
と
に
努
め
る
よ

う
、︹
余
は
命
ず
る
︺。（L

.S.

） 

さ
よ
う
な
ら
。

　
（C

.

） Chaldom
iris

がA
ngylbaldus

に
代
わ
っ
て
確
認
し
た （S. R

., N
. T.

）　

余
の
治
世
十
四
年
目
、
二
月
十
日
に
作
成
し
た
も
の
が

授
与
さ
れ
た
、M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

︺ 

に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
�
七
世
紀
初
頭
ま
で
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
あ
と
の
ゆ
く
え
は
分
か
ら
な
い
。Sigillum

（
印
章
）
に

つ
い
て
は
写
し
の
た
め
不
明
。

　
︻
人
名
︼
訴
訟
当
事
者
は
本P

lacitum

以
外
で
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　
︻
開
廷
地
︼M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

：
地
図
Ⅱ－
20
︺。

　
︻
作
成
地
︼M

am
accas

︹M

モ
ン
マ
ッ
ク

ontm
acq

：
地
図
Ⅲ－
20
︺。　

　
︻
係
争
物
所
在
地
︼M

aurcurte

︹M

モ
ー
ル
ク
ー
ル

aurecourt

：
地
図
Ⅳ－
22
︺。
パ
リ
の
中
心
部
か
ら
北
西
へ
お
よ
そ
二
四
km
の
所
に
あ
る
。

（
19
）　N
r. 167

〔57

〕（O
riginal, 716 M

ärz 7,  C
onpendio

〔C
om

piègne

〕）

　

要
旨
：C

hilperich II. 

のP
lacitum

.

こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、C

hilperich II.

は
、B

acio superiore

︹
上か
み

のB
acio =

 

B

ベ

ズ

ezu- -l

ラa- -F

フ
ォ
レ

orêt

︺
に
あ
る
係
争
地
の
半
分
を
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
に
渡
す
よ
う
、F

riulfus
に
命
じ
て
い
る
。

三
〇
七
七
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か
た
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七
�
六
年
三
月
七
日 C

onpendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺

　

試
訳

　
（C

., N
. T.

） xxx 

フ
ラ
ン
ク
人
の
王C

hilperich　

v. inl（us

）t.  xxx

　

余
と
余
の
偉
大
な
紳
士
（procerum

）
た
ち
がC

onpendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
あ
る
余
の
宮
廷
に
い
る
時
、F

riulfus

︹
＝
原
告
︺

と
い
う
名
前
の
あ
る
者
が
、
余
の
守
護
者
で
あ
る
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
私
財
で
あ
る
聖
堂
の
高
貴
な
人M

artinus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
を
訴

え
た
際
、F

riulfus

︹
＝
原
告
︺
は
、Superiore B
aciuo

︹B

ベ

ズ

ezu- -l

ラa- -F

フ
ォ
レ

orêt

︺
と
呼
ば
れ
る
所
でF

riulfus

︹
＝
原
告
︺
の
義
父
の
故

E
dro

か
らF

riulfus

︹
＝
原
告
︺
の
取
り
分
（portio

）
と
し
てF

riulfus

︹
＝
原
告
︺
に
適
法
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
、

M
artinus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
は
不
法
に
（m

alo ordine

）
自
分
の
下
に
留
め
置
く
こ
と
を
し
（contradicerit

）、略
奪
し
た
（post 

se retenirit

）、
と
申
し
立
て
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、M

artinus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
は
、E

do

と
言
う
名
前
の
、
先
の
故E

dro

の
︹
実
の
︺
息
子
が
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
修
道
士
の
高
貴
な
人C

hrodcharius

に
売
却
し
た
の
だ
、と
答
え
た
（dedit in respunsis

）。
そ
し
て
、

そ
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
直
ぐ
に
読
む
た
め
に
差
し
出
し
た
。
同
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
読
ま
れ
た
が
、
し
か
し
、F

riulfus

︹
＝
原
告
︺
と

M
artinus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
と
は
お
互
い
に
反
駁
し
合
っ
た
の
で
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
に
よ
っ
て
、F

riulfus

︹
＝
原
告
︺
は

Superiore B
aciuo

︹B

ベ

ズ

ezu- -l

ラa- -F

フ
ォ
レ

orêt

︺
と
呼
ば
れ
る
先
の
所
の
か
の
︹
係
争
︺
地
の
何
等
か
半
分
を
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
側
で
所
有
す
る
よ
う
に

な
す
べ
き
義
務
を
負
う
、
と
判
決
さ
れ
た
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
尊
き
人
のU

uarno

が
、

本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
調
べ
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（quod ac causa sic acta vel inquesita fuissit 

denuscitur

）、
と
証
言
し
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
︺、
言
明
し
た
（fuit iudecatum

）
如
く
判
決
す
る

（decrevisse

）
こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）、
そ
れ
故
に
、Superiore B

aciuo
︹B
ベ

ズ

ezu- -l

ラa- -F

フ
ォ
レ

orêt

︺ 

と
呼
ば
れ
る
先
の
所
の
か
の
︹
係

三
〇
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六
三
巻
七
号�

七
五

争
︺
地
の
半
分
に
つ
き
、
そ
の
半
分
︹
の
地
︺
に
あ
る
物
は
何
で
あ
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
土
地
（terris

）、
あ
ち
こ
ち
住
居
（dom

us

）、︹
そ

の
他
の
︺あ
ち
こ
ち
の
建
物（aedeficium

）、小
作
人（accola

）た
ち
、マ
ン
キ
ピ
ア（m

ancium

）た
ち
、あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地（cam

pis

）、

あ
ち
こ
ち
の
森
（silvis

）、あ
ち
こ
ち
の
牧
草
地
（pratis

）、あ
ち
こ
ち
の
牧
場
（pascuis

）、あ
ち
こ
ち
の
水
源
（aqua

）、︹
河
川
湖
沼
等
︺

水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
（aquarum

ve

）、
あ
ち
こ
ち
の
川
（decursibus

）、
同
地
に
属
す
る
付
属
物
、
帰
属
物
（adiecenciis, 

apendiciis ad se pertinentis

）、
家
畜
ど
も
（pecuniis

）、︹
生
計
維
持
や
安
全
確
保
の
︺
助
け
と
な
る
物
全
て
（praesidium

）、
あ
ち

こ
ち
の
製
粉
所
（farinaria
）、飼
育
番
た
ち
付
の
︹
家
畜
の
︺
群
れ
（greges cum

 pastorebus

）、何
で
あ
れ
確
認
で
き
る
物
全
て
（om

nia 

et ex om
nibus rem

 exquseita

）
と
共
に
、
そ
の
半
分
︹
の
地
︺
の
物
の
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
、
同M

artinus

︹
＝
被
告
︺
は
、

調
べ
ら
れ
た
（inspecta

）、
残
存
し
て
い
る
彼
︹
＝
被
告
︺
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き
（vel estante eorum

 astrom
enta

）、
先
の

F
riulfus

︹
＝
原
告
︺
や
そ
の
相
続
人
た
ち
に
よ
っ
て
返
還
請
求
さ
れ
る
こ
と
無
く
（absque repetitione

）、︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の

の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
（habiant evindicata
）
し
、
そ
の
所
有
権
を
防
御
（eldiata

）
す
る
こ
と
・
そ
し
て
先
のF

riulfus

︹
＝
原
告
︺、

そ
の
相
続
人
た
ち
と
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

en
is

の
代
理
人
た
ち
と
の
間
で
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
予
期
せ
ぬ
訴
訟
が
起
き
ぬ
よ
う
（sit 

inter .....subita causacio

）、
余
は
命
ず
る
（iobim

m
us

）。
そ
し
て
、
同M

artinus

︹
＝
被
告
︺
は
、
同F

riulfus

︹
＝
原
告
︺
に
対
抗

し
て
、
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
か
の
聖
堂
の
代
表
者
と
し
て
、
別
の
何
等
か
半
分
︹
の
地
︺
の
何
等
か
の
収
穫
や
同
じ
く
そ
の
何
等
か
半
分

︹
の
地
︺
をw

adium

を
用
い
て
為
さ
れ
た
同F

riulfus

︹
＝
原
告
︺
の
誓
約
に
基
づ
き
直
ぐ
に
譲
渡
さ
れ
た
（fuit transsolsissae

）
が

故
に
、
同M

artinus

︹
＝
被
告
︺
と
同
じ
く
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis
の
側
は
、
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
、
同F

riulfus

︹
＝
原
告
︺
や
そ
の
相

続
人
た
ち
に
よ
り
返
還
請
求
さ
れ
る
こ
と
無
く
（absque repetitione
）、
同F

riulfus

︹
＝
原
告
︺
の
誓
約
に
基
づ
き
同
収
穫
に
つ
き
い

か
な
る
義
務
も
負
わ
ず
ま
た
い
か
な
る
要
求
も
免
れ
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
（ducti et secure valiant resedire

）、
と
、
余
は
命
ず
る

（iobim
m

us

）。

三
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み
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裁
判
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た
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（C

., N
. T.

）E
rm

edram
nus

が
確
認
し
た　
（S. R

., N
. T.

）。

 

（L
. S.

）
さ
よ
う
な
ら
。

　

余
の
治
世
の
�
年
目
、
三
月
七
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、C
onpendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

︺
に
て
、
神
の
御
名
に
お
い
て
、

幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
横
と
縦
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
〇
／
三
〇
八
×
三
六
八
／
三
七
〇
mm
の
羊
皮
紙
に
、
�
四－

�
七
mm
の
字
間
で
、
署
名
を
除
き
、

�
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

　

Sigillum

（
印
章
）
は
�
七
二
�
年
に
は
ま
だ
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
あ
と
い
ず
れ
か
の
時
点
で
失
わ
れ
、
残
っ
て
い
る
の
は
直

径
二
五
mm
の
円
形
の
押
印
跡
で
あ
る
。

　

本P
lacitum

の
書
き
手
は
、
共
に
七
�
六
年
に
作
成
さ
れ
た
、K

ölzer

本D
iplom

ata

中
の N

r. 166, 168, 170

の
書
き
手
と
同
�
で

は
な
い
か
と
い
う
主
張
が
あ
る
。

　
︻
国
王
︼C

hilperich II.

はD
aniel

と
い
う
名
前
で
聖
職
者
に
な
っ
て
い
た
が
、
七
�
六
年
、
四
〇
歳
代
前
半
（
四
�
歳
～
四
五
歳
く
ら

い
の
時
）
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
国
の
国
王
に
な
っ
て
い
る
。
七
�
七
年
に
対
立
国
王C

hlothar IV.

を
立
て
ら
れ
る
が
、
七
�
九
年
に
そ
の

対
立
国
王
が
死
去
す
る
こ
と
に
よ
り
再
び
単
独
の
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
国
国
王
に
な
っ
て
い
る
。

　
︻
人
名
︼
宮
中
伯U

uarno

︹
＝W

arno

︺
は
、
先
の
（
10
）137

︹36
︺
に
登
場
し
て
い
る
。
本P

lacitum

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ

レ
ン
ダ
ー
ル
のE

rm
edram

nus

は
、
先
の
（
13
）149

︹40

︺
に
セ
ネ
シ
ャ
ル
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

　

聖D

ド
ゥ
ニ

enis

の
修
道
士
の
高
貴
な
人C

hrodcharius

は
、
先
の
（
８
）135

︹35
︺
で
、
原
告
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

三
〇
八
〇
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︻
開
廷
地
︼C

onpendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅱ－

15
︺。

　
︻
作
成
地
︼C

onpendium

︹C

コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ

om
piègne

：
地
図
Ⅲ－

15
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼Superiore B

aciuo

︹B

ベ

ズ

ezu- -l

ラa- -F

フ
ォ
レ

orêt

：
地
図
Ⅳ－

１
︺。

（
20
）N

r. 187
〔60
〕（K

opie, 726 M
ärz 3, P

ontegune

〔P
onthion

〕）

　

要
旨
：T

heuderich IV. 

のP
lacitum

.

仮
装
裁
判
。
こ
のP

lacitum

に
お
い
て
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
は
、
尊
き
人E

rm
enteus

か
ら
買

い
入
れ
たC

am
eliacinsis

︹L
ルe C
シ
ャ
ン
ブ
リ
オ
ワ

ham
bliois

︺
地
域
圏
に
あ
る
、B

audrino

︹B

ボ
ラ
ン

oran- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ア
ー
ズ

ise

︺
ヴ
ィ
ラ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

 

七
二
六
年
三
月
三
日　

P
ontegune

︹P

ポ
ン
シ
オ
ン

onthion

︺

　

試
訳

　

フ
ラ
ン
ク
人
の
王T

heoderich v. inl.　

余
が
神
の
御
名
に
お
い
てP

ontegune

︹P

ポ
ン
シ
オ
ン

onthion

︺ 

に
あ
る
余
の
宮
廷
に
余
の
誠
実
の
士

（fidelis

）
た
ち
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
ま
た
公
正
に
審
理
す
る
こ
と
に
よ
り
（ricta judicia

）︹
そ
の
訴
え
に
︺
決
定
を
下
す
べ

く
い
る
時
、
余
の
守
護
者
で
あ
る
偉
大
な
御
方
で
殉
教
者
のD
ド
ゥ
ニ

enis

の
私
財
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

が
そ
こ
に
ご
遺
骸
で
安

ら
い
給
い
、
高
貴
な
人G

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
管
理
者
と
し
て
指
揮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
聖
堂
の
代
理
人

た
ち
が
来
て
尊
き
人E

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
際
、C

am
eliacinse 

︹L

ルe  C

シ
ャ
ン
ブ
リ
オ
ワ

ham
bliois

︺
地
域
圏
（pagus

）
に
あ
る
、

H
yssera

川
の
向
こ
う
側
に
あ
る（super fluvium

 H
yssera

）Baudrino ︹B
ボ
ラ
ン

oran- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ア
ー
ズ

ise

：
オ
ワ
ー
ズ
川
の
向
こ
う
側
に
あ
る
ボ
ラ
ン
︺

と
呼
ば
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
で
、
共
に
故
人
で
あ
る
、E

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
の
父
親N

ordebertus

と
兄
弟G

unthecharius

か
らE

rm
enteus ︹

＝
被
告
︺
が
適
法
に
与
え
ら
れ
た
ヴ
ィ
ラ
を
、E

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
は
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
の
側
の
た
め

三
〇
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メ
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ヴ
ィ
ン
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時
代
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国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

に
高
貴
な
人G

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
譲
渡
し
た
し
・
あ
る
い
は
︹
か
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ

に
つ
き
︺
宣
誓
し
て
保
証
し
た
、
と
申
し
立
て
、
そ
こ
で
、
か
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
読
む
た
め
に
直
ぐ
に
差
し
出
し
た
。
か
の
売
却
ウ
ワ

ク
ン
デ
は
読
ま
れ
た
、
そ
し
て
同E

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
が
直
ぐ
に
来
る
や
否
や
、
余
の
偉
大
な
紳
士
（proceres

）
た
ち
に
よ
っ
て
、

E
rm

enteus
︹
＝
被
告
︺
に
対
し
て
、E

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
は
か
のB

audrino

︹B

ボ
ラ
ン

oran- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ア
ー
ズ

ise

︺
ヴ
ィ
ラ
を
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
の
側
の
た
め
に
同G

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
売
却
し
た
か
・
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
で
お
金
（precium

）
を
受
け

取
っ
た
か
・
あ
る
い
はE

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
は
こ
の
こ
と
でG

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
保
証
人
で
あ
っ
た
か
、
と
質

問
を
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
同E

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
は
、
先
に
名
前
の
出
たC

am
eliacinse

︹L

ルe C

シ
ャ
ン
ブ
リ
オ
ワ

ham
bliois

︺
地
域
圏
の
中
の
か

のB
audrino

︹B

ボ
ラ
ン

oran- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ア
ー
ズ

ise
︺ 
と
い
う
所
の
か
の
ヴ
ィ
ラvilla

を
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
の
側
の
た
め
に
同G

odobaldus

大

修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
に
売
却
し
・
そ
し
てG

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
が
満
足
し
た
（juxta sui aptificatio

）
そ
の
直
ぐ

あ
と
に
そ
の
こ
と
で
お
金
を
受
け
取
っ
た
・
そ
し
て
か
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
き
そ
れ
を
自
ら
作
成
す
る
こ
と
お
よ
び
宣
誓
し
て
保
証
す

る
（firm

are

）
こ
と
を
願
っ
た
し
・
ま
た
こ
の
こ
と
で
こ
の
の
ち
保
証
人
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
、
と
直
ぐ
に
自
白
し
た
。
そ
の
あ
と
、

余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
尊
き
人C

um
rodobaldus

が
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
調
べ
ら

れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
証
言
し
た
（testim

oniare
）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
判
決
す
る
（decrevisse

）

こ
と
を
決
定
し
た
（constetit

）、
そ
れ
故
に
、
先
の
︹
原
告
︺
代
理
人
た
ち
は
、
か
の
高
貴
な
人G

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺

と
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
の
た
め
にC

am
eliacinse

︹L

ルe C
シ
ャ
ン
ブ
リ
オ
ワ

ham
bliois

︺
地
域
圏
に
あ
る
先
に
名
の
挙
げ
ら
れ
たB

audrino

︹B

ボ
ラ
ン

oran- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ア
ー
ズ

ise

︺
ヴ
ィ
ラ
を
、あ
ち
こ
ち
の
土
地
（terris

）、あ
ち
こ
ち
の
住
居
（dom

us

）、あ
ち
こ
ち
の
建
造
物
（superpositum

）、

あ
ち
こ
ち
の
そ
の
他
の
建
物
（edeficiis

）、
小
作
人
（accola

）
た
ち
、
マ
ン
キ
ピ
ア
た
ち
、
あ
ち
こ
ち
の
ブ
ド
ウ
畑
（vinea

）、
あ
ち
こ

ち
の
森
（silva

）、︹
利
用
可
能
な
︺
あ
ち
こ
ち
の
未
耕
作
地
（cam

pus

）、あ
ち
こ
ち
の
牧
草
地
（pratus

）、あ
ち
こ
ち
の
牧
場
（pascuum

）、

三
〇
八
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あ
ち
こ
ち
の
水
源
（aqua

）、︹
河
川
湖
沼
等
︺
水
の
あ
る
あ
ち
こ
ち
の
所
（aquarius

）、
あ
ち
こ
ち
の
川
（decursio

）、
あ
れ
こ
れ
の
動

産
や
不
動
産
（m

obilis et im
m

obilia

）、
家
畜
ど
も
（peculiis

）、︹
生
計
維
持
や
安
全
確
保
の
︺
助
け
と
な
る
物
全
て
（praesidium

）、

あ
ち
こ
ち
の
製
粉
所
（farinaria

）、
飼
育
番
た
ち
付
の
雌
雄
の
︹
家
畜
の
︺
群
れ
（gregis cum

 pastorius utriusque generis 

sexus

）、
そ
の
ヴ
ィ
ラ
の
物
で
あ
る
・
あ
る
い
は
そ
こ
に
つ
な
が
る
（ad se pertinetis vel aspicientis

）
全
て
の
付
属
物
あ
る
い
は
帰

属
物
と
共
に
（cum

 om
ne adiecencias vel adpendiciis

）
何
�
つ
欠
け
る
こ
と
な
く
（ad integrum

）
ま
る
ご
と
（om

nia et ex 

om
nebus

）、
調
べ
ら
れ
た
（inspecta

）
か
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
（strum

enta

）
に
基
づ
き
、
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
所
有
し
（habeant 

evindegata

）、
そ
の
所
有
権
を
防
御
す
る
（habiat elediata

）
よ
う
、
余
は
命
ず
る
（iobim

m
us

）。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
あ
と
、
同

G
odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
や
偉
大
な
御
方D

ド
ゥ
ニ

enis

の
聖
堂
に
、
あ
る
い
はG

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
の
後
継

者
た
ち
に
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
か
のE

rm
enteus

︹
＝
被
告
︺
や
そ
の
相
続
人
た
ち
は
、
か
の
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
示
さ

れ
て
い
る
如
く
、保
証
人
と
し
て
（in autoricio
）
何
人
に
対
し
て
もG

odobaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
等
を
防
御
す
る
（desinsare

）

こ
と
に
努
め
る
よ
う
、︹
余
は
命
ず
る
（iobim

m
us

）︺。

　

G
aorebaldus

がE
onardus 

に
代
わ
っ
て
確
認
し
た
。

　

余
の
治
世
六
年
目
、
三
月
三
日
に
作
成
し
た
も
の
が
授
与
さ
れ
た
、P

ontegune

︹P

ポ
ン
シ
オ
ン

onthion

︺ 

に
あ
る
余
の
宮
廷
に
て
、
幸
あ
れ
。

解
説

　
︻
形
式
な
ど
︼
本P

lacitum

の
最
後
で
被
告E

m
enteus

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
の
記
載
形
式
は
義
務
の
中
身
を
含
め
、
先
の
（
９
）、

（
12
）、（
15
）
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　

Sigillum

（
印
章
）
に
つ
い
て
は
写
し
の
た
め
不
明
。

三
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︻
国
王
︼T

heuderich IV.

は
七
�
�
年
を
過
ぎ
た
い
ず
れ
か
の
年
に
生
ま
れ
、
七
三
七
年
に
他
界
し
て
い
る
。
�
〇
歳
に
も
満
た
な
い

年
齢
で
あ
っ
た
七
二
�
年
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
国
国
王
に
な
っ
て
い
る
。

　
︻
人
名
︼
被
告E

rm
enteus

の
父
親N

ordebertus

は
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
王
国
国
王T

heuderich III. 

（
在
位
六
七
五
年－

六
九
�
年
）

に
よ
っ
て
全
王
国
の
宮
宰
に
任
命
さ
れ
たP

ippin

と
昵
懇
の
間
柄
の
人
物
で
あ
る
。
先
の
（
９
）、（
11
）
で
は
、N

ordebertus

は
第
�

ラ
ン
ク
の
司
教
に
次
ぐ
第
二
ラ
ン
ク
に
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。K

ölzer

本D
iplom

ata

のN
r. 147

（698 , A
pril 8

）
で
は
、

C
hildebert III.

の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
と
し
て
登
場
し
て
い
る
（E

bling, S. 196

）。

　

被
告E

rm
enteus

は
、
先
の
（
11
）、（
13
）
で
も
出
会
う
の
で
あ
る
が
、（
11
）
に
はN

ordebertus

も
出
て
く
る
の
で
、
そ
こ
で
は
、

親
子
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。K

ölzer

に
よ
れ
ば
、
被
告E

rm
enteus

の
兄
弟G

unthecharius

はC
hilperich II. 

治
世

下
の
コ
メ
ス
（com

es

）
で
あ
っ
た
（S. 466

）。

　

宮
中
伯C

um
rodobaldus

は
ほ
か
で
は
出
て
こ
な
い
。

　
︻
開
廷
地
︼P

ontegune

︹P

ポ
ン
シ
オ
ン

onthion

：
地
図
Ⅱ－
27
︺。
パ
リ
か
ら
東
へ
�
五
八
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

　
︻
作
成
地
︼P

ontegune

︹P

ポ
ン
シ
オ
ン

onthion

：
地
図
Ⅲ－
27
︺。

　
︻
係
争
対
象
所
在
地
︼B

audrino ︹B

ボ
ラ
ン

oran- -s

シ
ュ
ル

ur- -O

オ
ア
ー
ズ

ise

：
地
図
Ⅳ－

５
︺。
パ
リ
か
ら
北
へ
五
二
km
ほ
ど
の
所
に
あ
る
。

三　

裁
判
の
か
た
ち

　
（
�
）　

二
者
択
�
判
決
の
位
置
づ
け

三
〇
八
四
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（
１
）　

二
者
択
一
判
決
は
中
間
判
決

　

私
は
、
前
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
で
、D

ieter W
erkm

üller

に
従
い
、
裁
判
の
か
た
ち
を
、
特
徴
的
な
か
た
ち
と
�
般
的
な
か
た
ち
に

ま
ず
分
け
、
特
徴
的
な
か
た
ち
の
例
と
し
て
、
出
廷
す
る
と
の
約
束
を
違
え
た
者
に
係
る
不
出
廷
裁
判
（V

ersäum
nisverfahren

）、
召
喚

に
�
切
応
じ
な
い
者
に
係
る
召
喚
不
服
従
裁
判
（U

ngehorsam
sverfahren

）、
裁
判
に
名
を
借
り
た
権
利
確
認
行
為
で
あ
る
仮
装
裁
判

（Scheinprozeß
）
を
あ
げ
た）
₁₈
（

。
�
般
的
な
か
た
ち
の
例
の
�
つ
は
弁
論
を
経
て
明
確
な
判
決
（eindeutiges U

rteil

）
が
下
さ
れ
る
か
た

ち
と
、
も
う
�
つ
は
以
下
で
問
題
に
す
る
二
者
択
�
判
決
（zw

eizüngiges U
rteil

）
が
下
さ
れ
る
か
た
ち
で
あ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
二
〇
通
のP

lacita

を
こ
れ
ら
の
分
類
に
従
い
区
分
し
よ
う
と
す
る
時
、
�
番
の
難
点
に
な
る
の
が
、
二
者
択

�
判
決
に
係
る
裁
判
の
か
た
ち
で
あ
る
。
何
が
難
点
か
と
言
う
と
、関
係
す
る
五
通
のP

lacita

（N
r. 79, 126, 135, 137, 141

）
に
よ
れ
ば
、

二
者
択
�
判
決
は
そ
れ
に
続
く
開
廷
日
に
下
さ
れ
る
判
決
を
前
提
に
し
た
先
行
判
決
で
し
か
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
二
者
択
�
判
決
に
係
る

裁
判
は
、
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
に
続
く
次
の
裁
判
を
第
二
開
廷
日
と
す
る
第
�
開
廷
日
に
あ
た
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
で
自
己
完
結
す
る
裁

判
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る）
₁₉
（

。　

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
の
次
の
見
解
の
特
に
傍
線
部
分
が
私
の
記
憶
に
あ
る
こ
と
に
よ

る
）
₂₀
（

。
引
用
で
は
﹁
二
枚
舌
﹂
判
決
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
用
語
法
を
避
け
て
﹁
二
者
択
�
﹂
判
決
と
い
う
用
語
を

用
い
て
い
る）
₂₁
（

。

３　

判
決
は
被
告
の
態
度
い
か
ん
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
内
容
を
持
つ
。︹
略
︺。（
ｂ
）　

被
告
が
無
責
任
を
主
張
し
た
と
き
は
、
判
決

は
証
明
に
つ
い
て
決
定
す
る
と
と
も
に
、
証
明
が
成
功
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
被
告
が
︹
原
告
に
︺
給
付
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
も
、

決
定
を
く
だ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
判
決
は
必
然
的
に
証
拠
判
決
で
あ
る
と
同
時
に
終
局
判
決
で
あ
り
、﹁
二
枚
舌
の
﹂

三
〇
八
五
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判
決
と
な
る
（“ iu

ret a
u

t com
p

n
a

t“

︹﹁
宣
誓
す
る
か
贖
罪
す
る
か
せ
よ
︺）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
裁
判
所
の
活
動
は
こ
の
判
決
の

宣
告
に
よ
っ
て
終
了
し
、
証
明
そ
の
も
の
は
裁
判
外
で―

時
と
し
て
は
証
人
の
面
前
に
お
い
て―

相
手
方
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

︹
傍
線
は
岩
野
に
よ
る
︺。

　

ミ
ッ
タ
イ
ス
は
二
枚
舌
︹
＝
二
者
択
�
︺
判
決
は
終
局
判
決
で
あ
り
、
二
枚
舌
︹
＝
二
者
択
�
︺
判
決
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
義
務
を
訴

訟
当
事
者
が
履
行
す
る
場
は
﹁
裁
判
外
﹂、
つ
ま
り
法
廷
外
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
関
係
す
るP

lacita

を
見
る
限
り
、
二
枚
舌

︹
＝
二
者
択
�
︺
判
決
は
終
局
判
決
に
係
る
次
回
の
法
廷
の
開
廷
を
当
然
の
ご
と
く
予
定
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
こ
の
点
の
説
明

で
あ
る
。

　

先
の
四
通
のP

lacita

（N
r. 79, 126, 137, 141

）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
前
半
に
、
先
行
し
て
出
さ
れ
た
二
者
択
�
判
決

を
挿
入
し
て
い
る
。N

r. 79

の
そ
れ
は
、
被
告
に
対
し
て
、
被
告
が
所
持
し
て
い
る
と
主
張
す
る
売
却
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
十
四
夜
の
の
ち
法
廷

に
持
参
し
提
出
せ
よ
、
と
命
じ
て
い
る
。N

r. 126
の
そ
れ
は
、
被
告
に
対
し
て
、
係
争
地
を
三
十
年
と
さ
ら
に
�
年
の
間
途
切
れ
る
こ
と

な
く
所
持
し
て
い
た
、
と
い
う
主
張
に
間
違
い
が
な
い
こ
と
を
、
六
人
の
宣
誓
補
助
者
と
�
緒
に
国
王
の
礼
拝
堂
で
宣
誓
せ
よ
、
と
命
じ
て

い
る
。N

r. 137

の
そ
れ
は
、
被
告
に
対
し
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
保
証
を
引
き
受
け
て
い
な
い
、
と
い
う
主
張
に
間
違
い
が
な
い
こ
と
を
、

三
人
の
宣
誓
補
助
者
と
�
緒
に
あ
る
司
教
の
面
前
で
宣
誓
せ
よ
、
司
教
の
面
前
で
の
そ
の
宣
誓
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
国
王
の
法
廷

で
宣
誓
せ
よ
、
と
被
告
に
対
し
て
命
じ
て
い
る
。N

r. 141

の
そ
れ
は
、
被
告
に
対
し
て
証
言
を
命
じ
て
い
る
。

　

こ
の
四
通
の
う
ちN

r. 79, 137, 141

は
不
出
廷
裁
判
に
係
るP

lacita
で
、
そ
の
後
半
に
は
、
前
記
の
先
行
判
決
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被

告
は
出
廷
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
被
告
の
不
出
廷
が
法
廷
に
お
い
て
公
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
が
書
き
記
さ
れ
、
そ
の
上
で
、N

r. 79

で

は
係
争
地
の
返
還
に
加
え
賠
償
金
の
支
払
い
を
、N

r. 137

で
は
賠
償
金
の
支
払
い
を
、N

r. 141

で
は
係
争
地
の
返
還
に
加
え
賠
償
金
の
支

三
〇
八
六
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払
い
を
被
告
に
命
じ
る
判
決
が
書
か
れ
て
い
る
。N

r. 126

のP
lacitum

に
は
、
被
告
は
出
廷
し
、
先
行
判
決
で
命
じ
ら
れ
た
通
り
の
宣
誓

を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
係
争
地
の
所
有
を
被
告
に
認
め
る
、
と
い
う
判
決
が
後
半
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

二
者
択
�
判
決
に
係
るP

lacitum

で
残
る
�
通
のN

r. 135

は
、
二
者
択
�
判
決
が
出
さ
れ
た
あ
と
そ
れ
を
書
き
記
し
た
、
純
粋
の
二
者

択
�
判
決
書
で
あ
る
点
で
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
四
通
と
は
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
書
は
次
の
開
廷
日
を
明
記
し
、
被
告
に
対
し

て
、
四
十
夜
後
で
、
直
近
の
九
月
二
十
日
に
開
廷
さ
れ
る
法
廷
に
、
被
告
が
所
持
し
て
い
る
と
い
う
被
告
の
権
利
を
証
明
す
る
売
却
ウ
ワ
ク

ン
デ
を
持
参
し
提
出
せ
よ
、
と
明
文
を
以
て
命
じ
て
い
る
。

　

史
料
類
型
は
異
な
る
が
、
私
は
か
つ
て
拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
で
、
二
者
択
�
判
決
書
に
係
る
法
律
文
例
を
二
点
紹
介
し
た
際
、
そ
れ

ら
の
二
者
択
�
判
決
を
先
行
判
決
と
す
る
判
決
の
法
律
文
例
も
示
し
て
お
い
た）
₂₂
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
検
討
の
限
り
で
は
、
二
者
択
�
判
決
は
そ
れ
に
続
く
開
廷
日
に
下
さ
れ
る
判
決
を
前
提
に
し
た
先
行
判
決
、
す
な
わ
ち
中

間
判
決
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
先
行
判
決
を
前
提
に
し
て
別
の
開
廷
日
に
下
さ
れ
る
判
決
が
終
局
判
決
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）　notitia paricola

　

二
者
択
�
判
決
が
中
間
判
決
で
あ
る
こ
と
を
示
す
用
語
が
、先
の
五
通
のP

lacita

の
中
のN

r. 137

に
出
て
く
る
。notitia paricola

が
、

そ
れ
で
あ
る
。notitia paricola

は
、charta paricula, carta paricola, carta partita, carta paricla

と
重
な
る
用
語
で
あ
る
。

N
ierm

eyer

は
、N

r. 137

のnotitia paricola

な
ど
を
例
示
し
て
、﹁
紛
争
の
両
当
事
者
に
交
付
さ
れ
る
、︹
同
�
内
容
の
・
も
し
く
は
正

副
の
、︺
二
通
の
、
成
文
の
中
間
判
決
文
書
﹂
に
特
に
関
係
し
てpariculus
が
使
わ
れ
て
い
る
用
例
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
る）
₂₃
（

。

　

H
ilfsw

örterbuch 1 

は
、carta paricola

（
⇒C

hirographum

）、carta partita

（
⇒C

hirographum

）
の
見
出
し
語
で
次
の
よ
う

な
趣
旨
の
説
明
を
し
て
い
る
。
�
枚
の
羊
皮
紙
の
上
に
同
じ
文
章
を
二
度
（
ま
た
は
そ
れ
以
上
）
繰
り
返
し
て
書
き
、
そ
し
て
、
同
�
文
章

三
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と
同
�
文
章
と
の
間
に
何
か
�
つ
の
単
語
（
例
え
ばC

hirographum

）
を
縦
長
の
字
体
で
書
き
入
れ
、
そ
の
あ
と
、
そ
の
単
語
を
割
る
か

た
ち
で
羊
皮
紙
を
切
断
し
て
作
成
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
がcarta paricola

、carta partita

で
あ
る
、
と
。
こ
の
説
明
に
従
え
ば
、carta 

partita
の
訳
語
に
は
、
割
符
ウ
ワ
ク
ン
デ
あ
る
い
は
符
節
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
ふ
さ
わ
し
い
か
と
思
う
が
、
し
か
し
、N

r. 137, 141

のP
lacita

が
こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
試
訳
で
は
、
文
章
が
符
合
し
て
い
る
、
と
い
う
点
の

推
定
だ
け
に
止
め
て
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
い
る
。

　

宮
松
浩
憲
の
労
作
は
）
₂₄
（

paricula

に
﹁
双
葉
文
書
﹂
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い
る
が
、﹁
双
﹂
は
﹁
二
﹂
と
い
う
数
字
と
結
び
つ
い
て
い
る

の
で
、charta paricula
が
三
箇
所
な
い
し
そ
れ
以
上
切
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、﹁
双
葉
﹂
と
い
う
訳
語
は
誤
解
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
る
。
宮
松
は
、﹁
双
葉
文
書
﹂
に
つ
い
て
、
人
々
は
、
文
書
が
﹁
簡
単
に
偽
造
さ
れ
る
こ
と
に
気
付
き
、
ま
た
公
正
な
写
し
を

持
参
し
て
も
、
そ
の
写
し
が
公
的
文
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
な
い
小
さ
な
係
争
に
関
し
て
は
容
易
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
か

ら
﹂、
�
枚
の
羊
皮
紙
に
同
じ
文
章
を
繰
り
返
し
書
い
て
、
そ
れ
ら
文
章
の
間
に
い
く
つ
か
の
大
文
字
を
書
き
、
そ
の
大
文
字
を
割
る
か
た

ち
で
羊
皮
紙
を
切
断
し
、paricula

を
作
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
説
明
し
て
い
る
。

　

念
の
た
め
に
、notitia paricola

は
中
間
判
決
書
の
た
め
だ
け
の
用
語
で
は
な
く
て
、
中
間
判
決
書
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
事
例
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

（
３
）　

二
者
択
一
判
決
の
表
現
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て

　

ミ
ッ
タ
イ
ス
は
、
二
者
択
�
判
決
の
表
現
ス
タ
イ
ル
を
、﹁
宣
誓
す
る
か
贖
罪
す
る
か
せ
よ
﹂
と
い
う
言
い
方
に
象
徴
さ
せ
て
い
る
。
要

す
る
に
、﹁
斯
く
斯
く
の
証
明
を
す
る
か
あ
る
い
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
相
手
方
当
事
者
に
対
し
て
斯
く
斯
く
の
責
め
を
果
た
せ
﹂、

と
い
う
﹁
あ
れ
か
こ
れ
か
﹂
の
表
現
形
式
に
、﹁
二
枚
舌
﹂
あ
る
い
は
﹁
二
者
択
�
﹂
と
言
わ
れ
る
所
以
が
あ
る
。
拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂

三
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で
紹
介
し
た
法
律
文
例
は
こ
の
表
現
形
式
に
重
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
先
の
五
通
のP

lacita

に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
表
現
形
式
に
重
な
る
の
はN

r. 135

だ
け
で
あ
る
。
ほ
か
の
四
通
のP

lacita

に
は
、
斯
く
斯
く
の
証
明
を
せ
よ
、
と
い
う
部
分
の
記
述
し
か
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
﹁
あ
れ
か
こ
れ
か
﹂
の
う
ち
の
﹁
あ

れ
か
﹂
の
部
分
に
つ
い
て
の
記
述
し
か
な
い
。

　

そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
四
通
のP

lacita

が
、N

r. 135

や
言
及
し
た
法
律
文
例
と
は
違
っ
て
二
者
択
�
判
決
そ
の
も
の
を
書
き
記

す
こ
と
を
目
的
に
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
は
な
く
、
終
局
判
決
を
書
き
記
す
こ
と
を
目
的
に
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
だ
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
終
局
判
決
の
判
決
書
に
必
要
な
の
は
中
間
判
決
の
全
文
で
は
な
く
、
斯
く
斯
く
の
証
明
を
せ
よ
、
と
い
う
﹁
あ
れ
か
﹂
の
部
分

で
あ
り
、
そ
の
﹁
あ
れ
か
﹂
が
中
間
判
決
の
命
じ
た
通
り
に
実
行
さ
れ
た
か
否
か
を
書
き
記
す
の
が
終
局
判
決
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
（
二
）　

裁
判
の
か
た
ち

（
１
）　

分
類

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、二
者
択
�
判
決
に
係
る
裁
判
を
そ
れ
自
体
独
立
さ
せ
て
分
類
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
の
点
を
前
提
に
し
て
、

二
〇
通
のP

lacita

に
お
け
る
裁
判
の
か
た
ち
を
分
類
す
る
作
業
に
戻
る
と
、
不
出
廷
裁
判
の
事
例
が
三
件
（N

r. 79, 137, 141

）、
そ
も
そ

も
召
喚
に
応
じ
な
い
召
喚
不
服
従
裁
判
の
事
例
は
ゼ
ロ
件
、
仮
装
裁
判
の
事
例
は
八
件
（N

r. 136, 143, 153, 155, 156, 157, 158, 

187

）、
明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
裁
判
の
事
例
は
八
件
（N

r. 88, 93, 94, 95, 103, 126, 149, 167. 

た
だ
しN

r. 103

は
偽
文
書
、

N
r. 126

は
中
間
判
決
を
経
た
上
で
明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
事
例
）
で
あ
る
。
ほ
かN

r. 135

は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
二
者
択
�
判

決
に
の
み
係
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
あ
る
。

三
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（
２
）　

不
出
廷
裁
判

　

N
r. 79

の
係
争
対
象
は
ブ
ド
ウ
畑
、N

r. 141

の
そ
れ
は
小
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
で
共
に
不
動
産
で
あ
る
。N

r. 137

の
そ
れ
は
保
証
で
、

A
nsebercthus

な
る
者
が
油
千
五
百
リ
ブ
ラ
、
良
質
の
ブ
ド
ウ
酒
百
モ
デ
ィ
ウ
ス
を
原
告
に
納
め
る
件
の
保
証
人
に
な
る
こ
と
を
、
被
告

は
引
き
受
け
た
の
か
否
か
が
争
点
で
、
保
証
の
中
身
は
、A

nsebercthus

な
る
者
が
履
行
を
怠
っ
た
場
合
の
、
被
告
か
ら
の
原
告
へ
の
銀

十
リ
ブ
ラ
の
支
払
い
で
あ
る
。

　

N
r. 137

の
こ
の
事
例
が
興
味
深
い
の
は
、
中
間
判
決
が
出
さ
れ
た
場
所
、
し
た
が
っ
て
裁
判
が
始
ま
っ
た
の
が
司
教Sygofridus

の
下

の
法
廷
で
、
終
局
判
決
が
出
さ
れ
た
の
は
国
王
の
法
廷
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ほ
か
の
全
て
の
事
例
は
国
王
の
法
廷
で
裁
判
が
始
ま
り
、

そ
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。

　

N
r. 137

に
は
、
も
う
�
つ
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
司
教Sygofridus

の
下
の
法
廷
で
の
中
間
判
決
の
中
で
、
終
局
判
決
に
係

る
証
明
を
行
う
機
会
が
時
間
差
を
設
け
て
二
つ
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
�
つ
目
の
機
会
は
、
法
廷
は
引
き
続
き
司
教Sygofridus

の
法
廷
、
そ
こ
で
、
被
告
が
三
人
の
宣
誓
補
助
者
と
共
に
宣
誓
を
す
る
、
と
い
う
も
の
。
そ
し
て
、
二
つ
目
の
機
会
は
、
�
つ
目
の
機
会
が

利
用
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
の
も
の
で
、
法
廷
は
国
王
の
法
廷
、
そ
こ
で
、
訴
訟
当
事
者
は
保
証
に
関
す
る
﹁
彼
等
の
︹
契
約
︺
文
書
を
双
方

で
調
べ
、
そ
し
て
契
約
の
件
に
つ
い
て
釈
明
す
る
﹂
と
い
う
も
の
。
時
間
的
に
先
に
設
定
さ
れ
て
い
る
、
司
教Sygofridus

の
下
で
の
被

告
に
よ
る
証
明
行
為
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
実
行
さ
れ
な
い
原
因
と
し
て
何
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

　

N
r. 141

も
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
高
貴
な
人
で
助
祭
のC

hrotcharius

︹
＝
原
告
代
理
人
︺
が
故C

haldedram
nus

の
息
子Ingram

nus

︹
＝
原
告
︺
を
代
理
し
てA

m
albercthus

︹
＝
被
告
︺
を
訴
え
た
事
件
で
、C

haldedram
nus

の
死
後
息
子

Ingram
nus

︹
＝
原
告
︺
に
帰
属
し
た
小
フ
ロ
ン
ホ
ー
フ
を
、
被
告
が
息
子Ingram

nus

︹
＝
原
告
︺
か
ら
不
法
に
略
奪
し
た
の
で
返
還
せ

よ
、
と
い
う
の
が
訴
え
の
内
容
で
あ
る
。
原
告
、
被
告
の
双
方
は
他
日
、
す
な
わ
ち
二
月
二
四
日
の
開
廷
日
に
改
め
て
出
廷
す
る
こ
と
で
合

三
〇
九
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意
を
し
、
そ
の
合
意
な
ど
を
記
載
し
た
中
間
判
決
書
が
双
方
に
交
付
さ
れ
て
い
る
。

　

被
告A

m
albercthus

は
合
意
さ
れ
た
二
月
二
四
日
に
出
廷
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
法
廷
は
被
告
の
不
出
廷
と
原
告
側
の
出
廷
と
を
確

認
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と
被
告
の
息
子A

m
alricus

が
来
て
、
父
親
で
あ
る
被
告
の
不
出
廷
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立

て
た
。
法
廷
は
、
こ
の
息
子
に
対
し
て
質
問
を
し
、
彼
に
は
出
廷
で
き
る
資
格
や
出
廷
す
べ
き
特
段
の
理
由
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
確
認
を
し
た
上
で
終
局
判
決
が
下
さ
れ
、
被
告
本
人
に
対
し
て
は
係
争
地
の
返
還
に
加
え
十
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
賠
償
金
の
支
払
い

が
命
じ
ら
れ
、
被
告
の
息
子
に
対
し
て
は
フ
ェ
ー
デ
権
放
棄
補
償
金
と
賠
償
金
を
合
わ
せ
て
十
五
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
。

　

こ
のN

r. 141

が
興
味
深
い
の
は
、
被
告
と
は
別
の
人
間―

こ
の
事
例
で
は
被
告
の
息
子―

が
出
廷
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
今
で
言

え
ば
法
廷
侮
辱
に
相
当
す
る
よ
う
な
行
為
と
判
断
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
�
つ

興
味
深
い
の
は
、フ
ェ
ー
デ
権
放
棄
補
償
金
（exfaidus

）
と
い
う
用
語
に
出
会
う
の
はK

ölzer

本D
iplom

ata

の
全
文
書
中
で
た
だ
�
通
、

す
な
わ
ち
こ
のN

r. 141

だ
け
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。 

　

J. F. N
ierm

eyer

は
、exfaidus

に A
bstandzahlung , um

 eine F
ede zu beenden

やF
ehdegel, fine to cease a feud

の
訳
語

を
与
え
い
る
。
本
稿
で
は
、
フ
ェ
ー
デ
を
終
わ
り
に
す
る
・
つ
ま
り
フ
ェ
ー
デ
の
権
利
を
放
棄
す
る
代
償
金
︹
＝
補
償
金
︺
の
意
味
で
﹁
フ

ェ
ー
デ
権
放
棄
補
償
金
﹂
と
訳
し
た
。

　

フ
ェ
ー
デ
と
は
、権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、﹁
個
人
の
法
益
（R

echtgüter

）―

彼
の
生
命
、彼
の
財
産
、彼
の
名
誉
﹂（
ミ

ッ
タ
イ
ス
五
五
頁
）
等
に
向
け
ら
れ
た
・
あ
る
い
は
加
え
ら
れ
た
重
大
な
攻
撃
に
対
す
る
、
そ
の
個
人
や
�
族
︹
＝
ジ
ッ
ペ
︺
に
よ
る
反
撃

や
報
復
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
法
益
﹂
と
は
﹁
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
社
会
生
活
上
の
利
益
﹂（﹃
法
律
学
小
辞
典　

第
三
版
﹄
有
斐
閣
、
�

九
九
九
年
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
判
断
を
留
保
し
て
お
く
。

三
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被
告
の
息
子A

m
alricus

は
、原
告
側
がA

m
alricus

に
対
し
て
行
使
で
き
る
フ
ェ
ー
デ
の
権
利
を
原
告
側
に
放
棄
し
て
も
ら
う
た
め
に
、

法
廷
が
命
じ
た
フ
ェ
ー
デ
権
放
棄
補
償
金
の
支
払
い
を
受
け
入
れ
て
い
る
。C

laude, Z
u F

ragen der m
erow

ingischen 

G
eldgeschichte, in: V

ierteljahrschrift füer Sozial- und W
irtschaftgeschichte 48 ,1961, S.236-250

に
よ
れ
ば
、
平
和
金
や
フ

ェ
ー
デ
権
放
棄
補
償
金
は
並
み
の
馬
三
頭
ぐ
ら
い
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
い
う
（K

ölzer, S. 355

）。

　

不
出
廷
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
出
廷
義
務
違
反
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本N

r. 141

を

例
に
と
れ
ば
、出
廷
で
き
な
い
﹁
止
む
を
得
ざ
る
事
情
﹂
の
届
け
出
が
な
か
っ
た
、と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。N

r. 79

も
同
様
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
出
廷
義
務
違
反
と
さ
れ
る
不
出
廷
と
は
無
断
欠
席
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。N

r. 137

に
は
、
不
出
廷
に
関
係
し
て
﹁
使

者
を
送
る
こ
と
も
、
止
む
を
得
ざ
る
事
情
を
届
け
出
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　

出
廷
義
務
違
反
に
な
る
の
は
、
出
廷
す
べ
き
日
を
入
れ
て
ま
る
三
日
が
終
了
し
た
時
点
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）　

仮
装
裁
判

　

仮
装
裁
判
と
は
、
訴
訟
当
事
者
間
に
実
際
に
は
紛
争
が
な
い
の
に
、
恰
も
そ
れ
が
あ
る
か
の
如
く
装
い
行
わ
れ
る
裁
判
の
こ
と
で
あ
る
。

裁
判
の
目
的
は
、
原
告
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
る
判
決
を
出
し
て
、
そ
の
判
決
を
文
書
に
し
、
そ
の
判
決
書
を
原
告
に
入
手
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る）
₂₅
（

。

　

仮
装
裁
判
の
特
徴
は
、
被
告
が
原
告
の
訴
え
を
直
ち
に
認
諾
︹
＝
自
白
︺
し
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
事
例
八
件
（N

r. 136, 

143, 153, 155, 156, 157, 158, 187

）
の
う
ち
、
被
告
が
反
論
を
し
た
の
ち
原
告
の
訴
え
を
認
め
て
い
る
の
は
�
例
（N

r. 156

）、
�
二
名

の
地
域
住
民
が
宣
誓
の
形
式
で
証
言
を
し
た
あ
と
に
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
の
がN

r. 157

で
あ
る
。

　

原
告
が
判
決
書
の
中
で
確
認
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
権
利
の
多
く
は
動
産
や
不
動
産
に
対
す
る
所
有
権
で
、
八
件
の
事
例
中
七
件
が
こ
の

三
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ケ
ー
ス
で
あ
る
。
残
り
の
�
件
は
関
税
徴
収
権
（N

r. 156

）
で
あ
る
。　

　

仮
装
裁
判
で
あ
る
の
で
、
裁
判
で
主
張
さ
れ
て
い
る
、
紛
争
に
係
る
事
実
関
係
が
ど
こ
ま
で
が
真
実
で
ど
こ
ま
で
が
作
り
話
で
あ
る
の
か
、

被
告
は
係
争
対
象
に
実
際
に
関
係
す
る
人
間
で
あ
る
の
か
否
か
な
ど
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
述
べ
ら
れ
て
い

る
事
実
関
係
が
仮
に
全
く
の
絵
空
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
時
代
の
在
り
様
を
知
る
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

例
え
ばN

r. 156
で
は
、
関
税
徴
収
権
を
め
ぐ
る
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

修
道
院
と
国
庫
（
＝
パ
リ
の
伯
）
と
の
争
い
や
、
パ
リ
に
お
け
る
国
際
的
な

商
取
引
の
�
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
い
。N
r. 143

で
は
、Ibbo

な
る
人
物
が
国
王
か
ら
求
め
ら
れ
た
、A

ustrasia

へ
の
外

征
と
い
う
軍
事
勤
務
を
何
ら
か
の
理
由
で
怠
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
六
百
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
賠
償
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
お
金
が
な

い
た
め
、
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

に
所
有
地
を
そ
こ
に
建
立
さ
れ
て
い
る
教
会
な
ど
と
共
に
譲
渡
し
、
支
払
い
を
肩
代
わ
り
し
て
も
ら
っ
た
経
緯
が
記
述

さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
）
₂₆
（

。

　

な
お
、
交こ
お

告け
つ

尚ひ
さ

史し

（
東
京
大
学
・
行
政
法
）
は
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
を
読
ん
で
下
さ
り
、
仮
装
裁
判
に
つ
い
て
次
の
感
想
を
寄
せ
ら

れ
た
。﹁
現
代
風
に
言
え
ば
、
将
来
の
紛
争
の
予
防
の
た
め
に
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
得
て
お
く
こ
と
に
は
﹃
確
認
の
利
益
﹄
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂。
的
確
な
指
摘
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
ま
た
、
丹
下
栄
の
労
作
﹃
中
世
初
期
の
所
領
経
済
と
市
場
﹄
創
文
社
、

二
〇
〇
二
年
の
第
四
章
は
﹁
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
の
所
領
と
市
場
﹂
を
扱
っ
て
い
て
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
４
）　

明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
裁
判

　

明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
裁
判
の
事
例
は
八
件
（N

r. 88, 93, 94, 95, 103, 126, 149, 167

）
で
あ
る
が
、
係
争
対
象
は
全
て
ヴ
ィ

ラ
な
ど
不
動
産
で
あ
る
。
こ
の
中
の
�
例
（N

r. 126

）
は
、前
述
の
よ
う
に
︹
八
二
頁
︺、中
間
判
決
を
経
て
終
局
判
決
が
出
た
事
例
で
あ
る
。

　

こ
の
分
類
を
ほ
か
の
そ
れ
と
比
べ
た
場
合
の
特
徴
は
、
三
件
（N

r. 88, 93, 167
）
の
事
例
で
、
係
争
対
象
の
不
動
産
を
分
割
し
、
原
告
、

三
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被
告
双
方
に
�
定
部
分
の
所
有
を
認
め
る
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。N

r. 88, 167

で
は
折
半
、Nr. 93

で
は
原
告
が
三
分
の
二
、

被
告
が
三
分
の
�
で
あ
る
。
偽
文
書
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
るN

r. 103

を
除
く
と
七
件
中
の
三
件
で
、四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
比
率
に
な
る
。

　

明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
仮
装
裁
判
も
こ
こ
で
の
分
類
に
加
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、

仮
装
裁
判
は
、
紛
争
解
決
を
目
的
に
し
た
ほ
か
の
裁
判
の
か
た
ち
と
は
性
格
を
異
す
る
独
特
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
独
立
さ
せ
て
分
類
す
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

四　

裁
判
の
流
れ

　
（
�
）　

裁
判
の
開
始

（
１
）　

訴
え　

　

裁
判
長
で
あ
る
国
王
と
陪
席
判
決
人
で
あ
る
偉
大
な
紳
士
た
ち
が
訴
え
を
聴
き
、
審
理
し
、
判
決
を
下
す
態
勢
を
整
え
て
い
る
と
こ
ろ
へ

原
告
が
来
て
被
告
を
訴
え
る
。

　

P
lacita

で
裁
判
の
開
廷
地
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、N

r. 103, 126, 136, 143, 149, 153, 155, 156, 157, 158, 167, 187

で
あ
る
。

重
複
を
考
慮
せ
ず
に
順
番
に
地
名
を
並
べ
る
。M

asolago ︹M
âlay-le -P

etit ?

︺, C
om

pendio

︹C
om

piègne

︺, Lusarca

︹Luzarches

︺, 

C
om

p
en

d
io

︹C
om

p
iègn

e

︺, C
om

p
en

d
io

︹C
om

p
iègn

e

︺, C
arraciao

︹Q
u

ierzy

︺, C
risciaeco

︹C
récy-en

-P
on

th
ieu

︺, 

M
am

accas 

︹M
o

n
tm

acq

︺, M
am

accas 

︹M
o

n
tm

acq

︺,  C
o

m
p

en
d

io

︹C
o

m
p

iègn
e

︺, C
o

m
p

en
d

io

︹C
o

m
p

iègn
e

︺, 

P
ontegune

︹P
onthion

︺.

　

こ
れ
ら
開
廷
地
で
の
開
催
場
所
は
、C

arraciao

︹Q
uierzy

︺
を
除
い
て
全
て
国
王
の
宮
廷
で
あ
る
。
そ
のC

arraciao

︹Q
uierzy

︺
で

三
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の
開
催
場
所
は
宮
宰
の
ヴ
ィ
ラ
で
あ
る
。

　

欠
落
が
多
いN

r. 88, 93, 94, 95

の
開
廷
地
は
不
明
で
あ
る
。N

r. 79, 135, 137, 141

に
は
開
廷
地
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

係
争
対
象
が
存
在
し
て
い
る
地
域
を
、
推
定
の
も
の
も
含
め
順
番
に
並
べ
た
の
が
以
下
で
あ
る
。N

r. 79

の
地
域
は
今
の
ド
イ
ツ
に
、
ほ

か
は
全
て
今
の
フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
。N

r. 79 B
odouilla

︹B
oppard

︺; N
r. 88 

欠
落
の
た
め
不
明 ; N

r. 93 T
auricciacum

（T
horigné-

en-C
harnie

）; N
r. 94 R

odonucinsis

︹R
ennais

︺, U
im

en

︹**

︺︹ U
im

acensis - L
e V

im
eu

︺; N
r. 95 

欠
落
の
た
め
不
明; N

r. 

103  E
lariacu

m

︹L
arrey-su

r-O
u

ch
e?; N

r. 126 B
actilion

eu
alle

︹B
ailleval

︺; N
r. 135 N

ialch
a

︹N
eau

fles-S
t-M

artin

︺, 

C
hildulfouilla ︹

不
明
︺, B

u
xsito ︹B

oissey-le-C
h

âtel

︺, B
acio su

p
eriore

︹B
ezu

-la-F
orêt

︺, B
acio su

p
teriore

︹B
ezu

-la-

L
ong

︺; N
r. 136  N

ocitum

︹N
oisy-sur-O

ise

︺; N
r. 137  

保
証
を
め
ぐ
る
争
い
な
の
で
係
争
対
象
地
は
な
い; N

r. 141 B
addanecrt

（e

）

︹B
ayen

cou
rt

︺; N
r. 143 B

eau
vaisis

︹H
od

en
ec-l’É

vêqu
e?, H

od
en

g-H
od

en
ger?, S

ein
e-M

aritim
e?

︺; N
r. 149  N

ocitu
m

︹N
oisy-sur-O

ise

︺; N
r. 153  L

em
ausus
︹L

im
eux

︺ ; N
r. 155 

：Tellao

︹L
e T

alou

︺
地
域
に
あ
るC

hildriciaecas, T
axm

edas

が
ど
こ
か
は
不
明;　

N
r. 156  P

aris; N
r. 157 C

adolacio

︹C
haalis

：T
horigny-sur-M

arne

︺; N
r. 158 M

aurcurte

︹M
aurecourt

︺; 

N
r. 167 Superiore B

aciuo

︹B
ezu-la-F

orêt

︺; N
r. 187 B

audrino ︹B
oran-sur-O

ise

︺.

（
２
）　

陪
席
判
決
人

　

法
廷
は
、
国
王
（
裁
判
長
）
と
陪
席
判
決
人
で
構
成
さ
れ
る
。
陪
席
判
決
人
は
﹁
偉
大
な
紳
士
た
ち
﹂
で
あ
る
。
陪
席
判
決
人
の
個
人
名

に
添
え
ら
れ
た
肩
書
き
を
�
番
多
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
はN

r. 141
、
次
い
でN

r. 149

で
あ
る
。

　

前
者
に
は
、司
教
（episcopus

）、 

偉
き
者
（optim

as

）、 

コ
メ
ス
（com

es
）、グ
ラ
フ
ィ
オ
（grafio

）、 

ド
メ
ス
テ
ィ
ク
ス
（dom

esticus

）、

 

レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
リ
ウ
ス
（referendarius

）、 

セ
ネ
シ
ャ
ル
（senescalcus

）、宮
中
伯
（com

es palatinus

）
が
こ
の
順
番
で
出
て
く
る
。

三
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後
者
に
はepiscopus, 

宮
宰
（m

aior dom
us

）,  optim
as,  com

es,  dom
esticus,  senescalcus,  com

es palatinus

が
こ
の
順
番
で

出
て
く
る
。

　

前
者
と
後
者
を
勘
案
す
る
と
、P

lacita

の
中
で
肩
書
き
を
並
べ
る
際
、episcopus, m

aior dom
us,  optim

as,  com
es, grafio,  

dom
esticus, referendarius , senescalcus, com

es palatinus 

の
順
番
に
す
る
の
が
お
お
よ
そ
の
決
ま
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

お
お
よ
そ
、
と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
、
欠
落
の
多
いP
lacitum

のN
r. 95

は
、﹁
・
・
・︹
欠
落
︺siniscalcis, U

idrachado et 

A
nseberchtho referndariis et C

hadoloaldo com
iti palate nostro

・
・
・
﹂
と
い
う
よ
う
に
、siniscalcus

（senescalcus

）, 

referendarius, com
es palatinus

の
順
番
に
肩
書
き
を
並
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、﹃
歴
史
十
巻 

Ⅱ
﹄
は
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ク
ス
に
﹁
宮
廷
官
﹂﹁
宮
廷
長
﹂﹁
宮
廷
の
役
人
﹂
と
い
う
訳
語
を
与
え
︹
三
六
九
、
四

二
五
、
四
五
五
、
四
八
九
頁
︺
て
い
る
。﹁
宮
廷
の
役
人
﹂
と
訳
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
訳
注
で
︹
五
八
〇
頁
︺、﹁
ブ
フ
ナ
ー
は
、

dom
esitici

︹dom
esticus

の
複
数
形
︺
をH

aushofm
eister

（
宮
内
長
官
）
と
い
う
専
門
語
よ
りH

ofbeam
ete

（
宮
廷
の
役
人
）
と
い

う
�
般
的
な
表
現
に
し
た
方
が
こ
の
箇
所
で
は
適
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
﹂
と
い
う
断
り
が
さ
れ
て
い
る）
₂₇
（

。

（
３
）　

宮
中
伯
が
統
括
者

　

上
記
の
よ
う
に
国
王
（
裁
判
長
）
も
法
廷
を
構
成
し
て
い
る
が
、し
か
し
、Placita

を
見
る
限
り
、あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
︹
�
〇
三
頁
︺、

国
王
は
そ
も
そ
も
出
廷
を
せ
ず
、
宮
中
伯
の
指
揮
の
も
と
で
裁
判
は
進
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

P
lacitum

の
書
式
で
は
、文
面
の
冒
頭
近
く
で
陪
席
判
決
人
に
言
及
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
際
、個
人
名
や
肩
書
き
を
書
か
ず
に
、

偉
大
な
紳
士
（procer:N

r. 79, 126, 135, 156, 167

）
た
ち
、
誠
実
の
士
（fidelis:N

r. 143, 153, 155, 187 

）
た
ち
の
よ
う
な
総
称
を
使

う
場
合
が
少
な
く
な
い
。
陪
席
判
決
人
に
つ
い
て
の
言
及
が
本
来
あ
っ
て
然
る
べ
き
個
所
に
そ
れ
が
全
く
な
い
事
例
も
あ
る
（N

r. 137, 

三
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157, 158

）。
欠
落
が
激
し
く
司
教
以
外
の
陪
席
判
決
人
を
確
認
で
き
な
い
事
例
（N

r. 94

）
も
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
宮
中
伯
だ
け
は
、
以
上
�
三
の
事
例
中
�
〇
例
（N

r. 126, 135, 137, 153, 155, 156, 157, 158, 187, 167

）
で
肩

書
き
付
個
人
名
を
文
面
中
に
確
認
で
き
る
。

　

N
r. 143

の
場
合
に
は
宮
中
伯
の
肩
書
き
を
持
つ
人
物
は
出
て
こ
な
い
が
、
宮
中
伯
を
代
理
し
て
い
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
（E

bling, S. 

144－
145

）、optim
as

の
肩
書
き
を
持
つE

rm
enricus

な
る
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
、
あ
る
人
物
が
宮
中
伯
を
代

理
す
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
よ
う
で
、
事
例
中
のN

r. 158

で
、﹁
余
の
宮
中
伯
で
同
じ
く
尊
き
人
のR

atberthus

に
代
わ
っ
て
居
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
尊
き
人Ingobertus

﹂
と
い
う
文
言
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
宮
中
伯
あ
る
い
は
宮
中
伯
代
理
に
つ
い
て
�
切
言
及
が
な
い
の
は
、
先
の
�
三
の
事
例
中
で
は
写
し
で
伝
承
さ
れ
て
い
る

N
r. 79

と
欠
落
の
多
いN

r. 94

だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
�
三
例
以
外
の
七
例
（N

r. 88, 93, 95, 103, 136, 141, 149

）
で
は
、

宮
中
伯
の
肩
書
き
付
名
前
を
確
認
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
、
あ
と
の
（
三
）（
１
）︹
九
九
頁
︺
で
の
検
討
に
重
ね
る
時
、
国
王
の
名
の
も
と
に
お
け
る
裁
判
の
実
務
に
お
い
て
、
宮

中
伯
が
い
か
に
要
の
存
在
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
二
）　

審
理

（
１
）　

審
理
の
核
心―

証
拠
調
べ―

　
︻
中
間
判
決
が
先
行
し
て
い
て
且
つ
終
局
判
決
に
係
る
法
廷
に
訴
訟
当
事
者
が
共
に
出
廷
し
て
い
る
事
例
︼
該
当
す
るP

lacita

はN
r. 

126

だ
け
で
あ
る
。
中
間
判
決
が
先
行
し
て
い
る
場
合
の
審
理
の
核
心
は
、
立
証
責
任
を
負
う
訴
訟
当
事
者
が
中
間
判
決
で
命
じ
ら
れ
た
証

明
に
成
功
す
る
か
否
か
で
あ
る
が
、
こ
のN

r. 126

の
事
例
で
は
、
被
告
は
宣
誓
補
助
者
六
人
と
�
緒
に
宣
誓
を
す
る
こ
と
で
立
証
に
成
功

三
〇
九
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し
て
い
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。

　
︻
仮
装
裁
判
の
場
合
︼
八
例
の
仮
装
裁
判
の
う
ち
七
例
で
は
、
陪
席
判
決
人
が
原
告
の
訴
え
の
内
容
を
質
問
項
目
に
直
し
、
そ
の
質
問
に

答
え
さ
せ
る
形
式
で
被
告
を
尋
問
し
て
い
る
。
被
告
は
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
回
答
を
す
る
こ
と
で
最
終
的
に
原
告
の
主
張
の
と
お
り
で
あ
る

と
認
め
て
い
る
。
直
ち
に
、
で
は
な
く
、
最
終
的
に
、
と
い
う
書
き
方
を
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
︹
八
八
頁
︺
�
例
（N

r. 156

）
だ

け
で
あ
る
が
、
被
告
が
反
論
を
し
て
い
る
の
を
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
事
例
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
仮
装
裁
判
の
審
理
の
核
心
は
、
認
諾
︹
＝
自
白
︺
と
い
う
証
拠
を
得
る
こ
と
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
認
諾

︹
＝
自
白
︺
を
得
た
と
い
う
体
裁
を
整
え
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
八
事
例
中
唯
�
こ
の
体
裁
が
採
ら
れ
て
い
な
い
の
はN

r. 157

の
事

例
で
、
そ
こ
で
は
、
原
告
の
訴
え
の
と
お
り
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
に
係
争
財
産
に
直
接
関
係
す
る
二
か
所
の
地
域
の
住
民
が
そ

れ
ぞ
れ
六
人
、
合
計
�
二
人
、
召
喚
さ
れ
て
い
る
。
証
人
た
ち
は
原
告
の
訴
え
の
内
容
に
間
違
い
が
な
い
こ
と
を
宣
誓
形
式
で
証
言
し
て
い

る
。

　
︻
明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
場
合
︼
訴
訟
当
事
者
双
方
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
法
廷
に
提
出
し
た
証
拠
が
調
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）　

証
拠
の
周
辺

　

そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
の
か
た
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
点
が
あ
る
か
、
と
い
う
設
問
を
立
て
て
、
証
拠
と
い
う
も
の
の
周
辺
に
目
を
向
け
て

み
た
い
。

　
︻
中
間
判
決
に
係
る
諸
事
例
に
共
通
点
は
あ
る
か
︼
中
間
判
決
に
係
る
五
例
の
共
通
点
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
の
は
、
原
告
、
被
告
双

方
と
も
主
張
を
裏
づ
け
る
証
拠
を
中
間
判
決
に
係
る
法
廷
に
実
際
に
提
出
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
点
で
あ
る
。N

r. 79

で
は
、
被
告
は

証
拠
と
な
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
実
際
に
提
出
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
原
告
が
証
拠
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ

三
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と
を
推
測
さ
せ
る
文
言
も
な
い
。
被
告
に
対
し
て
、
終
局
判
決
に
係
る
法
廷
に
そ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。

　

N
r. 126

で
は
、
被
告
は
時
効
取
得
を
主
張
し
て
い
る
が
、
裏
づ
け
と
な
る
証
拠
を
提
出
し
て
い
な
い
し
、
所
持
し
て
い
る
と
も
述
べ
て

い
な
い
。
原
告
に
関
係
す
る
、
証
拠
に
つ
い
て
の
言
及
も
�
切
な
い
。
被
告
に
対
し
て
、
終
局
判
決
に
係
る
法
廷
で
、
六
人
の
宣
誓
補
助
者

と
�
緒
に
宣
誓
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

N
r. 137

で
は
、
原
告
と
被
告
が
合
意
し
た
契
約
の
文
書
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
は
法
廷
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

原
告
、
被
告
は
そ
の
契
約
文
書
以
外
の
証
拠
を
所
持
し
て
い
る
と
述
べ
て
も
い
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
事
例
の
裁
判
は
司
教

Sygofridus

の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
。
終
局
判
決
に
係
る
法
廷
が
同
じ
く
司
教Sygofridus

の
下
で
の
そ
れ
の
場
合
は
、
被
告
が
三
人
の

宣
誓
補
助
者
と
�
緒
に
宣
誓
す
る
こ
と
が
、
国
王
の
法
廷
の
場
合
に
は
契
約
文
書
を
提
出
し
原
告
、
被
告
双
方
が
そ
の
文
書
に
つ
い
て
釈
明

す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

N
r. 141

で
は
、
証
拠
に
関
係
す
る
言
及
が
そ
も
そ
も
�
切
な
い
。
被
告
に
対
し
て
、
終
局
判
決
に
係
る
法
廷
で
証
言
を
せ
よ
、
と
の
命

令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

N
r. 135

は
中
間
判
決
書
で
あ
る
が
、
原
告
も
被
告
も
証
拠
と
な
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
所
持
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
提

出
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
被
告
に
対
し
て
、
終
局
判
決
に
係
る
法
廷
に
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
せ
よ
、
と
の
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
︻
明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
諸
事
例
に
共
通
点
は
あ
る
か
︼
こ
の
事
例
中
、
中
間
判
決
が
先
行
す
る
ケ
ー
ス
がN

r, 126

の
�
例
、
先

行
し
な
い
ケ
ー
ス
が
七
例
で
あ
る
。
前
者
は
本
節
（
１
）︹
九
三
頁
︺
で
取
り
上
げ
て
い
る
し
、
ま
た
中
間
判
決
が
先
行
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
の
検
討
か
ら
省
く
。

　

後
者
の
七
事
例
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
五
例
（N

r. 88, 93, 95, 103, 167
）
で
、
原
告
と
被
告
の
双
方
が
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
、
証

拠
と
な
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
明
文
で
確
認
で
き
る
。
典
型
的
な
文
言
は
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
﹁
読
む
た
め
に
提
出
し
た
﹂

三
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。

　

ほ
か
の
�
例
（N

r. 149

）
に
は
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
し
た
、
と
い
う
明
文
は
な
い
。
し
か
し
、
判
決
を
決
め
る
に
あ
た
り
、
原
告
の

権
利
を
裏
づ
け
る
﹁
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
�
つ
の
例
（N

r. 94

）
は
、
か
な
り
欠
落
の
あ
るP

lacitum

に
書
か
れ
て
い
て
判
断
が
難
し
い
の
で
あ
る
が
、B

ergm
ann

は
、
疑

問
符
付
き
で
、
原
告
は
ウ
ワ
ク
ン
デ
（instrum

enta

）
を
提
出
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
判
決
が
出
さ
れ
た
、
と
考
え
て
い
る
（S.159

）。

　
︻
仮
装
裁
判
の
諸
事
例
に
共
通
点
は
あ
る
か
︼
以
上
、
中
間
判
決
が
先
行
す
る
諸
事
例
、
明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
諸
事
例
に
つ
い

て
は
、
推
測
を
加
え
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
証
拠
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
た
か
否
か
、
と
い
う
視
点
で
共
通
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
仮
装
裁
判
の
事
例
の
場
合
、
傾
向
性
は
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
共
通
点
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

例
え
ば
、
先
の
三
（
二
）（
３
）︹
八
八
頁
︺
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
仮
装
裁
判
の
場
合
、
被
告
は
反
論
無
し
で
原
告
の
訴
え
を
直

ち
に
認
諾
︹
＝
自
白
︺
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
事
例
八
件
中
�
例
（N

r. 156

）
で
、
被
告
は
反
論
を
し
て
い
る
。
地
域
住
民

�
二
名
に
宣
誓
形
式
で
証
言
を
さ
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
（N

r. 157

）。

　

事
例
八
件
中
七
例
で
、
原
告
は
証
拠
と
な
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
し
て
い
る
。
被
告
は
提
出
し
て
い
な
い
。
七
例
の
全
て
に
﹁
読
む
た
め

に
提
出
し
た
﹂
と
い
う
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
�
例
（N

r. 157

）
だ
け
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
提
出
さ
れ
た
形
跡
が
全
く
な
い
。

（
３
）　

証
拠
調
べ
の
仕
方
に
傾
向
性
は
あ
る
か

　

中
間
判
決
が
問
題
に
な
る
五
例
の
裁
判
で
、
被
告
に
対
し
て
、
宣
誓
補
助
者
と
�
緒
に
す
る
宣
誓
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
はN

r. 126, 

137

で
、
証
拠
と
な
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
提
出
を
被
告
に
対
し
て
命
じ
て
い
る
の
はN

r. 79, 135

で
あ
る
。
後
者
の
二
例
の
場
合
、
被
告
は
証

拠
な
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
︹
今
こ
こ
に
持
参
し
て
き
て
は
い
な
い
が
、し
か
し
、︺
所
持
し
て
い
る
と
法
廷
で
主
張
し
て
い
る
。
前
二
者
の
場
合
、

三
�
〇
〇



（　
　
　
　

）

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

九
七

そ
う
し
た
主
張
は
な
さ
れ
て
い
な
い）
₂₉
（

。
残
るN

r. 141

の
事
例
で
は
、
訴
訟
の
両
当
事
者
に
終
局
判
決
に
係
る
法
廷
の
場
に
出
廷
す
る
こ
と

は
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
原
告
、
被
告
に
対
し
て
そ
こ
で
何
を
証
明
す
べ
き
か
の
命
令
が
な
ぜ
か
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

仮
装
裁
判
の
場
合
、
直
前
の
本
節
（
２
）︹
九
六
頁
︺
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宣
誓
形
式
に
よ
る
証
言
が
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
唯
�
、

原
告
に
よ
っ
て
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
提
出
さ
れ
た
形
跡
の
な
いN

r. 157

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

明
確
な
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
裁
判
の
場
合
は
、
全
て
の
事
例
で
、
推
測
も
加
え
て
で
は
あ
る
が
、
証
拠
は
全
て
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
証
拠
調
べ
の
仕
方
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
傾
向
性
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
中
間
判

決
が
先
行
す
る
裁
判
︹
証
明
手
段
の
記
述
の
な
いN

r. 141

を
除
く
︺
で
も
先
行
し
な
い
裁
判
で
も
あ
る
い
は
仮
装
裁
判
で
も
、
ウ
ワ
ク
ン

デ
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
法
廷
で
主
張
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
証
拠

調
べ
に
掛
け
ら
れ
る
が
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
宣
誓
形
式
に
よ
る
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
宣
誓
補
助
者
と
共
に
す
る
被
告
の
雪
冤
宣
誓
の
事
例
に
つ
い
て
、
別
稿
﹁
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄
の
中
の
紛
争
と
紛
争

解
決
の
仕
方
﹂（
投
稿
中
）
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

た
だ
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄
に
は
、
被
告
に
不
利
益
な
証
人
の
証
言
と
い
う
証
明
手
段
と
被
告
に
よ
る
雪
冤
宣
誓
と
い
う
宣
誓

形
式
に
る
証
明
手
段
の
い
ず
れ
を
採
る
か
、
と
い
う
質
問
が
審
理
に
参
加
し
て
い
る
地
域
の
人
び
と
に
向
か
っ
て
国
王
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い

る
事
例
が
�
件
、﹁
キ
リ
ス
ト
者
の
共
同
体
﹂
か
ら
破
門
さ
れ
た
男
が
�
方
的
に
申
し
出
た
、
破
門
解
除
の
た
め
の
雪
冤
宣
誓
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
事
例
が
�
件
あ
っ
た
。
こ
の
二
件
の
事
例
は
、
被
告
の
雪
冤
宣
誓
が
証
明
手
段
と
し
て
採
ら
れ
る
基
準
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
の

解
明
の
た
め
に
は
も
っ
と
多
く
の
事
例
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
本
節
の
見
出
し
や
本
文
で﹁
傾
向
性
﹂

と
い
う
文
言
を
用
い
た
の
は
、
こ
の
点
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、N

r. 157

に
見
る
こ
と
が
で
き
た
、
地
域
住
民
の
宣
誓
形
式
に
よ
る
証
言
に
つ
い
て
も
、
こ
のN

r. 157

の
事
例
で
は
た
ま
た
ま
ウ

三
�
〇
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ワ
ク
ン
デ
の
存
在
が
語
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
提
出
さ
れ
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
内
容
の
真
偽
を
確
認
す
る
た
め
に
地
域
住
民
が
召
喚
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
雪
冤
宣
誓
と
は
異
な
る
宣
誓
形
式
の
証
言
の
場
合
に
お
い
て
も
、
結
論
を
急
が
ず
、﹁
傾

向
性
﹂
と
い
う
確
認
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

　

ウ
ワ
ク
ン
デ
が
証
拠
調
べ
さ
れ
る
こ
と
を
典
型
的
に
表
現
す
る
言
葉
は
、﹁
読
ま
れ
る
﹂）
₃₀
（

、
あ
る
い
は
、﹁
・
・
そ
こ
で
、
両
当
事
者
の
確

認
ウ
ワ
ク
ン
デ
（confirm

atio

）
を
読
み
、
調
べ
た
（percursas

）
の
ち
・
・
﹂（N

r. 103

）、﹁
彼
ら
が
︹
提
出
し
た
︺
あ
れ
こ
れ
の
ウ

ワ
ク
ン
デ
が
調
べ
ら
れ
（inquirentes eorum

 instrum
enta

）﹂（N
r. 88

）
る
の
よ
う
に
、﹁
調
べ
る
﹂
で
あ
る）
₃₁
（

。

（
４
）　

再
び
・
仮
装
裁
判
の
事
例
に
共
通
点
は
あ
る
か

　

直
前
の
本
節
（
２
）︹
九
六
頁
︺
で
仮
装
裁
判
の
共
通
点
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
。
そ
こ
で
の
結
論
は
、
傾
向
性
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
る
が
共
通
点
を
確
認
す
る
こ
と
は
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
興
味
深
い
点
が
�
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、N

r. 157

で
宣
誓
形
式
に
よ
り
証
言
を
し
て
い
る
地
域
住
民
�
二

人
は
原
告
の
た
め
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
間
判
決
に
係
る
裁
判
の
場
合
、
被
告
が
自
分
で
用
意
し
た
宣
誓
補
助
者
と
�
緒

に
宣
誓
を
す
る
の
が
�
般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
誓
補
助
者
の
務
め
は
宣
誓
形
式
に
よ
る
証
言
を
通
し
て
被
告
の
主
張
を
追
認
す
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
相
違
点
に
留
意
し
て
考
え
る
と
、N

r. 157

の
地
域
住
民
�
二
名
は
、
原
告
の
主
張
の
真
偽
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
職
権
で
召
喚

さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る）
₃₂
（

。N
r. 157

の
文
面
に
、
地
域
住
民
�
二
名
と
�
緒
に
原
告
が
宣
誓
を
し
た
、
と
い
う
記
述
が
な
い
の
も
、

こ
の
点
を
裏
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
中
間
判
決
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
宣
誓
の
場
合
、
例
え
ば
、﹁
三
人
の
人
間
と
共
に
自
ら
を
四
人

目
と
し
て
﹂（N

r. 137

）、
と
い
う
よ
う
に
、
宣
誓
補
助
者
と
被
告
と
が
併
記
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

三
�
〇
二
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た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
仮
装
裁
判
の
場
合
、
証
拠
調
べ
の
対
象
は
原
告
の
提
出
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
み
で
あ
る
し
、
宣
誓
形
式
の
証

言
も
、
原
告
の
権
利
を
立
証
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
証
明
段
階
に
お
け
る
被
告
の
立
場
は
基
本

的
に
受
け
身
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
５
）　

ま
と
め

　

ミ
ッ
タ
イ
ス
は
、
証
明
に
関
係
し
て
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。﹁
証
明
は
・
・
・
通
常
の
場
合
に
は
被
告
4

4

の
任
と
さ
れ
た
。
被
告
は
、

訴
に
よ
る
非
難
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
を
雪
冤
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
現
在
の
よ
う
な
﹁
挙
証
責
任
﹂

な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
﹂（
六
九
頁
）。

　
﹁
挙
証
責
任
﹂
と
い
う
用
語
法
に
つ
い
て
は
確
か
に
ミ
ッ
タ
イ
ス
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
と
思
う
が
、
し
か
し
被
告
に
よ
る
雪
冤
と
い
う

証
明
手
段
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
採
用
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
観
点
を
抜
き
に
し
て
し
ま
う
と
、
証
拠
の
優
先
順
位
な
ど
、
法
廷
の
場
で
の

証
明
に
係
る
全
体
性
、
相
互
関
連
性
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
多
く
の
関
連
資
料
を
読
む
こ
と
で
、
証
拠
調
べ

に
お
け
る
共
通
点
あ
る
い
は
傾
向
性
を
も
っ
と
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）　

審
理
の
終
結
と
国
王
（
裁
判
長
）
へ
の
宮
中
伯
に
よ
る
証
言

（
１
）　

審
理
の
終
結
と
は

　

陪
席
判
決
人
た
ち
は
、
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
い
て
判
決
内
容
を
決
定
す
る
。
そ
の
時
点
で
、
審
理
は
終
結
す
る
。
こ
の
点
を
明
快
に

伝
え
て
い
る
の
は
、偽
文
書
で
は
あ
る
がN

r. 103

の
次
の
文
言
で
あ
る
。﹁
・・・
。
そ
こ
で
、両
当
事
者
の
確
認
ウ
ワ
ク
ン
デ
（confirm

atio

）

を
読
み
、
調
べ
た
（percursas

）
の
ち
、
同E

lariacum

地
域
に
つ
き
い
か
な
る
喪
失
も
侵
害
も
偉
大
な
御
方
（dom

inus

）B
enignus

三
�
〇
三
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の
修
道
院
か
ら
こ
の
の
ち
遠
ざ
け
ら
れ
る
、
と
、
余
の
誠
実
の
士
た
ち
に
よ
っ
て
決
定
が
下
さ
れ
た
（inventum

 est

）﹂︹
傍
線
は
岩
野
に

よ
る
︺。

　

審
理
終
結
の
あ
と
、
宮
中
伯
は
、
決
定
さ
れ
た
こ
の
判
決
内
容
を
審
理
の
経
過
と
共
に
国
王
（
裁
判
長
）
に
証
言
す
る
。N

r. 103

は
右

の
引
用
に
す
ぐ
続
け
て
こ
の
点
を
伝
え
て
い
る
。﹁
そ
の
あ
と
、余
︹
＝
国
王
︺
は
、余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、

尊
き
人A

udobaldus
が
証
言
し
た
（testim

oniare

） ︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
・
・
・
﹂。
証
言
内
容
の
諸
事
例

を
以
下
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。

　

①
﹁
・
・
・A

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
が
適
法
に
義
務
を
果
た
し
ま
たA

m
algarius

︹
＝
被
告
︺
と
同
じ
く
彼
の
宣
誓
補
助
者
た
ち
が

︹
�
ひ
と
こ
と言

�ひ
と
こ
と

言
︺
決
ま
り
文
句
の
通
り
宣
誓
を
行
い
し
こ
と
は
明
ら
か
な
り
、
と
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人D

ructoaldus

が
証
言
し

た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
・
・
﹂（N

r. 126

）。

　

②
﹁
同A

ngantrudis

︹
＝
被
告
︺
は
同
ウ
ワ
ク
ン
デ
や
プ
レ
カ
リ
ア 

ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
き
、
そ
の
作
成
を
請
う
た
し
・
何
人
に
対
し
て

も
こ
の
寄
進
に
係
る
証
人
で
あ
り
続
け
た
し
・
今
後
と
も
証
人
で
あ
る
つ
も
り
だ
、
と
い
う
よ
う
に
自
白
し
た
。
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の

偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人M

arso

が
、
本
件
訴
訟
が
か
よ
う
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
り
、
と
証

言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
・
・
・
﹂（N

r. 136

）。

　

③
﹁
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人U

uarno

が
、
同C

haino
大
修
道
院
長
の
先
の
代
理
人
︹
＝
原
告
︺
た
ち
は
裁
判
に
出
席
す
る
と

い
う
彼
ら
の
義
務
を
適
法
に
果
た
し
た
、
そ
し
て
先
のE

rm
enoaldus

大
修
道
院
長
︹
＝
被
告
︺
は
裁
判
に
出
席
す
る
と
い
う
彼
の
義
務

を
お
ろ
そ
か
に
し
た
、
と
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
・
・
・
﹂（N

r. 137

）。

　

④
﹁
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
・
ま
た
判
決
が
下
さ
れ
・
そ
し
て
終
結
さ
せ

ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（quod ac causa taliter acta vel iudicata seu definite fuissit, denuscitur

）、
と
、
先
の
者
た
ち

三
�
〇
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が
報
告
を
し
、
ま
た
さ
ら
に
先
の
者A

udram
nus

が
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
・・・
﹂

（N
r. 141

）。

　

⑤
﹁
そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、A

igatheus

︹
＝
被
告
︺
は
同
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
対
し
て
何
か
を
申
し
立
て

る
こ
と
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
自
身
の
棒
（festuca

）
を
用
い
て
放
棄
す
る
と
直
ち
に
表
明
し
た
、

と
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人G

hyslem
arus

が
証
言
し
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
︺、
ま
た
、
宮
中
伯

等
の
間
で
か
く
宣
言
さ
れ
（iudicare

）
た
如
く
・
・
・
﹂（N

r. 153

）。

　

⑥
﹁
さ
て
か
く
し
て
、
本
件
訴
訟
は
か
よ
う
に
行
わ
れ
あ
る
い
は
終
結
さ
せ
ら
れ
あ
る
い
は
調
べ
ら
れ
あ
る
い
は
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
、と
、尊
き
人
で
あ
る
、余
の
宮
中
伯R

igofredus

が
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺

如
く
・
・
・
﹂（N

r. 156

）。

　

⑦
﹁
そ
の
あ
と
、
同
じ
く
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人G

rim
bercthus

に
代
わ
っ
て
そ
こ
に
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
尊
き
人

で
余
の
宮
中
伯
のB

ero

が
、
先
のR

igofridus
は
、
本
件
訴
訟
は
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
のG

rim
oald

の
面
前
で
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し

て
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、と
い
う
彼
︹
＝R

igofridus

︺
の
証
言
を
公
に
告
げ
た
、と
証
言
し
た
（testim

oniare

）︹
＝

訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
・
・
・
﹂（N

r. 157

）。

（
２
）　

国
王
（
裁
判
長
）
に
よ
る
判
決
の
宣
告
と
命
令

　

宮
中
伯
の
証
言
を
聴
い
た
あ
と
、
国
王
は
、
宮
中
伯
が
証
言
し
た
如
く
判
決
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
併
せ
て
、
事
態
が
判
決
の
通
り
に
収

ま
り
、紛
争
が
二
度
と
蒸
し
返
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。N

r. 103

の
中
の
こ
の
点
に
関
係
し
た
文
言
は
、以
下
で
あ
る
。

三
�
〇
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そ
の
あ
と
、
余
は
、
余
の
偉
大
な
紳
士
た
ち
と
共
に
、
余
の
宮
中
伯
で
あ
る
、
尊
き
人A

udobaldus

︹
上
記
で
はA

udobellus

︺
が
証

言
し
た
（testim

oniare

） ︹
＝
訴
訟
の
結
果
を
︹
余
に
︺
再
現
し
た
︺
如
く
（
・
・
・in quantum

）
判
決
す
る
（decrevisse

）
こ
と
を

決
定
し
た
。︹
そ
れ
故
に
︺、
両
当
事
者
間
の
本
件
訴
訟
（hac causa

）
が
上
述
の
よ
う
に
規
則
に
従
い
（per ordinem

）
行
わ
れ
・
ま
た

審
理
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
同 E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche

︺
地
域
に
つ
き
、
国
王G

untram

が
死
後
寄
進
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ

て
そ
こ
で
譲
渡
し
た
範
囲
に
お
い
て
、
先
の
者
︹
＝
被
告
︺
た
ち
の
確
認
ウ
ワ
ク
ン
デ
（confirm

atio

）
あ
る
い
は
︹
国
王G

untram

の
︺

後
継
者
で
あ
る
国
王
た
ち
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
そ
の
他
諸
々
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
排
除
さ
れ
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
の
ち
、
同
地
域
を

め
ぐ
り
（per ipsas

）
何
ら
か
の
訴
訟
（causatio

）
が
︹
被
告
人
た
ち
に
よ
っ
て
︺
再
び
蒸
し
返
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
な
く
、︹
同
聖
堂
︹
＝
原
告
︺
は
、︺
同 E

lariacum

︹L

ラ
レ
イ

arrey-s シ
ュ
ル

ur-O

ウ
シ
ュ

uche

︺
地
域
に
お
い
て
あ
る
い
は
い

ず
こ
の
地
に
お
い
て
で
あ
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
土
地
、
あ
ち
こ
ち
の
屋
敷
地
、
あ
ち
こ
ち
の
村
の
住
ま
い
、
あ
ち
こ
ち
の
ブ
ド
ウ
畑
、
あ
ち
こ

ち
の
牧
草
地
、
あ
ち
こ
ち
の
森
、
あ
ち
こ
ち
の
牧
場
、
あ
ち
こ
ち
の
水
源
（terris, curtiferis, casis, vineis, pratis, silvis, pascuis, 

aquis

）、
そ
し
て
そ
の
他
の
諸
所
の
（per alia loca
）、
も
ろ
も
ろ
の
同
ヴ
ィ
ラ
の
付
属
物
（adiacentibusque suis

）
と
い
う
よ
う
な
、

こ
れ
ま
で
所
持
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
物
を
完
全
な
権
利
を
持
っ
て
（cum

 om
ni jure

）
不
安
も
無
く
誰
か
あ
る
者
に
よ
る
返
還
請
求

も
無
く
所
持
し
所
有
す
る
こ
と
、そ
し
て
︹
同
ヴ
ィ
ラ
が
︺
神
の
御
名
に
お
い
て
聖B

enignus

・
同
聖
堂
の
大
修
道
院
長
︹
＝
原
告
︺
た
ち
・

修
道
院
長
に
服
す
る
者
た
ち
の
側
に
︹
本
判
決
に
基
づ
き
︺
こ
の
の
ち
い
つ
ま
で
も
（om

ni tem
pore

）
留
ま
ら
ん
こ
と
、
ま
た
、
こ
の

件
に
つ
き
（de hac re

）、
こ
の
の
ち
、
訴
訟
（causatio

）
の
無
か
ら
ん
こ
と
を
、
余
は
命
ず
る
（iubem

us

）。︹
傍
線
は
岩
野
︺

（
３
）　

宮
中
伯
の
役
割

　

宮
中
伯
が
国
王
に
証
言
す
る
部
分
はP

lacita

と
い
う
判
決
書
の
中
の
、
あ
る
い
はP

alcita

に
記
録
さ
れ
た
国
王
裁
判
手
続
の
核
心
中

三
�
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の
核
心
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
証
言
が
、
当
該
裁
判
の
審
理
経
過
と
判
決
内
容
、
す
な
わ
ちP

lacita

に
記
載
さ
れ
て
い
る

内
容
の
正
当
性
を
裏
づ
け
る
唯
�
の
担
保
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
の
本
節
（
１
）︹
�
〇
〇－

�
〇
�
頁
︺
で
ほ
ぼ
同
じ
文
言
が
書
か
れ
て
い

る
事
例
を
し
つ
こ
く
引
用
し
た
の
も
、
こ
の
点
を
鮮
明
に
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
４
）　

国
王
の
役
割

　

宮
中
伯
の
証
言
は
、
国
王
自
身
が
出
廷
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
無
意
味
な
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
王
は
裁
判
の
場
に
座
し
て
い

な
か
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
前
提
に
す
る
と
、
国
王
は
、
宮
中
伯
が
証
言
し
た
如
く
﹁
判
決
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
﹂、
と
い
う
文
言
の
意
味
合
い
が
は
っ
き
り
す
る
。
宮
中
伯
の
も
と
で
行
わ
れ
た
審
理
、
判
決
内
容
の
決
定
が
適
正
な
手
続
き
で
行
わ

れ
た
と
認
め
、
決
定
さ
れ
た
そ
の
判
決
内
容
を
国
王
の
名
に
お
い
て
宣
告
す
る
、
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
る
。

　

国
王
は
、
宣
告
の
中
で
判
決
内
容
の
�
つ
�
つ
を
再
度
確
認
し
て
い
る
。
加
え
て
、
国
王
は
、
原
告
、
被
告
そ
し
て
両
者
の
関
係
者
に
、

確
認
さ
れ
た
�
つ
�
つ
の
事
柄
の
遵
守
を
命
令
し
て
い
る
。
判
決
内
容
の
確
認
と
確
認
さ
れ
た
判
決
内
容
遵
守
の
命
令
、
こ
の
二
点
が
国
王

の
役
割
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
も
う
�
つ
、
国
王
の
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
王
のSigillum

（
印
章
）
を
押
印
す
る
こ
と
でP

lacita

が
真
正
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
こ
と
あ
る
。
二
〇
通
のP

lacita

の
う
ち
写
し
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
四
通
（N

r. 79, 103, 158, 187

）
を
除
く
�
六

通
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
中
の
六
通
にSigillum

（
印
章
）
が
残
っ
て
い
る
。T

heuderich III.

のSigillum

（
印
章
）
が
�
点
（N

r. 126

）、

C
hlodw

ig III. 

の
が
二
点
（N

r. 135, 141

）、Childebert III.

の
が
三
点
（N

r. 143, 149, 155

）
で
あ
る
。
本
稿
の
最
後
にSigillum

（
印

章
）
の
写
真
を
転
載
し
た）
₃₃
（

。

三
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（
四
）　

P
lacitum

の
作
成
と
作
成
地

（
１
）　

レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
（R

eferendar

）
の
役
割

　

宮
中
伯
の
証
言
はP

lacita

に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
正
当
で
あ
る
こ
と
の
担
保
、
国
王
のSigillum

（
印
章
）
はP

laicta

が
真
正
な

も
の
で
あ
る
こ
と
の
担
保
だ
と
す
れ
ば
、
作
成
さ
れ
たP

lacita

の
文
面
に
瑕
疵
が
な
い
こ
と
を
担
保
す
る
の
が
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
で
、

P
lacita

の
末
尾
に
あ
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
の
署
名
が
そ
の
担
保
の
証
で
あ
る）
₃₄
（

。

　

レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
の
肩
書
き
を
持
つ
人
物
が
陪
席
判
決
人
に
名
を
連
ね
て
い
る
事
例
が
二
例
あ
る
。Nr. 95, N

r. 141

で
、前
者
は
二
名
、

後
者
は
四
名
で
あ
る
。

　

先
の
四
（
�
）（
３
）︹
九
三
頁
︺
で
、
宮
中
伯
の
存
在
を
確
認
で
き
な
いP

lacita

は
二
例
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
署
名
を
す
る
こ

と
でP

lacita

を
確
認
し
て
い
る
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
例
も
二
例
（N

r. 88, 94

）
で
、
い
ず
れ
も
欠
落
の
多

いP
lacitum

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

宮
中
伯
を
確
認
で
き
な
い
二
例
中
の
�
例
で
写
し
に
よ
っ
て
伝
承
し
て
い
るN

r. 79

で
も
、E

rpo

と
い
う
名
前
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル

が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
の
名
前
が
分
か
ら
な
いP

lacita

が
欠
落
の
多
い
二
点
に
限
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、

レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
も
ま
た
宮
中
伯
と
共
に
裁
判
実
務
に
お
い
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
２
）　P

lacita

の
作
成
地

　

作
成
地
を
、
重
複
を
考
慮
せ
ず
にP

lacitum

順
に
列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。N

r. 79 B
odouilla; N

r. 88, 93, 94, 95　

不
明; 

N
r. 103 M

asolago 

︹M
âlay-le -P

etit?

︺; N
r. 126 L

u
sareca

︹L
u

zarch
es

︺; N
r. 135 C

ap
tu

n
n

aco

︹C
h

atou
 / C

h
âten

ay-

M
alabry

︺; N
r. 136 Lusarca

︹Luzarches

︺; N
r. 137 N

ouiento

︹N
ogent-sur-M

arne

︺; N
r. 141 U

alencianis

︹Valenciennes

︺; 

三
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N
r. 143 C

om
p

en
d

io

︹C
om

p
iègn

e

︺; N
r. 149 C

om
p

en
d

io

︹C
om

p
iègn

e

︺; N
r. 153 C

arraciao

︹Q
u

ierzy

︺; N
r. 155 

C
risciaeco

︹C
récy-en

-P
on

th
ieu

︺; N
r. 156 M

am
accas 

︹M
on

tm
acq

︺; N
r. 157 M

am
accas 

︹M
on

tm
acq

︺; N
r. 158 

M
am

accas ︹M
ontm

acq

︺; N
r. 167 C

om
pendio

︹C
om

piègne

︺; N
r. 187 P

ontegune

︹P
onthion

︺.

　

以
上
の
う
ち
で
、
裁
判
の
開
廷
地
とP

lacitum

の
作
成
地
が
異
な
る
の
が
�
例
でN

r. 126

で
あ
る
。
開
廷
地
はC

om
pendio

︹C
om

piègne

︺
で
あ
る
。
裁
判
の
開
廷
地
の
記
載
が
な
い
の
がN

r. 135, 137, 141

で
あ
る
。
残
り
は
、
開
廷
地
と
作
成
地
が
�
致
し
て

い
る
。
開
廷
地
と
作
成
地
が
�
致
し
な
い
ケ
ー
ス
は
�
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
な
の
か
は
今
は
分
か
ら
な
い
。

（
３
）　P

lacita

の
授
与

　

作
成
さ
れ
たP

lacitum

は
勝
訴
し
た
訴
訟
当
事
者
に
授
与
さ
れ
る
。
欠
落
が
多
く
て
確
認
で
き
な
いP

lacita

（N
r. 88, 93, 94, 95

）

を
除
く
�
六
通
のP

lacita

の
う
ち
�
五
通
でD

atum

が
、
�
通
（N

r. 103

）
でdatavit

が
﹁
授
与
﹂
あ
る
い
は
﹁
交
付
﹂
を
表
す
用
語

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
不
定
詞
はdare

で
、
前
者
は
受
動
形
の
完
了
過
去
、
後
者
は
能
動
形
の
完
了
過
去
で
あ
る
。

五　

宮
宰
の
も
と
で
の
裁
判

　

N
r. 157

は
、
宮
宰
の
も
と
で
の
裁
判
の
様
子
が
分
か
る
事
例
で
あ
る
。
こ
のP

lacitum

か
ら
は
、
宮
宰
の
力
、
存
在
感
が
そ
こ
は
か
と

無
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

原
告
は
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
で
、
被
告
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
宮
宰G

rim
oaldus

。
原
告
代
理
人
が
、
被
告
代
理
人
た
ち
は
聖D

ド
ゥ
ニ

enis

聖
堂
の
所

有
物
で
あ
る
製
粉
所
を
奪
い
取
り
返
還
し
よ
う
と
し
な
い
、
と
国
王
の
宮
廷
で
開
か
れ
て
い
る
法
廷
で
訴
え
る
と
こ
ろ
か
ら
裁
判
は
始
ま
っ

三
�
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と
こ
ろ
が
、
宮
宰
は
、
自
分
が
調
べ
る
か
ら
案
件
を
自
分
の
も
と
に
回
送
せ
よ
、
と
指
示
す
る
。
裁
判
の
い
わ
ば
﹁
移
管
命
令
﹂
が
宮
宰

か
ら
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
のP

lacitum

で
は
国
王
の
法
廷
に
係
る
陪
席
判
決
人
の
記
載
が
�
切
な
い
の
で
、
宮
宰G

rim
oaldus

が

そ
こ
に
列
席
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
王
を
裁
判
長
と
す
る
裁
判
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い

た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

　

宮
宰
を
裁
判
長
と
す
る
裁
判
の
流
れ
は
、
こ
のN

r. 157

の
場
合
、
国
王
を
裁
判
長
と
す
る
こ
れ
ま
で
説
明
し
た
も
の
と
変
わ
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
裁
判
長
で
あ
る
宮
宰
は
出
廷
し
て
い
な
い
。
陪
席
判
決
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
︹
六
八
頁
︺、
原
告
側
の
主
張
の
証

拠
調
べ
の
た
め
に
�
二
名
の
人
々
に
宣
誓
さ
せ
る
、
と
い
う
中
間
判
決
が
出
さ
れ
る
。
こ
の
中
間
判
決
を
前
段
階
と
す
る
終
局
判
決
の
た
め

の
法
廷
が
開
か
れ
、
�
二
名
の
人
々
の
宣
誓
が
成
功
裏
に
行
わ
れ
、
原
告
の
主
張
を
認
め
た
判
決
内
容
が
陪
席
判
決
人
た
ち
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
、
陪
席
判
決
人
の
�
人
で
尊
き
人R

igofridus

な
る
人
物
が
そ
の
決
定
内
容
と
審
理
経
過
を
宮
宰
に
証
言
し
て
い
る
。

　

宮
宰
は
こ
の
証
言
の
如
く
判
決
を
決
定
し
、﹁
尊
き
人R

igofridus

が
自
ら
の
手
で
確
認
し
・
・
宮
宰G

rim
oaldus

の
印
章
付
き
指
輪

で
押
印
さ
れ
た
判
決
ウ
ワ
ク
ン
デ
（judicium

）﹂
を
、
原
告
は
受
け
取
る
。

　

案
件
は
、
こ
の
あ
と
再
び
、
国
王
を
裁
判
長
と
す
る
法
廷
に
回
送
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
宮
中
伯B

erno

は
国
王
に
対
し
て
、
先
の
尊
き

人R
igofridus

が
﹁
本
件
訴
訟
は
尊
き
人
で
余
の
宮
宰
のG

rim
oaldus

の
面
前
で
か
よ
う
に
行
わ
れ
そ
し
て
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
、
と
い
う
彼
の
︹
＝R

igofridus

︺
の
証
言
を
公
に
告
げ
た
﹂
と
証
言
す
る
。
傍
線
を
引
い
た
﹁
公
に
告
げ
た
﹂
と
い
う
時
の

﹁
告
げ
た
﹂
場
所
は
国
王
の
法
廷
、
国
王
の
陪
席
判
決
人
た
ち
の
面
前
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。

　

国
王
は
、
宮
中
伯
が
﹁
証
言
し
た
如
く
﹂
判
決
を
下
す
こ
と
を
決
定
し
、
宣
告
と
命
令
を
行
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
宮
宰
の
下
で
の
裁
判
の
流
れ
は
全
て
こ
こ
で
紹
介
し
た
か
た
ち
と
同
じ
で
あ
る
か
否
か
は
、
宮
宰P

lacita

に
つ
い
て
の
検
討
を

三
�
�
〇
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メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

�
〇
七

予
定
し
て
い
る
別
稿
で
の
論
点
の
�
つ
に
し
た
い
。

六　

お
わ
り
に

　

タ
ゴ
ベ
ル
ト
�
世
（D

agobert I. 

在
位
六
二
三
年－

六
三
九
年
）
亡
き
あ
と
の
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
の
国
王
た
ち
が
論
文
や
著
作
で
語
ら

れ
る
時
、﹁
名
ば
か
り
の
国
王
た
ち
（Schattenkönige

）﹂
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
形
容
を
借
り
れ
ば
、
本
稿
に
お
い
て
検
討

し
た
二
〇
通
のP

lacita

は
全
て
﹁
名
ば
か
り
の
国
王
た
ち
﹂
の
時
代
に
、
す
な
わ
ち
﹁
国
王
の
支
配
に
つ
い
て
全
く
語
る
こ
と
が
で
き
な

い
時
代
﹂
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）
₃₅
（

。
本
稿
の
最
後
に
図
３
と
し
て
掲
載
す
る
系
図）
₃₆
（

の
中
の
指
印
で
囲
っ
た
国
王
た
ち
が
、
そ
の
﹁
名
ば

か
り
の
国
王
た
ち
﹂
で
あ
る
。

　

二
〇
通
のP

lacita

を
、
関
係
す
る
国
王
そ
れ
ぞ
れ
に
振
り
分
け
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。Sigibert III.

に
は
�
通
。C

hlothar III. 

に
は
五
通
。T

heuderich III. 

に
は
�
通
。C

hilperich II.

に
は
�
通
。C

hlodw
ig III. 

に
は
四
通
。C

hildebert III.

に
は
七
通
。

T
heuderich IV.

に
は
�
通
。

　

図
４
は
、
こ
れ
ら
国
王
の
中
のT

heuderich III., C
hlodw

ig III. , C
hildebert III., C

hilperich II.

の
印
章
を
七
つ
並
べ
た
写
真
で
あ

る
。
七
つ
の
う
ち
六
つ
は
本
稿
で
試
訳
し
たP

lacita

の
も
の
で
あ
る
。
写
真
の
中
の
印
章
に
付
記
さ
れ
て
い
る
説
明
文
の
中
のD

の
あ
と

の
数
字
が
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
付
け
ら
れ
て
い
るN

r.

で
あ
る
︹
出
典
は
本
稿
注
33
︺。

　

二
〇
通
のP

lacita

の
受
領
者
を
古
い
時
代
順
に
並
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。（
１
）
ケ
ル
ン
司
教K

unibert ;

（
２
）
聖D

enis

聖

堂 ;

（
３
）
聖D

enis

聖
堂 ;

（
４
）
聖D

enis

聖
堂 ;

（
５
）
聖D

enis

聖
堂 ;
（
６
）
聖B

énigne

修
道
院 ;

（
７
）A

m
algarius ;

（
８
）

C
hunebercthus ;

（
９
）
聖D

enis

聖
堂 ;

（
10
）
聖D

enis

聖
堂 ;

（
11
）Ingram

nus ;

（
12
）
聖D

enis

聖
堂 ;

（
13
）

三
�
�
�
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�
〇
八

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
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国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

T
husoneualle

修
道
院 ;

（
14
）St-G

erm
ain-des P

res

修
道
院 ;

（
15
）
聖
職
者A

udoinus ;

（
16
）
聖D

enis

聖
堂 ;

（
17
）
聖

D
enis

聖
堂 ;

（
18
）R

agnesindus ;

（
19
）
聖D

enis

聖
堂 ;

（
20
）
聖D

enis

聖
堂
。
聖D

enis

聖
堂
は
、
二
〇
通
の
残
存P

lacita

中

�
�
通
を
受
領
し
て
い
る
。

　

よ
く
ぞ
生
き
延
び
た
と
は
言
え
、
残
存
数
が
わ
ず
か
二
〇
通
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、P

lacita

を
使
っ
て
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
（
五
世
紀

末
～
七
五
�
年
）
を
大
き
く
読
み
解
く
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
�
方
で
、
こ
れ
らP

lacita

は
、
六
四
二
／
四
三
年
～
七
二
六
年

の
間
の
、
国
王
の
も
と
で
の
紛
争
解
決
の
仕
方
の
�
つ
を
知
る
た
め
の
情
報
は
か
な
り
与
え
て
く
れ
る
。

　

P
lacita

に
見
ら
れ
る
こ
の
紛
争
解
決
の
仕
方
を
間
に
お
い
て
前
後
を
眺
め
た
場
合
、
国
王
の
も
と
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
仕
方
に
い
か

な
る
違
い
が
見
え
て
来
る
の
か
来
な
い
の
か
。A

ndrea Stieldorf, Z
um

 ,, V
erschw

inden“ der herrscherlichen P
lacita am

 

B
eginn des 9. Jahrhunderts, in A

rchiv für D
iplom

atik, Schriftgeschichte, Siegel- und W
appenkunde, B

d.53, 2007, S. 

1-26

は
、
あ
と
の
時
期
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る）
₃₇
（

。

　

前
の
時
代
を
眺
め
る
た
め
の
貴
重
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
の
�
つ
は
、
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄（G

regorii 

episcopi T
urnnsis, H

istoriarum
 libri decem

）
で
あ
る）
₃₈
（

。﹃
歴
史
十
巻
﹄
は
歴
史
書
で
あ
る
が
、
著
者
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
今
で
言
う
社

会
科
学
の
才
能
に
も
十
二
分
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
か
、
主
に
は
五
〇
〇
年
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
と
紛
争
解
決
の
仕
方
に
関
す
る
情
報
を
リ

ア
ル
に
伝
え
て
い
る
。
私
は
、
そ
の
情
報
を
整
理
し
、﹁
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
﹃
歴
史
十
巻
﹄
の
中
の
紛
争
と
紛
争
解
決
の
仕
方
﹂
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
原
稿
に
ま
と
め
て
み
た
（
投
稿
中
）。

　

国
王
が
直
接
に
か
ら
む
事
例
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
以
下
の
要
約
は
そ
の
�
つ
で
あ
る
。
被
告
は
著
者
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
自
身
、
原

告
は
司
教
ベ
ル
ト
ラ
ム
、
そ
し
て
国
王
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世
も
事
実
上
の
原
告
で
あ
る
。

　

三
�
�
二
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時
代
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国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
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た
ち

同
志
社
法
学　

六
三
巻
七
号�

�
〇
九

　
︹
事
例
︺
ト
ゥ
ー
ル
の
伯
レ
ウ
ダ
ス
ト
（L

eudast

）
の
あ
れ
こ
れ
の
悪
行
が
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世
に
伝
わ
る
。
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世
は
そ
の

こ
と
で
使
者
を
派
遣
す
る
が
、
使
者
の
到
着
後
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
関
与
し
て
、
レ
ウ
ダ
ス
ト
は
解
任
さ
れ
、
別
の
人
物
が
伯
に
選
ば
れ
る
。

　

こ
の
時
か
ら
、
レ
ウ
ダ
ス
ト
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
を
憎
み
、
事
あ
る
ご
と
に
、
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世
の
面
前
な
ど
で
あ
れ
こ
れ
の
話
を
ね
つ
造

し
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
を
誹
謗
中
傷
す
る
。
ね
つ
造
話
の
�
つ
が
、B

ボ

ル

ド

ー

ordeaux

の
司
教
ベ
ル
ト
ラ
ム
（B

erthram
n

）
は
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世

の
妻
フ
レ
デ
グ
ン
デ
と
罪
を
犯
し
た
、
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
言
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
本
当
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
人
に
話
し
た
の
か
。
そ
れ
を
審
理
す
る
た
め
に
、
ベ
ル
ト
ラ
ム
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
等
司
教

た
ち
が
、あ
る
時
、B

ベ
ル
ニ

erny- -R
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル

ivière

の
宮
廷
に
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
る
。
ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世
も
到
着
し
、審
理
が
始
ま
る
。

司
教
ベ
ル
ト
ラ
ム
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
を
詰
問
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
、
話
の
出
処
は
自
分
で
は
な
い
、
と
反
論
す
る
。

　

審
理
は
地
域
の
人
び
と
（poplus
）
も
参
加
す
る
集
会
の
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
る
が
、
人
び
と
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
奴
隷
相
手
の
こ
と

で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
人
を
辱
し
め
る
人
間
で
は
な
い
、
な
ぜ
王
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
を
追
及
す
る
の
か
、
と
不
平
を
言
う
。

　

ヒ
ル
ペ
リ
ヒ
�
世
は
、
私
の
妻
に
対
す
る
非
難
は
私
に
対
す
る
は
ず
か
し
め
で
も
あ
る
か
ら
だ
、
と
答
え
た
上
で
、
こ
こ
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ

ス
に
と
っ
て
不
利
益
な
証
人
た
ち
が
い
る
の
で
、
も
し
人
び
と
が
、
そ
れ
ら
の
証
人
を
尋
問
す
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
だ
、
と
考
え
る
の
な

ら
ば
そ
う
す
る
し
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
今
の
反
論
は
信
頼
で
き
る
、
と
人
び
と
が
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
証
人
た
ち
を
尋
問
す
る
こ
と
は
し
な

い
、
ど
ち
ら
で
あ
れ
人
び
と
が
決
め
た
こ
と
に
自
分
は
従
う
、
と
述
べ
る
。

　

そ
し
て
、﹁
そ
の
時
、
人
び
と
は
皆
で
�
緒
に
言
っ
た
。﹃
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
不
利
益
な
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
よ
り
も
身
分
の
低
い
者
を
信
頼

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹄。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
事
件
に
対
し
て
︹
自
分
を
︺
防
御
す
る
も
の
と
し
、
三
か
所
の
祭
壇
で
ミ
サ
を
あ
げ
そ

し
て
宣
誓
す
る
こ
と
で
こ
の
訴
え
か
ら
自
分
を
雪
冤
す
る 

（T
unc cunctis dicentibus: “N

on potest persona inferior super 

sacerdotem
 credi”, restitit ad hoc causa, ut, dictis m

issis in tribus altaribus, m
e de his verbis exuerem

 sacram
ento

）﹂）
₃₉
（

、

三
�
�
三
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メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
み
る
裁
判
の
か
た
ち

と
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
三
か
所
の
祭
壇
で
ミ
サ
を
し
、
宣
誓
を
し
て
自
ら
を
雪
冤
す
る
（
第
五
巻
四
九
。
五
〇
〇
年
代
半
ば
後
の
話
）。

　

こ
の
事
例
を
通
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
国
王
が
裁
判
に
参
加
し
、
且
つ
積
極
的
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿

で
考
察
し
たP

lacita

の
諸
事
例
と
の
大
き
な
違
い
が
こ
こ
に
あ
る
。
で
は
、
五
〇
〇
年
代
の
裁
判
の
場
で
の
国
王
の
振
る
舞
い
は
こ
れ
が

普
通
で
あ
っ
た
の
か
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
二
〇
通
のP

lacita

が
属
す
る
時
代
の
前
後
の
時
代
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
裁
判
の
か
た
ち
の
全

体
的
像
を
描
く
こ
と
を
目
標
に
し
た
作
業
を
今
後
と
も
進
め
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、﹁
西
洋
中
世
法
の
性
格
﹂
を
め
ぐ
る
論
争
が
提
起
し

た
諸
問
題
も
常
に
念
頭
に
置
く
よ
う
に
し
た
い
。
論
争
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
者
の
、
そ
れ
が
務
め
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
の
方
々
に
感
謝
し
つ
つ
本
稿
を
執
筆
し
た
。P

rof. D
r. G

erhard K
öbler, P

rof. D
r. H

einrich M
enkhaus, P

rof. D
r. A

ndreas 

M
eyer, P

rof. D
r. H

ans K
. Schulze, P

rof. D
r. W

olfgang Sellert. 

そ
し
てH

err M
ichael L

übke.

（
1
）　

拙
稿
﹁
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
時
代
の
国
王P

lacita

に
つ
い
て
﹂﹃
同
志
社
法
学
﹄
三
四
六
号
、
二
〇
�
�
年
三
月
、
三
四
�－

三
七
五
頁
。

（
2
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
四
七
頁
。P

lacita

に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、佐
藤
彰
�
﹁
六 

裁
判
文
書
﹂（
高
山 

博
、池
上
俊
�
編
﹃
西
洋
中
世
学
入
門
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
）
中
の
﹁
プ
ラ
キ
タ
文
書
﹂
が
あ
る
。

（
3
）　dtv-A

tlas zur W
eltgeschichte, B

d. 1, 1. A
ufl., 1964, S. 121. 

平
凡
社
﹃
世
界
史
百
科 

増
補
版
﹄
第
�
版
、
�
九
七
八
年
、
�
二
三
頁
に
よ
る
。

（
4
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
�
頁
。

（
5
）　

前
注
（
３
）
の
前
掲
書
。
引
用
頁
も
同
じ
。

（
6
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
�
頁
。

（
7
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
二
頁
。

（
8
）　

国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
模
範
的
書
式
と
の
対
比
で
の
、
国
王P

lacitum

の
書
式
の
骨
格
に
つ
い
て
は
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
�－

三
六
二
頁
。 三

�
�
四
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（
9
）　

前
注
（
３
）
の
前
掲
書
。
引
用
頁
も
同
じ
。

（
10
）　vir inl.

に
つ
い
て
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
〇－

三
六
�
頁
。

（
11
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
八
頁
。

（
12
）　

拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
�
〇
、
�
四
、
二
六
頁
。

（
13
）　

仮
装
裁
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
�
�
頁
以
下
。
加
納 

修
﹁
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
仮
装
訴
訟
と
は
何
か―

メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
朝
後
期
の
国
王
法
廷
の
役
割
に
関

す
る
�
考
察―
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
�
�
〇
編
第
三
号
、
四
二－

六
二
頁
。

（
14
）　lex

の
用
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂、
四
八
頁
以
下
。

（
15
）　

前
注
（
10
）
参
照
。

（
16
）　

拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
二
�
頁
。

（
17
）　

拙
著
﹃
成
立
期
中
世
の
自
由
と
支
配
﹄
敬
文
堂
、
�
九
八
五
年
、
四
〇－

五
八
頁
︹
以
下
、
拙
著
﹃
成
立
期
中
世
﹄
と
略
記
︺。

（
18
）　

拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
八
頁
以
下
。B

ergam
ann, S. 69 f., 102 f.

（
19
）　

第
�
開
廷
日
、
第
二
開
廷
日
と
こ
こ
で
言
う
場
合
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
﹁
例
え
て
言
え
ば
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
開
廷
日
の
実
際
の
回
数
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ

と
で
は
な
い
。

（
20
）　

ミ
ッ
タ
イ
ス
、
六
九
頁
。M

itteis-L
ieberich, D

eutsche R
echtsgeschichgte, 19.  A

uflage, 1992, S. 46.

（
21
）　

私
が
な
ぜ
﹁
二
枚
舌
﹂
判
決
と
い
う
翻
訳
語
を
避
け
、﹁
二
者
択
�
﹂
判
決
と
い
う
用
語
を
使
う
か
は
、
拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
六
〇
頁
の
注
（
29
）。

（
22
）　

拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
�
四
、
�
七
頁
。

（
23
）　

た
だ
しN

ierm
eyer

が
参
照
を
指
示
し
て
い
る
の
は
、
旧
版
のM

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. D
iplom

ata regem
 F

rancorum
 e stirpe M

erow
ingica, hrsg. 

von K
arl A

. P
ertz, 1872 

で
あ
り
、K

ölzer

に
よ
る
新
版
のN

r. 137
は
旧
版
で
はN

r. 60

で
あ
る
。N

ierm
eyer

は
ほ
か
にM

arculf

の
法
律
文
例
（M

onum
enta 

G
erm

aniae H
istorica. F

orm
ulae M

erow
ingici et K

arolini aevi, hrsg. von K
arl Z

eum
er, 1882－

1886, S. 67

）
のN

r. 38

﹁C
arta paricla

﹂
の
参
照
を
指
示
し

て
い
る
。
ほ
か
にB

ergam
ann, S. 70 f., 93. 

　
　
　

な
お
、
本
文
四
�
頁
に
あ
るN

r. 141

の
試
訳
で
、﹁per nostras equalis praecepcionis pluris

﹂
を
﹁
二
通
の
余
の
符
合
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
﹂
と
訳
し
て
い
る
。

N
r. 137 

︹36

︺
中
の
﹁︹
両
当
事
者
に
交
付
さ
れ
た
︺
そ
れ
ぞ
れ
の
符
合
︹
＝
文
面
が
同
�
の
︺
ウ
ワ
ク
ン
デ
︹
記
載
の
中
間
判
決
︺
に
基
づ
い
て
（per eorum

 noticias 

paricolas

）﹂
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ばpluris

はpluris - plus

︹
よ
り
多
く
の
︺
で
あ
る
が
、
原
告
に
�
通
、
被
告
に
�
通
と
い
う
意
味
で
﹁
二
通
﹂
と

三
�
�
五
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判
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い
う
よ
う
に
考
え
た
の
も
そ
の
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
こ
の
﹁
二
通
﹂
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
文
面
が
同
�
で
あ
る
と
考
え
て
﹁
符
号
ウ
ワ
ク
ン
デ
﹂
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
の
も

そ
の
こ
と
に
よ
る
。

　
　
　

ち
な
み
に
、
八
世
紀
半
ば
以
降
、sententia difinitiva

が
終
局
判
決
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
る
と
い
う
（
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
七
〇
頁
注
（
12
））。

（
24
）　

ジ
ャ
ン
・
マ
ビ
オ
ン
著
、
宮
松
浩
憲
訳
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
古
文
書
学
﹄
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
九－

六
〇
頁
。

（
25
）　

拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
二
五
頁
。

（
26
）　

同
じ
フ
ラ
ン
ク
王
国
で
も
時
代
が
あ
と
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
下
で
の
勅
令
の
中
に
次
の
法
文
が
あ
る
。﹁
自
由
人
に
し
て
、
国
王
の
罰
令
権
に
よ
り
出
征
の
た
め
に
召
集
さ

れ
な
が
ら
、
出
征
す
る
こ
と
を
な
お
ざ
り
に
す
る
者
は
、
軍
事
罰
令
金
の
全
額
、
す
な
わ
ち
六
〇
ソ
リ
ド
ゥ
ス
を
支
払
う
べ
し
。
し
か
る
に
も
し
そ
の
金
額
を
支
払
う
こ
と
に

つ
い
て
金
銭
を
持
た
ざ
る
場
合
に
は
、
時
間
を
か
け
て
そ
の
罰
令
金
を
支
払
い
終
わ
る
ま
で
、
債
務
奴
隷
と
し
て
奴
隷
身
分
で
自
分
自
身
を
プ
リ
ン
ケ
プ
ス
に
差
し
出
す
べ
し

（pro w
adio in servitium

 principis tradat

）。
そ
の
者
は
や
が
て
再
び
自
由
人
の
身
分
に
戻
さ
れ
る
べ
し
。
軍
事
罰
令
金
の
故
に
、
奴
隷
身
分
と
し
て
自
ら
を
差
し
出
せ
る

者
が
、
こ
の
奴
隷
身
分
の
ま
ま
死
せ
る
と
し
て
も
、
相
続
人
は
自
分
た
ち
に
帰
属
す
る
相
続
財
産
を
失
う
こ
と
も
、
自
由
身
分
を
失
う
こ
と
も
な
か
る
べ
し
。
か
か
る
軍
事
罰

令
金
に
つ
い
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
な
か
る
べ
し
﹂（M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. C
spitularia regum

 F
rancorum

. Teil 1, hrsg. von A
lfred B

oretius, 

1883, S. 166, nr. 74, c. 1

（ 811 O
ct.

）. 
注
（
17
）
の
拙
著
﹃
成
立
期
中
世
﹄
�
九
五
頁
参
照
。

（
27
）　

陪
席
判
決
人
に
つ
い
て
、
本
文
で
指
摘
し
たN

r.141, 149

を
除
い
て
、
そ
の
肩
書
き
を
確
認
で
き
るP

lacita

を
、
出
て
く
る
肩
書
き
の
多
さ
の
順
に
並
べ
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
。N

r. 136

（ep
iscop

u
s, grafio, sen

escalcu
s, com

es p
alatin

u
s

）、N
r. 88

（grafio, sen
iscalcu

s,  com
es p

alatin
u

s

）, 

こ
れ
と
同
数
のN

r. 95

（sen
escalcu

s , referen
d

ariu
s, com

es p
alatin

u
s

）。
そ
の
ほ
かN

r. 94

の
場
合
、
名
前
を
確
認
で
き
る
司
教
た
ち
に
続
け
て
ほ
か
の
陪
席
判
決
人
た
ち
の
名
前
が
肩
書

き
付
で
列
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
が
、
欠
落
の
た
め
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。N

r. 103

で
は
、﹁
司
教
た
ち
﹂
と
い
う
肩
書
き
が
﹁
誠
実
の
士
た
ち
﹂

に
並
ん
で
出
て
く
る
。

（
28
）　

ほ
か
に
、N

r. 136, 143, 153, 155, 156, 158, 187.

（
29
）　

た
だ
し
、
三
（
二
）（
２
）︹
八
六
頁
︺
で
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、N

r. 137
に
は
注
意
を
要
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ま
ず
最
初
に
す
べ
き
証
明
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の

は
、
司
教Sygofridus

の
法
廷
で
、
被
告
が
三
人
の
宣
誓
補
助
者
と
共
に
宣
誓
を
す
る
、
と
い
う
本
文
に
関
わ
る
も
の
で
、
そ
の
証
明
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
に
な
す
べ
き

次
の
証
明
と
し
て
、
国
王
の
法
廷
で
、
訴
訟
当
事
者
が
保
証
に
関
す
る
﹁
彼
等
の
︹
契
約
︺
文
書
を
双
方
で
調
べ
、
そ
し
て
契
約
の
件
に
つ
い
て
釈
明
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
が

決
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
文
に
お
け
る
私
の
記
述
は
�
番
目
の
証
明
方
法
に
の
み
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
文
で
の
記
述
に
は
難
点
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

（
30
）　N

r. 153, 155, 158, 187.

三
�
�
六
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（
31
）　

ほ
か
にN

r. 167.
（
32
）　

拙
稿
﹁
裁
判
の
か
た
ち
﹂
四
�
頁
以
下
の
﹁
職
権
に
よ
る
尋
問
（inquisitio

）﹂
参
照
。

（
33
）　M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. D
iplom

ata R
egum

 F
rancorum

 e stirpe M
erovingica （D

ie U
rkunden der M

erow
inger

）, Z
w

eiter Teil, 2001

の
�
番

最
後
の
頁
に
こ
れ
ら
の
六
点
のSigillum

（
印
章
）
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）　

レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
四
頁
以
下
。

（
35
）　

拙
稿
﹁
国
王P

lacita

﹂
三
六
八
頁
。
以
下
は
、
京
大
西
洋
史
辞
典
編
纂
会
﹃
新
編 

西
洋
史
辞
典
﹄
東
京
創
元
社
、
昭
和
五
八
年
、
四
五
五
頁
に
あ
る
﹁
タ
ゴ
ベ
ル
ト
�
世
﹂

の
説
明
で
あ
る
。﹁D

agobert I.

（
六
〇
〇
年
頃－

六
三
九
年
）　

ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
王
（
六
二
三－

六
三
九
）。
ク
ロ
タ
ー
ル
二
世
の
長
子
。
父
を
つ
い
で
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア

王
と
な
る
。
宮
宰
ピ
ピ
ン
（
大
）、
メ
ッ
ス
司
教
ア
ル
ヌ
ル
フ
と
提
携
し
、
異
母
兄
弟
カ
リ
ベ
ル
ト
の
支
配
す
る
ア
キ
テ
ー
ヌ
南
部
を
残
し
て
、
全
王
国
を
統
合
。
分
国
ア
ウ

ス
ト
ラ
シ
ア
の
解
消
を
は
か
っ
た
が
、
貴
族
の
反
対
に
あ
い
、
彼
の
子
ジ
ギ
ベ
ル
ト
三
世
に
の
こ
す
こ
と
を
迫
ら
れ
た
。
パ
リ
の
近
郊
サ
ン
＝
ド
ニ
（St. D

enis

）
修
道
院
は
、

彼
の
創
建
に
な
る
﹂。St. D

enis
は
パ
リ
の
第
�
代
司
教
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
36
）　

こ
の
系
図
の
出
典
は
以
下
で
あ
る
。H

ans K
. Schulze, D

as R
eich und die D

eutschen, 1987, S. 53.

（
37
）　

わ
が
国
で
は
加
納 

修
の
以
下
の
先
行
研
究
が
あ
る
。﹁﹃
プ
ラ
キ
タ
﹄の
復
活
と
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
の
王
権
﹂﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
世
界
の
動
態
像－

史
料
と
理
論
の
対
話－

（
森

本
芳
樹
先
生
古
稀
記
念
論
集
）﹄
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、﹁
プ
ラ
キ
タ
と
七
～
九
世
紀
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
文
書
制
度 

﹂﹃
史
林
﹄
八
五
巻
�
号
、
二
〇
〇
二
年
。

（
38
）　A

uf G
rund der Ü

bersetzunng W
. G

iesebrechts neubearbeitet von R
udolf B

uchner,  G
regor von Tours Zehn B

ücher G
eschichten, E

rster B
and

（1977

）, 

Z
w

eiter B
and

（1974

）, W
issenschaftliche B

uchgesellschaft. 

兼
岩
正
夫
・
臺 

幸
夫
訳
註
﹃
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス 

歴
史
十
巻
（
フ
ラ
ン
ク
史
）﹄（
東
海
大
学
出

版
会
）
の
Ⅰ
（
昭
和
五
〇
年
）、
Ⅱ
（
昭
和
五
二
年
）。

（
39
）　

注
（
38
）
のE

rster B
d., S. 376.

三
�
�
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地図Ⅰ　〔現在のドイツに係る開廷地・Placitum 作成地・係争対象所在地〕
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地図Ⅱ　〔現在のフランスに係る開廷地〕
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九
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地図Ⅲ　〔現在のフランスに係る Placitum 作成地〕
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六
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七

地図Ⅳ　〔現在のフランスに係る係争対象所在地〕
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か
た
ち

地図Ⅴ　〔残存 Placita の地域的分布の特徴：本文８頁〕

三
�
二
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六
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地図Ⅵ　〔Austrien, Neustrien, Aquitanien, Burgund：本文14頁〕

〔本稿が借用し加工した地図の出典〕Ａ：Erich Zöllner, Geschichte der Franken bis zur Mitte 

des sechsten Jahrhuderts, 1970の巻末掲載 Karte 1 “Das Frankenreich 511-524”；Ｂ：Groβer 

Atlas zur Weltgeschichte, Westermann, 1976, S. 50．
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図１

〔Nr.126のオリジナル：出典〕Die Urkunden der Merowinger, Zweiter Teil, hrsg. von 

Theo Kölzer, 2001の巻末掲載写真２．
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図２

〔Nr.126の翻刻：出典〕Die Urkunden der Merowinger, Erster Teil, hrsg. von Theo 

Kölzer, 2001, S. 319-320．
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図３

〔系図の出典〕Hans K. Schulze, Das Reich und die Deutschen, 1987, S. 53．
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図４

〔出典〕Die Urkunden der Merowinger, Zweiter Teil, hrsg. von Theo Kölzer,  2001の巻
末掲載写真８．
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